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報第１号 専決処分の報告について 

令和６年10月30日午前９時10分頃、本市職員（三の倉センター所属）が、公用車

（収集車）を停車し、運転席から降車した際に電動パーキングブレーキの確認を怠

ったため、公用車が坂道を無人で後退し、開いたままの運転席側ドアが市内根本町

５丁目地内の民有地敷地内に駐車してあった車両に接触した。その後、さらに坂道

を後退し、市内昭栄町地内に設置するごみステーションに公用車の左後部が衝突し

た。公用車は、当該ごみステーションから約28メートル後退した後、個人所有の竹

林に突き当たり停車した。 

以上により、次の損害を与えた。 

(１) 根本町５丁目地内の民有地敷地内に駐車してあった車両の左右フロントフ

ェンダー、ボンネット及びフロントバンパーを破損させた。 

(２) 昭栄町地内に設置するごみステーション（金属支柱・金属メッシュ製）を

全壊させた。 

(３) 昭栄町地内にある個人所有の竹林約10平方メートルの竹をなぎ倒し、折っ

た。 

これに対する損害賠償額を令和７年１月７日、次のとおり定めた。 

(１) 損害賠償額 一金 268,510円 

(２) 損害賠償額 一金 106,700円 

(３) 損害賠償は、行わないことで合意した。 

〔過失割合（(１)及び(２)）：市側100％、相手側０％〕 

 

報第２号 専決処分の報告について 

 市内笠原町地内において、市有地に自生する立木が一定期間にわたり隣接地にあ

る倉庫に接触していたことで、当該倉庫の屋根及び壁面を破損させ、損害を与えた。

当該倉庫を使用する者が破損を発見し、令和６年８月28日本市職員が破損の事実を

確認したもの。 

 これに対する損害賠償額を令和７年１月23日、199,650円と定めた。 

  〔過失割合：市側100％、相手側０％〕 

 

承第１号 専決処分の承認を求めるについて 

 令和６年度多治見市一般会計補正予算（第６号）（令和７年１月24日専決処分） 
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議第１号 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を

制定するについて 

１ 制定趣旨及び主な制定内容 

  刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第67号）及び刑法等の一部を改正

する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律（令和４年法律第68号）に

よる刑法（明治40年法律第45号）、地方自治法（昭和22年法律第67号）等の関係

法律の一部改正により、「懲役」及び「禁錮」が廃止され、「拘禁刑」が創設され

る等の改正が行われる。これに伴い、関係する次の条例について、条例の規定中

「懲役」及び「禁錮」を「拘禁刑」に改める等所要の改正を行う。 

(１) 多治見市功労者表彰条例(昭和55年条例第１号) 

(２) 多治見市議会の個人情報の保護に関する条例（令和４年条例第40号） 

(３) 多治見市個人情報保護法に基づく開示請求に関する条例(令和４年条例第29号) 

(４) 多治見市職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第37号) 

(５) 多治見市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第２号。以下「給与条例」という。) 

(６) 多治見市職員退職手当に関する条例(昭和28年条例第25号。以下「退職手当条例」という。) 

(７) 多治見市美しい風景づくり条例(平成13年条例第10号) 

(８) 多治見市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年条例第21号) 

(９) 多治見市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年条例第11号) 

２ 施行日 刑法等の一部を改正する法律の施行の日（令和７年６月１日） 

３ 経過措置 

(１) 罰則の適用等に関する経過措置 

ア 施行前にした行為については、改正前の条例の罰則を適用する（附則第２項）。 

イ 施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例による等の経

過措置による罰則を適用する場合、当該罰則に定める刑に含まれる有期の懲役又

は禁錮は、刑期を同じくする拘禁刑とする（附則第３項）。 

(２) 人の資格に関する経過措置 

拘禁刑に処せられた者について、他の条例の規定によりなお従前の例による等の

経過措置が適用される場合、拘禁刑は禁錮とみなす（附則第４項）。 

(３) 給与条例及び退職手当条例の一部改正に伴う経過措置 

禁錮以上の刑が定められている罪についてされた起訴は拘禁刑が定められている

罪についてされた起訴とみなして、期末手当の支給の差止め及び退職手当の支払の

差止めに係る規定を適用する（附則第５項及び第６項）。 

 

議第２号 多治見市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改

正するについて 

 １ 改正趣旨及び改正内容 

  情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政

運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正す

る法律（令和６年法律第46号）の施行に伴い、行政手続における特定の個人を識
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別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）の一部改正によ

り生じた項ずれについて、条例中の引用箇所を改める（第２条関係）。 

 ２ 施行日 令和７年４月１日 

 

議第３号 多治見市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正するについて 

 １ 改正趣旨 

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び

次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律（令和６年法律第42号）により

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成

３年法律第76号）の一部改正がされた。令和６年８月８日に人事院が行った「公

務員人事管理に関する報告」において、「仕事と生活の両立支援の拡充」に係る

項目が明らかにされ、公務員の対応についても民間労働法制の施行（令和７年４

月１日）から遅れることなく実施することとされたことを踏まえ、所要の改正を

行う。 

 ２ 改正内容 

(１) 時間外勤務の制限の対象となる子の範囲を、３歳に満たない子から小学校

就学の始期に達するまでの子へ拡大する（第８条の４関係）。 

(２) 家族（配偶者、父母、子、配偶者の父母その他市の規則で定める者）の介

護の必要性が生じた職員への介護両立支援制度等（仕事と介護との両立に資す

る制度又は措置をいう。以下同じ。）の周知、意向確認等のための措置を講ず

る規定を新設する（第18条の２関係）。 

(３) 勤務環境の整備に関する措置（介護両立支援制度等に係る研修の実施、相

談体制の整備）を講ずる規定を新設する（第18条の３関係）。 

 ３ 施行日 令和７年４月１日 

 

議第４号 多治見市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正するについて 

 １ 改正趣旨及び改正内容 

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平

成３年法律第76号）の一部改正に伴い、国家公務員に対する同法の適用について

の規定を地方公務員に準用する規定が削除され、地方公務員に対する同法の適用

について新たに規定されたことから、条例中の引用箇所を改める（第10条関係）。 

 ２ 施行日 令和７年４月１日 

 

議第５号 多治見市職員の給与に関する条例等の一部を改正するについて 

 １ 改正趣旨 

令和６年度人事院勧告に基づき、扶養手当の見直し（配偶者に係る手当の廃止、

子に係る手当の引上げ）、管理職員特別勤務手当の支給対象時間帯の拡大、再任

用職員への住居手当の支給及び通勤手当の引上げ等について、所要の改正を行う。 

 ２ 主な改正内容 

(１) 多治見市職員の給与に関する条例（昭和26年条例第２号）（第１条） 

ア 扶養手当について、対象となる親族（扶養親族）から配偶者を除き、子に
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ついては１人13,000円、子以外の扶養親族については１人6,500円とする

（第10条関係）。 

イ 通勤手当について、１箇月当たりの支給上限額を15万円とする（新幹線鉄

道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等により通勤する職

員に係る通勤手当の加算を廃止する。）（第12条関係）。 

ウ 単身赴任手当について、採用時からの支給を可能とする（第12条の２関係）。 

エ 管理職員特別勤務手当について、支給対象となる時間（週休日等を除く。）

を拡大するとともに、支給対象の全ての勤務について、規則で定める勤務を

した場合に支給額の上乗せを可能とする（第18条の３関係）。 

オ 再任用職員（暫定再任用職員を含む。以下同じ。）に対する住居手当の支

給を可能とする（適用除外からの削除）（第18条の９関係）。 

(２) 多治見市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例（平成16年条例第２号）

（第２条） 

再任用職員に対する住居手当の支給を可能とする（第２条関係）。 

(３) 多治見市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年条例第25号）

（第３条） 

パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の上限額を15万円に引

き上げる（第33条関係）。 

(４) 多治見市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和41年条例第33号）

（第４条） 

ア 扶養手当について、対象となる親族（扶養親族）から配偶者を除く（第５

条関係）。 

イ 管理職員特別勤務手当の支給対象となる時間（週休日等を除く。）を拡大

する（第11条の２関係）。 

ウ 再任用職員に対する住居手当の支給を可能とする（適用除外からの削除）

（第18条関係）。 

 ３ 施行日 令和７年４月１日 

 

議第６号 多治見市職員退職手当に関する条例の一部を改正するについて 

 １ 改正趣旨及び改正内容 

 雇用保険法（昭和49年法律第116号）の一部改正に伴い、次の改正を行う。 

 (１) 退職手当として、雇用保険法の規定による就業促進手当の額に相当する金額を

支給する者について、安定した職業に就いた者に改める（第12条第11項関係）。 

 (２) 就業促進手当相当額を退職手当として受給した場合において、退職手当の

支給があったとみなされる日数に係る規定について、就業促進手当のうち就業

手当の規定が廃止されたことに伴い、規定を整理する（第12条第14項関係）。 

 (３) 雇用保険法に定める基本手当の例により、退職手当の給付日数の延長に関

する措置について、受給資格に係る離職の日を令和７年３月31日から令和９年

３月31日に２年間延長する（附則第10項関係）。 

２ 施行日 令和７年４月１日 

※施行日以後に安定した職業に就いた者について適用する。 
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議第７号 多治見市手数料条例の一部を改正するについて 

１ 改正趣旨及び主な改正内容 

 建築確認審査等に係る業務の実態に合わせて手数料を見直すとともに、次の改正を

行う。 

(１) 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する

法律等の一部を改正する法律（令和４年法律第69号）及び同法の施行に伴う政省令

の整備に伴い、所要の改正を行う。 

(２) 宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号。以下「盛土規制法」

という。）による規制区域が令和７年４月１日から指定されるため、同法に基づく

中間検査申請手数料を新設する。 

ア 建築基準法（昭和25年法律第201号）関係手数料 

(ア) 大規模修繕及び大規模模様替の確認申請等に係る審査手数料の追加（別表

40の項から42の項まで関係） 

(イ) 建築設備（昇降機等）の確認申請等に係る審査手数料の新設（別表42の２

の項から42の４の項まで関係） 

(ウ) 仮使用の認定申請手数料の新設（別表45の２の項関係） 

(エ) 大規模修繕等に係る接道規制認定の申請手数料の新設（別表51の５の項関係） 

(オ) 大規模修繕等に係る道路内建築制限認定の申請手数料の新設（別表51の６

の項関係） 

(カ) 建築基準法改正に伴い、これまで審査対象外であった構造計算の審査等の追

加に係る審査業務の増大による手数料の改定（別表40の項から45の項まで関係） 

≪建築基準法：建築確認申請等手数料の改正一覧≫   

ア） 確認申請等手数料     ※１件につき（単位：円） 

区 分 
 手数料額 

改定前 改定後 

建築物     ～ 30 ㎡以内 5,000 7,000 

※大規模修繕･模様替

は、床面積 1/2  
30 ㎡超 ～ 100 ㎡以内 9,000 24,000 

 100 ㎡超 ～ 200 ㎡以内 14,000 56,000 

  200 ㎡超 ～     19,000 88,000 

建築物［変更］     ～ 30 ㎡以内 5,000 7,000 

※変更部分の床面積 1/2 30 ㎡超 ～ 100 ㎡以内 9,000 24,000 

  100 ㎡超 ～ 200 ㎡以内 14,000 56,000 

  200 ㎡超 ～     19,000 88,000 

建築設備  昇降機（小荷物専用昇降機を除く） － 24,000 

   小荷物専用昇降機     － 10,000 

建築設備［変更］  昇降機（小荷物専用昇降機を除く） － 10,000 

   小荷物専用昇降機     － 7,000 

工作物           8,000 18,000 

工作物［変更］           4,000 8,000 



 

10 

イ） 完了検査申請手数料     ※１件につき（単位：円） 

区 分 
 手数料額 

改定前 改定後 

建築物     ～ 30 ㎡以内 10,000 19,000 

  30 ㎡超 ～ 100 ㎡以内 12,000 24,000 

  100 ㎡超 ～ 200 ㎡以内 16,000 40,000 

  200 ㎡超 ～     22,000 57,000 

建築設備  昇降機       － 48,000 

   小荷物専用昇降機     － 26,000 

工作物           9,000 33,000 

ウ） 許可・認定審査手数料 【新設】   ※１件につき（単位：円） 

  区 分            手数料額 

仮使用認定［建築基準法第７条の６第１項第１号］ 120,000 

大規模修繕等に係る接道規制認定［建築基準法施行令第 137 条の 12 第６項］ 27,000 

大規模修繕等に係る道路内建築制限認定［建築基準法施行令第 137 条の 12 第７項］ 27,000 

 

イ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律（平成27年法律第53号。以下

「建築物省エネ法」という。）関係手数料 

(ア) 適合性判定申請建築物の対象が、非住宅から全ての建築物へ拡大すること

に伴う審査手数料の新設（別表52の９の項（ア～コ）、52の10の項（ア～コ）

及び52の13の項（１～７）関係）  

(イ) 基準適合認定（性能表示認定）申請の審査手数料の廃止（別表旧52の12の

項関係） 

(ウ) 性能向上計画認定に係る仕様・計算併用法による評価区分の追加（別表52

の11の項（２･イ、２・オ）及び52の12の項（２･イ、２・オ）関係） 

 ※仕様・計算併用法：外皮基準、一次エネルギー消費量基準のいずれか一方を  

仕様基準、他方を標準計算により建築物エネルギー消費性能基準の適合性を確

認する評価方法 

(エ) 性能向上計画認定に係る軽微変更該当証明の交付手数料の新設（別表52の

14の項関係） 

(オ) 限定特定行政庁の業務範囲変更等により、床面積300平方メートルを超え

る建築物が審査対象外となることに伴う手数料の廃止（別表52の９の項（サ～

セ）、52の10の項（サ～セ）、52の11の項（１･エ、２･ク、２･ケ）、52の12の項

（１･エ、２･ク、２･ケ）及び52の13の項（８～10）関係） 

≪建築物省エネ法：建築物エネルギー消費性能適合性判定 手数料の改正一覧≫ 

Ⅰ 住宅・共同住宅等【新設】        

ア）-1 適合性判定手数料（仕様基準）    ※１件につき（単位：円） 

区 分 
計画作成時 計画変更時 軽微な変更 

改定前 改定後 改定前 改定後 改定前 改定後 
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一戸建ての住宅          － 19,000 － 10,000 － 5,000 

共同住宅等     ～ 1 戸 － 19,000 － 10,000 － 5,000 

の住戸部分 1 戸超 ～ 5 戸以内 － 36,000 － 19,000 － 9,000 

  5 戸超 ～ 10 戸以内 － 51,000 － 27,000 － 14,000 

  10 戸超 ～     － 74,000 － 40,000 － 20,000 

共同住宅等           
－ 118,000 － 60,000 － 30,000 

の共用部分      

 

ア）-２ 適合性判定手数料（仕様・計算併用法） 
  

※１件につき（単位：円） 

区 分 
計画作成時 計画変更時 軽微な変更 

改定前 改定後 改定前 改定後 改定前 改定後 

一戸建ての住宅          － 28,000 － 14,000 － 7,000 

共同住宅等     ～ 1 戸 － 28,000 － 14,000 － 7,000 

の住戸部分 1 戸超 ～ 5 戸以内 － 55,000 － 29,000 － 14,000 

  5 戸超 ～ 10 戸以内 － 78,000 － 41,000 － 20,000 

  10 戸超 ～     － 110,000 － 58,000 － 29,000 

共同住宅等           
－ 118,000 － 60,000 － 30,000 

の共用部分      

 

ア）-３ 適合性判定手数料（標準計算法） 
    

※１件につき（単位：円） 

区 分 
計画作成時 計画変更時 軽微な変更 

改定前 改定後 改定前 改定後 改定前 改定後 

一戸建ての住宅          － 37,000 － 19,000 － 10,000 

共同住宅等     ～ 1 戸 － 37,000 － 19,000 － 10,000 

の住戸部分 1 戸超 ～ 5 戸以内 － 75,000 － 38,000 － 19,000 

  5 戸超 ～ 10 戸以内 － 105,000 － 54,000 － 27,000 

  10 戸超 ～     － 148,000 － 77,000 － 38,000 

共同住宅等           
－ 118,000 － 60,000 － 30,000 

の共用部分      

 

ア）-４ 適合性判定手数料（建築物省エネ法第29条第１項の認定を受けた性能向上計画に係る他の

建築物） 

※１件につき（単位：円）  

区 分 
計画作成時 計画変更時    

改定前 改定後 改定前 改定後    

一戸建ての住宅          － 5,000 － 3,000    

共同住宅等     ～ 1 戸 － 5,000 － 3,000    

の住戸部分 1 戸超 ～ 5 戸以内 － 10,000 － 6,000    

  5 戸超 ～ 10 戸以内 － 17,000 － 10,000    

  10 戸超 ～     － 29,000 － 17,000    
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共同住宅等           
－ 10,000 － 6,000 

   

の共用部分        

            

Ⅱ 非住宅 【改定】          

ア）-１ 適合性判定手数料（モデル建物法）   ※１件につき（単位：円） 

区 分 
計画作成時 計画変更時 軽微な変更 

改定前 改定後 改定前 改定後 改定前 改定後 

非住宅     ～ 300 ㎡以内 92,000 94,000 47,000 48,000 23,000 24,000 

 

ア）-２ 適合性判定手数料（標準入力法） 
    

※１件につき（単位：円） 

区 分 
計画作成時 計画変更時 軽微な変更 

改定前 改定後 改定前 改定後 改定前 改定後 

非住宅     ～ 300 ㎡以内 242,000 247,000 122,000 124,000 60,000 62,000 

 

ア）-３ 適合性判定手数料（工場等） 
    

※１件につき（単位：円） 

区 分 
計画作成時 計画変更時 軽微な変更 

改定前 改定後 改定前 改定後 改定前 改定後 

非住宅 

（工場等） 
    ～ 300 ㎡以内 19,000 20,000 11,000  ← 5,000 6,000 

 

ア）-４ 適合性判定手数料（建築物省エネ法第29条第１項の認定を受けた性能向上計画に係る他の

建築物） 

※１件につき（単位：円）  

区 分 
計画作成時 計画変更時   

  

 

改定前 改定後 改定前 改定後  

非住宅     ～ 300 ㎡以内 10,000  ← 6,000  ←    

≪建築物省エネ法：建築物エネルギー消費性能向上計画認定 手数料の改正一覧≫ 

Ⅰ 住宅・共同住宅等         

ア）認定手数料（適合証等有り）   ※１件につき（単位：円） 

区 分 
計画作成時 計画変更時  軽微な変更 

改定前 改定後 改定前 改定後 【新設】 

一戸建ての住宅          5,000  ← 3,000  ← 2,000 

共同住宅等     ～ 1 戸 5,000  ← 3,000  ← 2,000 

の住戸部分 1 戸超 ～ 5 戸以内 10,000  ← 6,000  ← 3,000 

  5 戸超 ～ 10 戸以内 17,000  ← 10,000  ← 5,000 

  10 戸超 ～     29,000  ← 17,000  ← 9,000 

共同住宅等           
10,000  ← 6,000  ← 3,000 

の共用部分      

 

イ）-１ 認定手数料（適合証等無し：仕様基準） 
  

※１件につき（単位：円） 

区 分 計画作成時  計画変更時  軽微な変更 
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改定前 改定後 改定前 改定後 【新設】 

一戸建ての住宅          18,000 19,000 10,000  ← 5,000 

共同住宅等     ～ 1 戸 18,000 19,000 10,000  ← 5,000 

の住戸部分 1 戸超 ～ 5 戸以内 34,000 36,000 18,000 19,000 9,000 

  5 戸超 ～ 10 戸以内 49,000 51,000 27,000  ← 14,000 

  10 戸超 ～     71,000 74,000 38,000 40,000 20,000 

共同住宅等           
116,000 118,000 59,000 60,000 30,000 

の共用部分      

 

イ）-２ 認定手数料（適合証等無し：仕様・計算併用法）【新設】 

 

※１件につき（単位：円） 

区 分 
計画作成時 計画変更時 軽微な変更 

改定前 改定後 改定前 改定後 【新設】 

一戸建ての住宅          － 28,000 － 14,000 7,000 

共同住宅等     ～ 1 戸 － 28,000 － 14,000 7,000 

の住戸部分 1 戸超 ～ 5 戸以内 － 55,000 － 29,000 14,000 

  5 戸超 ～ 10 戸以内 － 78,000 － 41,000 20,000 

  10 戸超 ～     － 110,000 － 58,000 29,000 

共同住宅等           
－ 118,000 － 60,000 30,000 

の共用部分      

 

イ）-３ 認定手数料（適合証等無し：標準計算法） 
   

※１件につき（単位：円） 

区 分 
計画作成時 計画変更時 軽微な変更 

改定前 改定後 改定前 改定後 【新設】 

一戸建ての住宅          36,000 37,000 19,000  ← 10,000 

共同住宅等     ～ 1 戸 36,000 37,000 19,000  ← 10,000 

の住戸部分 1 戸超 ～ 5 戸以内 73,000 75,000 38,000  ← 19,000 

  5 戸超 ～ 10 戸以内 103,000 105,000 54,000  ← 27,000 

  10 戸超 ～     145,000 148,000 76,000 77,000 38,000 

共同住宅等           
116,000 118,000 59,000 60,000 30,000 

の共用部分      

           

Ⅱ 非住宅           

ア） 認定手数料（適合証等有り）   ※１件につき（単位：円） 

区 分 
計画作成時 計画変更時 軽微な変更 

改定前 改定後 改定前 改定後 【新設】 

非住宅     ～ 300 ㎡以内 10,000  ← 6,000  ← 3,000 

 

イ）-１ 認定手数料（適合証等無し：モデル建物法） 

 

※１件につき（単位：円） 

区 分 
計画作成時 計画変更時 軽微な変更 

改定前 改定後 改定前 改定後 【新設】 
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非住宅     ～ 300 ㎡以内 92,000 94,000 47,000 48,000 24,000 

 

イ）-２ 認定手数料（適合証等無し：標準入力法等） 

 

※１件につき（単位：円） 

区 分 
計画作成時 計画変更時 軽微な変更 

改定前 改定後 改定前 改定後 【新設】 

非住宅     ～ 300 ㎡以内 242,000 247,000 122,000 124,000 62,000 

 

ウ 都市の低炭素化の促進に関する法律（平成24年法律第84号。以下「エコまち法」

という。）関係手数料 

(ア) 仕様・計算併用法による評価区分の追加（別表52の６の項（２･イ、２･

オ）、52の７の項（２･イ、２･オ）関係） 

(イ) 低炭素建築物認定に係る軽微変更該当証明の交付手数料の新設（別表52の

８の項関係） 

(ウ) 限定特定行政庁の業務範囲変更等により、床面積300平方メートルを超え

る建築物が審査対象外となることに伴う手数料の廃止（別表52の６の項（１･

エ、２･ク、２･ケ）及び52の７の項（１･エ、２･ク、２･ケ）関係） 

≪エコまち法：低炭素建築物新築等計画認定申請 手数料の改正一覧≫ 

Ⅰ 住宅・共同住宅等         

ア）認定手数料（適合証等有り）   ※１件につき（単位：円） 

区 分 
計画作成時 計画変更時  軽微な変更 

改定前 改定後 改定前 改定後 【新設】 

一戸建ての住宅          5,000  ← 3,000  ← 2,000 

共同住宅等     ～ 1 戸 5,000  ← 3,000  ← 2,000 

の住戸部分 1 戸超 ～ 5 戸以内 10,000  ← 6,000  ← 3,000 

  5 戸超 ～ 10 戸以内 17,000  ← 10,000  ← 5,000 

  10 戸超 ～     29,000  ← 17,000  ← 9,000 

共同住宅等           
10,000  ← 6,000  ← 3,000 

の共用部分      

 

イ）-１ 認定手数料（適合証等無し：仕様基準） 
  

※１件につき（単位：円） 

区 分 
計画作成時  計画変更時  軽微な変更 

改定前 改定後 改定前 改定後 【新設】 

一戸建ての住宅          18,000 19,000 10,000  ← 5,000 

共同住宅等     ～ 1 戸 18,000 19,000 10,000  ← 5,000 

の住戸部分 1 戸超 ～ 5 戸以内 34,000 36,000 18,000 19,000 9,000 

  5 戸超 ～ 10 戸以内 49,000 51,000 27,000  ← 14,000 

  10 戸超 ～     71,000 74,000 38,000 40,000 20,000 

共同住宅等           
116,000 118,000 59,000 60,000 30,000 

の共用部分      

  



 

15 

イ）-２ 認定手数料（適合証等無し：仕様・計算併用法）【新設】 ※１件につき（単位：円） 

区 分 
計画作成時 計画変更時 軽微な変更 

改定前 改定後 改定前 改定後 【新設】 

一戸建ての住宅          － 28,000 － 14,000 7,000 

共同住宅等     ～ 1 戸 － 28,000 － 14,000 7,000 

の住戸部分 1 戸超 ～ 5 戸以内 － 55,000 － 29,000 14,000 

  5 戸超 ～ 10 戸以内 － 78,000 － 41,000 20,000 

  10 戸超 ～     － 110,000 － 58,000 29,000 

共同住宅等           
－ 118,000 － 60,000 30,000 

の共用部分      

 

イ）-３ 認定手数料（適合証等無し：標準計算法） 
   

※１件につき（単位：円） 

区 分 
計画作成時 計画変更時 軽微な変更 

改定前 改定後 改定前 改定後 【新設】 

一戸建ての住宅          36,000 37,000 19,000  ← 10,000 

共同住宅等     ～ 1 戸 36,000 37,000 19,000  ← 10,000 

の住戸部分 1 戸超 ～ 5 戸以内 73,000 75,000 38,000  ← 19,000 

  5 戸超 ～ 10 戸以内 103,000 105,000 54,000  ← 27,000 

  10 戸超 ～     145,000 148,000 76,000 77,000 38,000 

共同住宅等           
116,000 118,000 59,000 60,000 30,000 

の共用部分      

           

Ⅱ 非住宅           

ア） 認定手数料（適合証等有り）   ※１件につき（単位：円） 

区 分 
計画作成時 計画変更時 軽微な変更 

改定前 改定後 改定前 改定後 【新設】 

非住宅     ～ 300 ㎡以内 10,000  ← 6,000  ← 3,000 

 

イ）-１ 認定手数料（適合証等無し：モデル建物法） 

 

※１件につき（単位：円） 

区 分 
計画作成時 計画変更時 軽微な変更 

改定前 改定後 改定前 改定後 【新設】 

非住宅     ～ 300 ㎡以内 92,000 94,000 47,000 48,000 24,000 

 

イ）-２ 認定手数料（適合証等無し：標準入力法等） 

 

※１件につき（単位：円） 

区 分 
計画作成時 計画変更時 軽微な変更 

改定前 改定後 改定前 改定後 【新設】 

非住宅     ～ 300 ㎡以内 242,000 247,000 122,000 124,000 62,000 

 

エ 盛土規制法関係手数料 

(ア) 都市計画法（昭和43年法律第100号）の開発許可工事における中間検査に
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係る審査手数料の新設（別表24の２の項関係） 

盛土規制法の規制区域の指定後に、都市計画法第29条第１項の許可を受けた

ときは、当該許可を受けた工事のうち、宅地造成又は特定盛土に関するものに

ついては、盛土規制法第12条第１項の許可を受けたとみなされ（同法第15条第

２項）、また、同法施行令第24条に規定する特定工程を実施する事業者は、当

該特定工程に係る工事を完了したときに中間検査を申請し、受検しなければな

らない（同法第18条）。当該中間検査事務は、岐阜県事務処理の特例に関する

条例により市に権限が移譲されることから、申請に対する審査手数料を新設す

る。 

≪盛土規制法に係る中間検査手数料≫   

ア） 都市計画法の開発許可工事における中間検査手数料  ※１件につき（単位：円） 

  区 分         
手数料額 

種類 面積 

都市計画法第 29 条第 1 項の許可

を受けた工事に係る盛土規制法第

18 条第１項に規定に規定する工

事の検査の申請に対する審査手数

料（盛土規制法第 18 条） 

    ～ 0.1 ha 以内 2,900 

0.1 ha 超え ～ 0.2 ha 以内 3,400 

0.2 ha 超え ～ 0.3 ha 以内 4,000 

0.3 ha 超え ～ 2 ha 以内 5,700 

2 ha 超え ～ 4 ha 以内 11,000 

4 ha 超え ～ 7 ha 以内 23,000 

7 ha 超え ～ 10 ha 以内 40,000 

10 ha 超え ～     57,000 

 

(２) 改定する手数料の額は、指定確認検査機関に対し示されている類似指標（指定

確認検査機関指定準則（平成11年４月28日制定、令和６年６月28日改定））を参考

に県が算出した金額に準じて定める。これにより県内統一の手数料額となる。 

 ２ 施行日 令和７年４月１日 

 

議第８号 多治見市国民健康保険条例の一部を改正するについて 

 １ 改正趣旨 

  国民健康保険法施行令（昭和33年政令第362号）の一部改正に伴い、基礎賦課

額に係る賦課限度額及び後期高齢者支援金等賦課額に係る賦課限度額並びに軽減

判定所得の額を引き上げる。 

 ２ 改正内容 

(１) 基礎賦課額に係る賦課限度額を66万円（現行：65万円）に引き上げる（第

15条の６関係）。 

(２) 後期高齢者支援金等賦課額に係る賦課限度額を26万円（現行：24万円）に

引き上げる（第15条の６の12関係）。 

(３) 軽減判定所得の額を次のように改める（第20条第１項関係）。 

ア ５割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者等の数
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に乗ずる金額を30.5万円（現行：29.5万円）に引き上げる。 

イ ２割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者等の数

に乗ずる金額を56万円（現行：54.5万円）に引き上げる。 

３ 施行日 令和７年４月１日 

※賦課限度額及び軽減判定所得の引上げは令和７年度の保険料から適用 

 

議第９号 多治見市営住宅管理条例の一部を改正するについて 

 １ 改正趣旨及び改正内容 

耐用年数が経過し、かつ、老朽化した次の表に掲げる市営住宅について、用途廃

止する（別表関係）。 

団地名 建設年度 建設場所 構造 
戸数（廃止前

→廃止後） 

美坂 昭和28年度 美坂町７丁目60番地 特殊耐火構造２階建 ０（４→０） 

高根 昭和34年度 高根町３丁目 簡易耐火構造２階建 ０（４→０） 

高根 昭和34年度 高根町３丁目 簡易耐火構造平家建 ４（８→４） 

高根 昭和35年度 高根町３丁目 簡易耐火構造２階建 ０（４→０） 

 ２ 施行日 公布の日 

 

議第10号 令和６年度多治見市一般会計補正予算(第７号) 

議第11号 令和６年度多治見市南姫財産区事業特別会計補正予算(第２号) 

議第12号 令和６年度多治見市土地取得事業特別会計補正予算(第２号) 

議第13号 令和６年度多治見市駐車場事業特別会計補正予算(第１号) 

議第14号 令和６年度多治見市国民健康保険事業特別会計補正予算(第４号) 

議第15号 令和６年度多治見市介護保険事業特別会計補正予算(第３号) 

議第16号 令和６年度多治見市後期高齢者医療特別会計補正予算(第２号) 

議第17号 令和６年度多治見市下水道事業会計補正予算(第２号) 

議第18号 令和６年度多治見市病院事業会計補正予算(第２号) 
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総

務
費

美
術

振
興

基
金

積
立

金
寄

附
採

納
に

伴
う
美

術
振

興
基

金
へ

の
積

立
金

の
増

額
3
9
0

3
9
0

6
総

務
費

財
政

調
整

基
金

積
立

金
①

財
産

売
払

収
入

の
増

額
に

伴
う
積

立
金

の
増

額
（
旧

大
畑

調
理

場
等

4
0
,6

3
0
,0

0
0
円

、
総

務
課

所
管

普
通

財
産

8
4
,4

8
6
,3

8
9
円

）
②

基
金

運
用

益
及

び
利

子
収

入
の

確
定

に
伴

う
積

立
金

の
増

額
1
2
7
,5

7
9

1
2
7
,5

7
9

7
総

務
費

市
債

償
還

対
策

基
金

積
立

金
財

源
の

全
体

調
整

並
び

に
基

金
運

用
益

及
び

利
子

収
入

の
確

定
に

伴
う

積
立

金
の

増
額

2
0
1
,9

5
0

1
,9

5
0

2
0
0
,0

0
0

番 号

令
　

和
　

６
　

年
　

度
　

一
　

般
　

会
　

計
　

予
　

算
　

（
　

補
　

正
　

第
　

７
　

号
　

）
　

の
　

主
　

要
　

内
　

容

（
 単

位
：
千

円
 ）

款
事

業
名

事
業

内
容

補
正

額
財

源
内

訳
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国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他
一

般
財

源

8
総

務
費

庁
舎

建
設

基
金

積
立

金
新

本
庁

舎
建

設
に

向
け

た
積

立
額

の
確

保
及

び
利

子
収

入
の

確
定

に
伴

う
積

立
金

の
増

額
4
0
0
,0

5
1

5
1

4
0
0
,0

0
0

9
総

務
費

庁
舎

・
庁

用
設

備
等

改
良

関
係

費
地

下
機

械
室

変
圧

器
交

換
、

地
下

機
械

室
油

焚
吸

収
式

冷
温

水
発

生
器

整
備

に
係

る
契

約
差

金
の

整
理

に
伴

う
工

事
請

負
費

の
減

額
△

 1
2
,1

3
3

△
 1

2
,1

3
3

1
0

総
務

費
自

動
車

購
入

費
公

用
車

両
の

更
新

に
係

る
契

約
差

金
の

整
理

に
伴

う
備

品
購

入
費

の
減

額
△

 5
,2

6
4

△
 5

,2
6
4

1
1

総
務

費
大

原
区

運
営

基
金

積
立

金
大

原
区

財
産

管
理

会
が

管
理

し
て

い
る

土
地

売
払

収
入

（
明

和
町

３
丁

目
３
筆

）
を

基
金

へ
積

み
立

て
る

こ
と

に
伴

う
積

立
金

の
増

額
1
9
,1

7
2

1
9
,1

7
2

1
2

総
務

費
駅

北
庁

舎
管

理
費

管
理

委
託

料
に

係
る

不
用

額
の

整
理

に
伴

う
委

託
料

の
減

額
△

 3
,4

0
0

△
 3

,4
0
0

1
3

総
務

費
新

本
庁

舎
建

設
事

業
費

埋
蔵

文
化

財
発

掘
を

令
和

７
年

度
か

ら
８
年

度
に

実
施

と
し

た
こ

と
に

伴
う

委
託

料
の

減
額

※
　

継
続

費
の

補
正

あ
り

△
 2

8
,7

0
0

△
 2

8
,7

0
0

1
4

総
務

費
庁

内
情

報
化

設
備

整
備

費
駅

北
庁

舎
サ

ー
バ

ー
室

無
停

電
電

源
装

置
更

新
に

係
る

契
約

差
金

の
整

理
に

伴
う
委

託
料

の
減

額
△

 1
2
,5

4
0

△
 1

2
,5

4
0

1
5

総
務

費
ま

ち
づ

く
り

市
民

活
動

支
援

事
業

関
係

費
ま

ち
づ

く
り

活
動

補
助

金
に

係
る

不
用

額
の

整
理

に
伴

う
補

助
金

の
減

額
※

　
財

源
：
ま

ち
づ

く
り

基
金

△
 6

,9
6
7

△
 6

,9
6
7

1
6

総
務

費
地

籍
調

査
事

業
費

地
籍

調
査

委
託

料
の

工
程

見
直

し
及

び
契

約
差

金
の

整
理

に
伴

う
委

託
料

の
減

額
※

　
財

源
：
県

負
担

金
△

 8
,7

4
5

△
 1

,3
2
0

△
 7

,4
2
5

款
事

業
名

事
業

内
容

補
正

額
財

源
内

訳
番 号
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国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他
一

般
財

源

1
7

総
務

費
庁

内
情

報
化

施
策

推
進

費
O

ff
ic

eラ
イ

セ
ン

ス
更

新
対

応
等

に
係

る
契

約
差

金
の

整
理

に
伴

う
委

託
料

等
の

減
額

※
　

財
源

：
諸

収
入

（
デ

ジ
タ

ル
基

盤
改

革
支

援
補

助
金

）
△

 3
,7

0
5

△
 5

5
△

 3
,6

5
0

1
8

総
務

費
ふ

る
さ

と
応

援
基

金
積

立
金

（
企

業
版

）

寄
附

採
納

に
伴

う
ふ

る
さ

と
応

援
基

金
へ

の
積

立
金

の
増

額
※

　
令

和
７
年

度
に

繰
入

予
定

（
こ

ど
も

っ
ち

パ
ー

ク
夏

季
無

料
開

放
予

定
）

5
,0

0
0

5
,0

0
0

1
9

総
務

費
地

域
力

向
上

推
進

事
業

費
地

域
力

活
動

推
進

事
業

に
係

る
不

用
額

の
整

理
に

伴
う
補

助
金

等
の

減
額 ※

　
財

源
：
ま

ち
づ

く
り

基
金

、
地

域
振

興
基

金
△

 3
,6

8
2

△
 3

,5
0
0

△
 1

8
2

2
0

総
務

費
市

民
相

談
関

係
費

結
婚

新
生

活
支

援
補

助
金

に
係

る
不

用
額

の
整

理
に

伴
う
補

助
金

の
減

額 ※
　

財
源

：
県

補
助

金
△

 3
,0

0
0

△
 2

,0
0
0

△
 1

,0
0
0

2
1

総
務

費
コ

ン
ビ

ニ
交

付
等

窓
口

Ｄ
Ｘ

推
進

費

セ
ミ
セ

ル
フ

レ
ジ

導
入

委
託

等
に

係
る

契
約

差
金

の
整

理
に

伴
う
委

託
料

の
減

額
並

び
に

コ
ン

ビ
ニ

交
付

シ
ス

テ
ム

ク
ラ

ウ
ド

利
用

料
等

に
係

る
不

用
額

の
整

理
に

伴
う
使

用
料

及
び

賃
借

料
の

減
額

※
　

財
源

：
手

数
料

、
国

庫
補

助
金

△
 1

,8
9
6

△
 3

8
7

7
5
3

△
 2

,2
6
2

2
2

民
生

費
社

会
福

祉
事

業
基

金
積

立
金

利
子

収
入

の
確

定
に

伴
う
積

立
金

の
増

額
5
0
6

5
0
6

2
3

民
生

費
国

民
健

康
保

険
事

業
会

計
繰

出
金

（
保

険
基

盤
安

定
分

）

保
険

基
盤

安
定

負
担

金
（
保

険
料

軽
減

分
及

び
保

険
者

支
援

分
）
の

確
定

に
伴

う
特

別
会

計
へ

の
繰

出
金

の
増

額
※

　
財

源
：
国

庫
負

担
金

、
県

負
担

金
1
0
,1

0
7

7
,5

8
0

2
,5

2
7

2
4

民
生

費
国

民
健

康
保

険
事

業
会

計
繰

出
金

（
出

産
育

児
一

時
金

分
）

出
産

育
児

一
時

金
の

見
込

額
確

定
に

伴
う
特

別
会

計
へ

の
繰

出
金

の
増

額 ※
　

一
般

会
計

負
担

分
は

2
/
3

2
,0

0
0

2
,0

0
0

款
事

業
名

事
業

内
容

補
正

額
財

源
内

訳
番 号
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国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他
一

般
財

源

2
5

民
生

費
国

民
健

康
保

険
事

業
会

計
繰

出
金

（
事

務
費

分
）

郵
便

料
等

の
減

額
に

伴
う
特

別
会

計
へ

の
繰

出
金

の
減

額
△

 7
,8

1
4

△
 7

,8
1
4

2
6

民
生

費
老

人
福

祉
援

護
施

設
措

置
費

養
護

老
人

ホ
ー

ム
措

置
の

見
込

減
に

伴
う
委

託
料

の
減

額
△

 1
0
,0

0
0

△
 1

0
,0

0
0

2
7

民
生

費
ふ

れ
あ

い
セ

ン
タ

ー
姫

施
設

整
備

費

ふ
れ

あ
い

セ
ン

タ
-
姫

空
調

設
備

更
新

工
事

に
係

る
契

約
差

金
の

整
理

に
伴

う
工

事
請

負
費

の
減

額
※

　
財

源
：
地

方
債

△
 1

1
,0

6
1

△
 9

,9
0
0

△
 1

,1
6
1

2
8

民
生

費
後

期
高

齢
者

医
療

費
（
保

険
基

盤
安

定
分

）

保
険

基
盤

安
定

負
担

金
（
保

険
料

軽
減

分
）
の

確
定

に
伴

う
特

別
会

計
へ

の
繰

出
金

の
減

額
※

　
財

源
：
県

負
担

金
△

 4
,4

5
6

△
 3

,3
4
2

△
 1

,1
1
4

2
9

民
生

費
サ

ン
ホ

ー
ム

滝
呂

施
設

整
備

費
サ

ン
ホ

ー
ム

滝
呂

エ
レ

ベ
ー

タ
ー

更
新

工
事

に
係

る
契

約
差

金
の

整
理

に
伴

う
工

事
請

負
費

の
減

額
※

　
財

源
：
地

方
債

△
 5

,1
9
5

△
 4

,7
0
0

△
 4

9
5

3
0

民
生

費
介

護
保

険
シ

ス
テ

ム
等

改
修

関
係

費
繰

出
金

介
護

保
険

事
業

特
別

会
計

に
お

け
る

介
護

保
険

シ
ス

テ
ム

法
改

正
対

応
分

の
改

修
費

用
確

定
等

に
伴

う
繰

出
金

の
減

額
△

 1
2
,2

2
1

△
 1

2
,2

2
1

3
1

民
生

費
後

期
高

齢
者

医
療

特
別

会
計

繰
出

金
（
事

務
費

分
）

郵
便

料
の

減
額

に
伴

う
特

別
会

計
へ

の
繰

出
金

の
減

額
△

 8
,9

0
0

△
 8

,9
0
0

3
2

民
生

費
精

神
障

害
者

医
療

給
付

事
業

費
（
市

単
）

精
神

障
害

者
医

療
給

付
事

業
の

見
込

増
に

伴
う
扶

助
費

の
増

額
1
7
9

1
7
9

3
3

民
生

費
過

年
度

返
還

金
（
障

害
者

自
立

支
援

）
事

業
者

の
請

求
誤

り
に

よ
る

令
和

３
〜

４
年

度
の

障
害

者
自

立
支

援
給

付
に

係
る

国
県

負
担

金
の

返
還

に
伴

う
償

還
金

の
増

額
2
,3

6
6

2
,3

6
6

款
事

業
名

事
業

内
容

補
正

額
財

源
内

訳
番 号
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国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他
一

般
財

源

3
4

民
生

費
日

常
生

活
用

具
給

付
等

事
業

費
県

補
助

金
の

交
付

見
込

に
伴

う
財

源
更

正
1
6
5

△
 1

6
5

3
5

民
生

費
低

所
得

者
支

援
及

び
定

額
減

税
一

体
的

支
援

事
業

費

給
付

実
績

に
伴

う
補

助
金

の
減

額
①

予
算

額
　

9
6
7
,4

9
0
千

円
②

実
績

額
　

9
3
9
,7

9
0
千

円
（
内

訳
：
新

た
な

課
税

1
5
5
,9

5
0
千

円
、

調
整

給
付

7
8
3
,8

4
0
千

円
）

③
補

正
額

　
△

2
7
,7

0
0
千

円
（
②

−
①

）
※

　
財

源
：
国

庫
補

助
金

（
５
月

補
正

計
上

時
は

補
助

決
定

額
を

計
上

し
残

額
を

一
般

財
源

と
し

た
）

△
 2

7
,7

0
0

5
0
0
,8

0
8

△
 5

2
8
,5

0
8

3
6

民
生

費
心

身
障

害
児

通
園

事
業

費
地

域
障

害
児

支
援

体
制

強
化

事
業

に
係

る
国

庫
補

助
金

及
び

県
補

助
金

の
交

付
見

込
に

伴
う
財

源
更

正
※

　
財

源
：
国

庫
負

担
金

1
/
2
、

県
負

担
金

1
/
4

5
,4

7
5

△
 5

,4
7
5

3
7

民
生

費
放

課
後

児
童

健
全

育
成

事
業

費

放
課

後
児

童
健

全
育

成
事

業
委

託
に

係
る

不
用

額
の

整
理

に
伴

う
委

託
料

の
減

額
及

び
放

課
後

児
童

支
援

員
キ

ャ
リ
ア

ア
ッ

プ
処

遇
改

善
事

業
に

係
る

不
用

額
の

整
理

に
伴

う
補

助
金

の
減

額
※

　
財

源
：
国

庫
補

助
金

、
県

補
助

金
、

負
担

金

△
 3

0
,9

8
5

△
 2

2
,5

5
8

△
 7

,1
5
7

△
 1

,2
7
0

3
8

民
生

費
子

育
て

の
た

め
の

施
設

等
利

用
給

付
費

認
可

外
保

育
施

設
、

一
時

保
育

、
預

か
り

保
育

（
公

私
立

保
育

園
）
の

利
用

料
に

対
す

る
子

育
て

の
た

め
の

施
設

等
利

用
給

付
の

見
込

減
に

伴
う

扶
助

費
の

減
額

※
　

財
源

：
国

庫
負

担
金

1
/
2
、

県
負

担
金

1
/
4

△
 5

,0
0
0

△
 3

,7
5
0

△
 1

,2
5
0

3
9

民
生

費
第

２
子

以
降

出
産

給
付

金
給

付
事

業
費

第
２
子

以
降

出
産

給
付

金
給

付
事

業
の

見
込

減
に

伴
う
補

助
金

の
減

額
※

　
財

源
：
県

補
助

金
△

 5
,0

0
0

△
 5

,0
0
0

4
0

民
生

費
高

等
学

校
就

学
準

備
等

支
援

給
付

金
給

付
事

業
費

高
等

学
校

就
学

準
備

等
支

援
給

付
金

給
付

事
業

の
見

込
減

に
伴

う
補

助
金

の
減

額
※

　
財

源
：
県

補
助

金
△

 4
,2

0
0

△
 4

,2
0
0

款
事

業
名

事
業

内
容

補
正

額
財

源
内

訳
番 号
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国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他
一

般
財

源

4
1

衛
生

費
保

健
福

祉
医

療
ネ

ッ
ト
ワ

ー
ク

シ
ス

テ
ム

改
修

費

健
康

管
理

シ
ス

テ
ム

標
準

化
対

応
改

修
に

係
る

契
約

差
金

の
整

理
に

伴
う
委

託
料

の
減

額
※

　
財

源
：
諸

収
入

（
デ

ジ
タ

ル
基

盤
改

革
支

援
補

助
金

）
△

 4
,0

5
9

△
 4

,1
8
0

1
2
1

4
2

衛
生

費
霊

園
整

備
基

金
積

立
金

霊
園

の
永

代
使

用
料

の
増

額
に

伴
う
霊

園
整

備
基

金
へ

の
積

立
金

の
増

額
2
,7

2
0

2
,7

2
0

4
3

衛
生

費
地

球
温

暖
化

対
策

地
域

推
進

計
画

関
係

費

公
共

施
設

太
陽

光
発

電
導

入
可

能
性

調
査

業
務

委
託

等
に

係
る

契
約

差
金

の
整

理
に

伴
う
委

託
料

の
減

額
及

び
太

陽
光

発
電

設
備

等
設

置
費

補
助

金
等

の
不

用
額

の
整

理
に

伴
う
補

助
金

の
減

額
※

　
財

源
：
県

補
助

金
、

環
境

施
策

推
進

基
金

△
 1

3
,4

4
5

△
 7

,3
9
6

△
 5

,7
9
7

△
 2

5
2

4
4

衛
生

費
不

法
投

棄
対

策
費

地
域

環
境

美
化

及
び

リ
サ

イ
ク

ル
推

進
基

金
の

充
当

変
更

に
伴

う
財

源
更

正
9
1

△
 9

1

4
5

衛
生

費
地

域
環

境
美

化
及

び
リ
サ

イ
ク

ル
推

進
基

金
積

立
金

指
定

ご
み

袋
作

製
に

係
る

契
約

差
金

の
整

理
に

伴
う
積

立
金

の
増

額
※

　
財

源
：
ご

み
処

理
手

数
料

2
,5

0
0

2
,5

0
0

4
6

衛
生

費
環

境
施

策
推

進
基

金
積

立
金

利
子

収
入

の
確

定
に

伴
う
積

立
金

の
増

額
7

7

4
7

衛
生

費
自

動
車

購
入

費
パ

ッ
カ

ー
車

購
入

に
係

る
契

約
差

金
の

整
理

に
伴

う
備

品
購

入
費

の
減

額
及

び
地

方
債

借
入

取
り

や
め

に
伴

う
財

源
更

正
△

 8
9
2

△
 1

6
,7

0
0

1
5
,8

0
8

4
8

衛
生

費
ご

み
収

集
袋

関
係

費
指

定
ご

み
袋

作
製

に
係

る
契

約
差

金
の

整
理

に
伴

う
消

耗
品

費
の

減
額

※
　

財
源

：
ご

み
処

理
手

数
料

△
 1

0
,0

0
0

△
 1

0
,0

0
0

款
事

業
名

事
業

内
容

補
正

額
財

源
内

訳
番 号
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国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他
一

般
財

源

4
9

衛
生

費
焼

却
施

設
等

運
営

費
燃

料
費

の
見

込
確

定
及

び
施

設
等

運
転

管
理

業
務

等
に

係
る

契
約

差
金

の
整

理
に

伴
う
委

託
料

の
減

額
※

　
財

源
：
ご

み
処

理
手

数
料

△
 2

3
,3

4
3

7
,5

0
0

△
 3

0
,8

4
3

5
0

農
林

水
産

業
費

農
業

委
員

会
運

営
費

農
地

利
用

最
適

化
活

動
に

係
る

農
業

委
員

へ
の

報
酬

額
確

定
に

よ
る

報
酬

の
増

額
※

　
財

源
：
県

補
助

金
8
1
8

9
7
7

△
 1

5
9

5
1

農
林

水
産

業
費

農
業

振
興

事
務

費
「
地

域
計

画
」
策

定
の

た
め

の
目

標
地

図
作

成
業

務
委

託
内

容
変

更
に

伴
う
委

託
料

の
減

額
※

　
財

源
：
県

補
助

金
△

 4
,1

6
9

△
 4

,1
6
9

5
2

農
林

水
産

業
費

た
め

池
整

備
県

工
事

負
担

金
金

山
た

め
池

（
県

営
防

災
た

め
池

）
整

備
事

業
負

担
金

の
増

額
※

　
財

源
：
地

方
債

6
0
0

5
0
0

1
0
0

5
3

農
林

水
産

業
費

た
め

池
等

整
備

事
業

費
た

め
池

等
の

整
備

事
業

に
係

る
契

約
差

金
の

整
理

等
に

伴
う
委

託
料

の
減

額
※

　
財

源
：
県

補
助

金
△

 4
,3

0
0

△
 4

,3
0
0

5
4

農
林

水
産

業
費

森
林

整
備

促
進

事
業

費

①
移

住
者

が
な

か
っ

た
こ

と
に

伴
う
林

業
就

業
移

住
支

援
事

業
補

助
金

の
減

額
　

△
1
,2

0
0
千

円
　

※
　

財
源

：
県

補
助

金
3
/
4

②
林

業
就

業
移

住
支

援
事

業
補

助
金

を
受

け
た

移
住

者
が

林
業

の
職

を
辞

し
た

こ
と

に
伴

い
、

市
へ

の
返

還
金

1
,2

0
0
千

円
の

内
、

県
補

助
分

の
返

還
金

の
増

額
　

9
0
0
千

円
　

※
財

源
：
　

諸
収

入
（
返

還
金

）
③

財
源

更
正

　
△

3
0
0
　

※
　

財
源

：
森

林
環

境
譲

与
税

△
 3

0
0

△
 9

0
0

6
0
0

5
5

農
林

水
産

業
費

森
林

環
境

譲
与

税
基

金
積

立
金

森
林

環
境

譲
与

税
の

交
付

見
込

増
等

に
伴

う
積

立
金

の
増

額
4
,6

2
8

4
,6

2
8

5
6

商
工

費
セ

ラ
ミ
ッ

ク
パ

−
ク

Ｍ
ＩＮ

Ｏ
関

係
費

電
気

・
ガ

ス
料

金
の

高
騰

等
に

よ
る

（
公

財
）
セ

ラ
ミ
ッ

ク
パ

ー
ク

美
濃

へ
の

負
担

金
の

増
額

8
,0

4
6

8
,0

4
6

款
事

業
名

事
業

内
容

補
正

額
財

源
内

訳
番 号
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国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他
一

般
財

源

5
7

商
工

費
企

業
誘

致
事

業
費

事
業

所
等

設
置

奨
励

金
等

の
見

込
額

確
定

に
伴

う
報

償
費

の
減

額
及

び
市

町
村

振
興

協
会

交
付

金
（
サ

マ
ー

ジ
ャ

ン
ボ

宝
く
じ

収
益

金
）
の

交
付

決
定

に
伴

う
財

源
更

正
△

 4
0
,1

7
2

1
0
,9

7
2

△
 5

1
,1

4
4

5
8

商
工

費
陶

産
地

地
場

産
業

販
路

拡
張

対
策

費
企

業
版

ふ
る

さ
と

納
税

に
係

る
寄

附
採

納
に

伴
う
、

セ
ラ

ミ
ッ

ク
バ

レ
ー

協
議

会
に

よ
る

美
濃

焼
解

剖
本

作
成

事
業

へ
の

負
担

金
の

増
額

5
,0

0
0

5
,0

0
0

5
9

商
工

費
ロ

ケ
ツ

ー
リ
ズ

ム
推

進
事

業
費

企
業

版
ふ

る
さ

と
納

税
に

係
る

寄
附

採
納

に
伴

う
財

源
更

正
5
0
0

△
 5

0
0

6
0

商
工

費
陶

磁
器

技
術

振
興

基
金

積
立

金
寄

附
採

納
に

伴
う
、

陶
磁

器
技

術
振

興
基

金
へ

の
積

立
金

の
増

額
※

令
和

６
年

度
か

ら
複

数
年

度
に

渡
り

取
り

崩
し

て
、

賞
金

と
し

て
活

用
1
,0

0
0

1
,0

0
0

6
1

土
木

費
耐

震
診

断
促

進
事

業
費

耐
震

補
強

工
事

補
助

金
等

の
不

用
額

の
整

理
に

伴
う
補

助
金

の
減

額
※

　
財

源
：
国

庫
補

助
金

、
県

補
助

金
△

 3
,8

8
8

△
 3

,0
8
4

△
 8

0
4

6
2

土
木

費
中

央
自

動
車

道
跨

道
橋

撤
去

事
業

費
地

方
債

借
入

取
り

や
め

に
伴

う
財

源
更

正
△

 9
9
,9

0
0

9
9
,9

0
0

6
3

土
木

費
橋

り
ょ

う
長

寿
命

化
事

業
費

橋
り

ょ
う
修

繕
設

計
業

務
等

に
係

る
契

約
差

金
の

整
理

に
伴

う
委

託
料

の
減

額
※

　
財

源
：
国

庫
補

助
金

、
地

方
債

△
 7

,0
3
8

△
 1

4
0

△
 1

0
0

△
 6

,7
9
8

6
4

土
木

費
道

路
施

設
点

検
事

業
費

道
路

施
設

点
検

業
務

に
係

る
契

約
差

金
の

整
理

に
伴

う
委

託
料

の
減

額
※

　
財

源
：
国

庫
補

助
金

△
 1

,8
0
8

1
4
0

△
 1

,9
4
8

6
5

土
木

費
自

歩
道

分
離

整
備

改
良

事
業

費
測

量
設

計
業

務
委

託
の

内
容

決
定

に
伴

う
委

託
料

の
減

額
※

　
財

源
：
国

庫
補

助
金

、
地

方
債

△
 3

,0
0
0

△
 1

3
0

△
 1

0
0

△
 2

,7
7
0

款
事

業
名

事
業

内
容

補
正

額
財

源
内

訳
番 号
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国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他
一

般
財

源

6
6

土
木

費
市

道
５
２
２
４
０
０
線

道
路

改
良

事
業

費
（
公

共
）

補
助

対
象

費
等

の
決

定
に

伴
う
財

源
更

正
1
7
8

1
0
0

△
 2

7
8

6
7

土
木

費
市

道
５
２
２
４
０
０
線

道
路

改
良

事
業

費
（
公

共
）

補
助

対
象

費
等

の
決

定
に

伴
う
財

源
更

正
△

 8
,5

0
0

△
 7

,6
0
0

1
6
,1

0
0

6
8

土
木

費
か

わ
ま

ち
づ

く
り

事
業

費
国

の
工

事
進

捗
状

況
に

伴
う
工

事
請

負
費

等
の

減
額

△
 3

2
,0

8
0

△
 3

2
,0

8
0

6
9

土
木

費
河

川
維

持
費

起
債

対
象

事
業

費
の

決
定

に
伴

う
財

源
更

正
2
,8

0
0

△
 2

,8
0
0

7
0

土
木

費
河

川
改

良
事

業
費

起
債

対
象

事
業

費
の

決
定

に
伴

う
財

源
更

正
4
,0

0
0

△
 4

,0
0
0

7
1

土
木

費
都

市
計

画
基

礎
事

業
費

都
市

計
画

マ
ス

タ
ー

プ
ラ

ン
改

定
業

務
等

に
係

る
契

約
差

金
の

整
理

に
伴

う
委

託
料

の
減

額
△

 5
,0

8
2

△
 5

,0
8
2

7
2

土
木

費
下

水
道

事
業

会
計

出
資

金
下

水
道

事
業

会
計

に
お

け
る

事
業

費
見

込
減

に
伴

う
出

資
金

の
減

額
△

 1
2
,8

5
4

△
 1

2
,8

5
4

7
3

土
木

費
公

園
施

設
整

備
費

企
業

版
ふ

る
さ

と
納

税
に

係
る

寄
附

採
納

に
伴

う
財

源
更

正
3
,7

0
0

△
 3

,7
0
0

7
4

土
木

費
市

営
住

宅
施

設
整

備
費

用
途

廃
止

す
る

住
宅

の
解

体
（
美

坂
団

地
１
棟

（
４
戸

）
）
に

伴
う
工

事
請

負
費

の
増

額
及

び
補

助
対

象
費

の
決

定
に

伴
う
財

源
更

正
※

　
財

源
：
国

庫
補

助
金

、
使

用
料

1
1
,5

0
1

△
 2

,6
8
9

2
,6

8
9

1
1
,5

0
1

款
事

業
名

事
業

内
容

補
正

額
財

源
内

訳
番 号
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国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他
一

般
財

源

7
5

消
防

費
消

防
本

部
運

営
費

消
防

手
数

料
及

び
県

事
務

移
譲

交
付

金
の

増
額

に
伴

う
財

源
更

正
6
8
4

4
3
1

△
 1

,1
1
5

7
6

消
防

費
通

信
指

令
管

理
費

市
町

村
振

興
協

会
交

付
金

（
ハ

ロ
ウ

ィ
ン

ジ
ャ

ン
ボ

宝
く
じ

収
益

金
）
の

交
付

決
定

に
伴

う
財

源
更

正
1
1
,7

9
9

△
 1

1
,7

9
9

7
7

消
防

費
南

署
車

両
管

理
費

車
両

の
寄

贈
が

あ
り

、
旧

車
両

を
売

却
し

た
こ

と
に

伴
う
財

源
更

正
※

　
財

源
：
財

産
収

入
2
2
0

△
 2

2
0

7
8

消
防

費
消

防
団

員
退

職
報

償
金

退
職

報
償

金
の

見
込

額
確

定
に

伴
う
報

償
費

の
増

額
※

　
財

源
：
諸

収
入

（
消

防
団

員
退

職
報

償
金

収
入

）
1
,6

9
6

8
,6

3
6

△
 6

,9
4
0

7
9

消
防

費
北

消
防

署
移

転
整

備
事

業
費

地
方

債
借

入
の

一
部

取
り

や
め

に
伴

う
財

源
更

正
△

 1
9
0
,7

0
0

1
9
0
,7

0
0

8
0

消
防

費
防

災
関

係
費

国
の

補
正

予
算

を
利

用
し

た
災

害
派

遣
車

両
兼

ト
イ

レ
カ

ー
の

購
入

に
伴

う
備

品
購

入
費

等
の

増
額

※
　

財
源

：
新

し
い

地
方

経
済

生
活

環
境

創
生

交
付

金
（
補

助
率

1
/
2
）
、

補
正

予
算

債
（
充

当
率

1
0
0
％

、
交

付
税

措
置

率
5
0
％

）

1
1
,5

2
2

5
,5

5
0

5
,5

0
0

4
7
2

8
1

教
育

費
要

保
護

児
童

等
就

学
援

助
費

計
上

科
目

誤
り

に
よ

る
県

支
出

金
を

国
庫

支
出

金
と

す
る

財
源

更
正

国
+
1
3

県
△

1
3

8
2

教
育

費
特

別
支

援
教

育
児

童
就

学
奨

励
費

計
上

科
目

誤
り

に
よ

る
県

支
出

金
を

国
庫

支
出

金
と

す
る

財
源

更
正

国
+
1
,9

9
9

県
△

1
,9

9
9

款
事

業
名

事
業

内
容

補
正

額
財

源
内

訳
番 号
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国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他
一

般
財

源

8
3

教
育

費
小

学
校

施
設

改
良

事
業

費
大

規
模

保
全

工
事

に
係

る
契

約
差

金
の

整
理

に
伴

う
工

事
請

負
費

の
減

額
及

び
修

繕
引

当
基

金
の

繰
入

取
り

や
め

に
伴

う
財

源
更

正
※

　
財

源
：
修

繕
引

当
基

金
繰

入
金

、
地

方
債

△
 3

1
,6

4
1

△
 1

8
,3

0
0

△
 9

0
,0

0
0

7
6
,6

5
9

8
4

教
育

費
笠

原
小

中
学

校
建

設
事

業
費

（
単

独
分

）
建

物
借

上
に

係
る

契
約

差
金

の
整

理
に

伴
う
使

用
料

及
び

賃
借

料
等

の
減

額
△

 1
9
,3

0
7

△
 1

9
,3

0
7

8
5

教
育

費
笠

原
小

中
学

校
建

設
事

業
費

（
補

助
対

象
分

）
補

助
対

象
費

等
の

決
定

に
伴

う
財

源
更

正
2
4
,9

1
2

△
 2

7
,7

0
0

2
,7

8
8

8
6

教
育

費
要

保
護

生
徒

等
就

学
援

助
費

計
上

科
目

誤
り

に
よ

る
県

支
出

金
を

国
庫

支
出

金
と

す
る

財
源

更
正

国
+
6
2

県
△

6
2

8
7

教
育

費
特

別
支

援
教

育
生

徒
就

学
奨

励
費

計
上

科
目

誤
り

に
よ

る
県

支
出

金
を

国
庫

支
出

金
と

す
る

財
源

更
正

国
+
1
,6

4
2

県
△

1
,6

4
2

8
8

教
育

費
中

学
校

施
設

改
良

事
業

費
大

規
模

保
全

工
事

に
係

る
契

約
差

金
の

整
理

に
伴

う
工

事
請

負
費

の
減

額
及

び
修

繕
引

当
基

金
の

繰
入

取
り

や
め

に
伴

う
財

源
更

正
※

　
財

源
：
修

繕
引

当
基

金
繰

入
金

、
地

方
債

△
 4

5
,7

0
8

△
 4

1
,2

0
0

△
 1

1
0
,0

0
0

1
0
5
,4

9
2

8
9

教
育

費
子

育
て

の
た

め
の

施
設

等
利

用
給

付
費

（
私

立
幼

稚
園

分
）

私
立

幼
稚

園
に

支
払

う
子

育
て

の
た

め
の

施
設

等
利

用
給

付
に

係
る

園
児

数
の

見
込

減
に

伴
う
負

担
金

の
減

額
※

　
財

源
：
国

庫
負

担
金

1
/
2
、

県
負

担
金

1
/
4

△
 3

1
,3

0
0

△
 2

3
,4

7
5

△
 7

,8
2
5

9
0

教
育

費
美

濃
古

陶
購

入
費

美
濃

古
陶

器
購

入
に

係
る

不
用

額
の

整
理

に
伴

う
備

品
購

入
費

の
減

額
※

　
財

源
：
教

育
振

興
基

金
繰

入
金

△
 5

,0
0
0

△
 5

,0
0
0

9
1

教
育

費
競

技
ス

ポ
ー

ツ
普

及
活

動
費

星
ケ

台
運

動
公

園
整

備
事

業
の

影
響

に
よ

り
、

た
じ

み
健

康
マ

ラ
ソ

ン
2
0
2
4
を

中
止

し
た

こ
と

に
伴

う
ス

ポ
ー

ツ
振

興
事

業
企

画
運

営
業

務
に

係
る

委
託

料
の

減
額

△
 3

,5
5
5

△
 3

,5
5
5

款
事

業
名

事
業

内
容

補
正

額
財

源
内

訳
番 号
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国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他
一

般
財

源

9
2

教
育

費
星

ケ
台

運
動

公
園

整
備

事
業

費
ス

ポ
ー

ツ
振

興
く
じ

助
成

金
交

付
額

決
定

に
伴

う
財

源
更

正
△

 4
,0

0
0

4
,0

0
0

9
3

教
育

費
体

育
館

施
設

整
備

費
総

合
体

育
館

換
気

設
備

更
新

工
事

に
係

る
契

約
差

金
の

整
理

に
伴

う
工

事
請

負
費

の
減

額
※

　
財

源
：
地

方
債

△
 6

,4
0
6

△
 6

,4
0
0

△
 6

9
4

公
債

費
市

債
元

金
償

還
金

財
源

の
全

体
調

整
に

伴
う
財

源
更

正
△

 2
0
0
,0

0
0

2
0
0
,0

0
0

9
5

諸
支

出
金

土
地

購
入

事
業

費
第

１
期

高
田

テ
ク

ノ
パ

ー
ク

の
土

地
開

発
基

金
か

ら
一

般
会

計
へ

の
一

部
買

戻
し

に
伴

う
公

有
財

産
購

入
費

の
増

額
※

　
本

補
正

予
算

に
よ

り
持

分
1
9
分

の
２
を

買
戻

し
（
残

り
1
0
億

円
）

2
0
0
,0

0
0

2
0
0
,0

0
0

3
6
0
,7

2
9

4
4
7
,0

8
9

△
 4

1
3
,4

0
0

△
 4

3
7
,2

0
1

7
6
4
,2

4
1

番 号

合
　

　
　

　
　

計
　

（
補

正
額

総
額

）

※
　

原
則

、
補

正
額

が
△

3
,0

0
0
千

円
に

満
た

な
い

も
の

は
省

略
。

た
だ

し
、

財
源

更
正

で
あ

っ
て

、
そ

の
内

訳
が

3
,0

0
0
千

円
以

上
の

増
減

を
含

む
も

の
及

び
特

定
財

源
の

増
に

よ
る

も
の

は
掲

載

款
事

業
名

事
業

内
容

補
正

額
財

源
内

訳
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令

和
６

年
度

　
　

　
一

 般
 会

 計
 税

 等
 内

 訳
 一

 覧
 表

  
  

  
  

　

（ 
補

 正
 第

 ７
 号

 ）

金
額

１
市

税

２
地

方
譲

与
税

自
動

車
重

量
譲

与
税

地
方

揮
発

油
譲

与
税

３
利

子
割

交
付

金

４
配

当
割

交
付

金

５
株

式
等

譲
渡

所
得

割
交

付
金

６
法

人
事

業
税

交
付

金

７
地

方
消

費
税

交
付

金

８
ゴ

ル
フ

場
利

用
税

交
付

金

９
環

境
性

能
割

交
付

金

10
国

有
提

供
施

設
等

所
在

市
町

村
助

成
交

付
金

11
地

方
特

例
交

付
金

12
地

方
交

付
税

普
通

交
付

税
98

9,
81

8

特
別

交
付

税

13
交

通
安

全
対

策
特

別
交

付
金

20
繰

入
金

財
政

調
整

基
金

繰
入

金
△

 3
17

,3
33

（
う

ち
可

処
分

）
△

 3
17

,3
33

（
う

ち
災

害
留

保
分

）

21
繰

越
金

18
5,

00
3

22
諸

収
入

市
預

金
利

子

23
市

債
臨

時
財

政
対

策
債

△
 9

6,
00

0

 
そ

の
他

一
般

財
源

自
動

車
取

得
税

交
付

金
（法

改
正

前
）

2,
75

3

76
4,

24
1

（
単

位
：
千

円
）

内
容

合
計
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（
継

続
費

）
（
 単

位
：
千

円
 ）

国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他
一

般
財

源

4
4
,2

4
9

4
,2

4
9

5
3
4
,6

3
5

3
4
,6

3
5

6
2
7
0
,9

7
5

2
7
0
,9

7
5

7
7
,0

6
5

7
,0

6
5

計
3
1
6
,9

2
4

3
1
6
,9

2
4

4
4
,2

4
9

4
,2

4
9

5
3
4
,6

3
5

3
4
,6

3
5

6
2
4
2
,2

7
5

2
4
2
,2

7
5

7
1
7
,8

8
3

1
7
,8

8
3

8
1
7
,8

8
2

1
7
,8

8
2

計
3
1
6
,9

2
4

3
1
6
,9

2
4

6
1
1
,0

4
4

1
1
,0

4
4

7
1
6
,3

5
7

1
6
,3

5
7

8
4
0
,6

1
2

4
0
,6

1
2

計
6
8
,0

1
3

6
8
,0

1
3

6
1
0
,0

6
5

1
0
,0

6
5

7
1
4
,8

8
3

1
4
,8

8
3

8
3
9
,6

2
2

3
9
,6

2
2

計
6
4
,5

7
0

6
4
,5

7
0

令
  

和
  

６
  

年
  

度
　

　
　

一
　

般
　

会
　

計
　

予
　

算
　

（
　

補
　

正
　

第
　

７
　

号
　

）
　

の
　

主
　

要
　

内
　

容

変
更

前

3
1
6
,9

2
4

6
8
,0

1
3

6
4
,5

7
0

項
目

番
号

継
続

費
の

変
更

1 2

変
更

前

土
地

評
価

資
料

更
新

業
務

変
更

後

新
本

庁
舎

建
設

準
備

事
業

総
額

年
度

年
割

額
財

源
内

訳

3
1
6
,9

2
4

事
業

名

変
更

後
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（
 単

位
：
千

円
 ）

国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他
一

般
財

源

6
2
2
0
,5

2
5

2
2
0
,5

0
0

2
5

7
3
3
6
,5

1
9

3
3
6
,5

0
0

1
9

計
5
5
7
,0

4
4

5
5
7
,0

0
0

4
4

6
2
2
0
,5

2
5

2
2
0
,5

0
0

2
5

7
3
3
6
,5

1
9

3
3
6
,3

0
0

2
1
9

計
5
5
7
,0

4
4

5
5
6
,8

0
0

2
4
4

6
6
6
3
,0

6
5

4
1
8
,1

0
0

2
4
4
,9

6
5

7
6
6
3
,0

6
5

5
5
4
,1

0
0

1
0
8
,9

6
5

計
1
,3

2
6
,1

3
0

9
7
2
,2

0
0

3
5
3
,9

3
0

6
6
6
3
,0

6
5

2
2
7
,4

0
0

4
3
5
,6

6
5

7
6
6
3
,0

6
5

5
5
4
,1

0
0

1
0
8
,9

6
5

計
1
,3

2
6
,1

3
0

7
8
1
,5

0
0

5
4
4
,6

3
0

6
2
,0

6
6
,2

2
3

1
9
3
,8

5
4

1
,4

1
2
,5

0
0

4
5
9
,8

6
9

7
4
,1

1
4
,4

5
0

4
3
5
,4

8
4

2
,7

7
7
,3

0
0

2
0
,0

0
0

8
8
1
,6

6
6

計
6
,1

8
0
,6

7
3

6
2
9
,3

3
8

4
,1

8
9
,8

0
0

2
0
,0

0
0

1
,3

4
1
,5

3
5

6
2
,0

6
6
,2

2
3

2
1
8
,7

6
6

1
,3

8
4
,8

0
0

4
6
2
,6

5
7

7
4
,1

1
4
,4

5
0

4
9
1
,3

4
7

2
,7

1
3
,5

0
0

2
0
,0

0
0

8
8
9
,6

0
3

計
6
,1

8
0
,6

7
3

7
1
0
,1

1
3

4
,0

9
8
,3

0
0

2
0
,0

0
0

1
,3

5
2
,2

6
0

5
5
1
9
,1

5
2

4
6
7
,2

0
0

5
1
,9

5
2

6
2
5
9
,5

7
6

1
2
8
,6

0
0

7
0
,0

0
0

6
0
,9

7
6

7
5
2
4
,6

5
0

4
7
2
,1

0
0

5
2
,5

5
0

計
1
,3

0
3
,3

7
8

1
,0

6
7
,9

0
0

7
0
,0

0
0

1
6
5
,4

7
8

5
5
1
9
,1

5
2

4
6
7
,2

0
0

5
1
,9

5
2

6
2
5
9
,5

7
6

1
2
8
,6

0
0

6
6
,0

0
0

6
4
,9

7
6

7
5
2
4
,6

5
0

4
7
2
,1

0
0

5
2
,5

5
0

計
1
,3

0
3
,3

7
8

1
,0

6
7
,9

0
0

6
6
,0

0
0

1
6
9
,4

7
8

変
更

前

北
消

防
署

移
転

整
備

事
業

1
,3

2
6
,1

3
0

変
更

後
1
,3

2
6
,1

3
0

事
業

名
総

額
項

目
番 号 3

変
更

前

笠
原

小
中

学
校

建
設

事
業

（
補

助
対

象
分

）

2

6
,1

8
0
,6

7
3

（
参

考
）

継
続

費
の

財
源

変
更

変
更

後
6
,1

8
0
,6

7
3

4

財
源

内
訳

1

変
更

前

消
防

指
令

業
務

共
同

運
用

整
備

事
業

5
5
7
,0

4
4

変
更

後
5
5
7
,0

4
4

年
度

年
割

額

変
更

前

星
ケ

台
運

動
公

園
整

備
事

業

1
,3

0
3
,3

7
8

変
更

後
1
,3

0
3
,3

7
8
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（
繰

越
明

許
費

）

国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他
一

般
財

源

1
5
4
0

2
5
4
6

3
5
9
,5

5
4

4
5
,1

0
4

5
1
,4

0
0

2
0
0

6
1
6
,2

0
0

6
0

7
2
,5

0
0

8
3
,6

8
3

2
,7

0
0

2
,5

1
7

9
2
,8

9
6

2
,1

0
0

2
,0

0
4

1
0

9
,7

0
0

1
1

2
,8

2
0

2
,5

0
0

2
,0

8
0

1
2

1
0
,0

2
1

1
3

4
8
,1

7
8

4
3
,3

0
0

1
6
,5

2
2

1
4

4
0
,0

0
0

1
5

1
2
,6

0
0

1
0

1
2
,6

1
0

橋
り

ょ
う
長

寿
命

化
事

業
費

（
広

見
橋

修
繕

工
事

（
市

之
倉

町
）
）

道
路

改
良

事
業

費
（
単

独
）

（
交

差
点

危
険

個
所

抽
出

検
討

業
務

委
託

（
市

内
一

円
）
）

自
歩

道
分

離
整

備
改

良
事

業
費

（
市

道
4
1
3
3
0
0
線

改
良

工
事

（
宝

町
）
）

市
道

5
2
2
4
0
0
線

道
路

改
良

事
業

費
（
公

共
）

（
市

道
5
2
2
4
0
0
線

改
良

工
事

（
根

本
町

）
）

河
川

改
良

事
業

費
（
根

本
川

護
岸

整
備

工
事

）

河
川

改
良

事
業

費
（
中

原
川

護
岸

整
備

工
事

）

項
目

地
域

経
済

循
環

創
造

事
業

費
（
新

商
品

開
発

支
援

補
助

金
）

普
通

財
産

管
理

費
 （

旧
笠

原
診

療
所

及
び

旧
笠

原
児

童
館

の
建

物
表

題
登

記
業

務
委

託
）

本
庁

舎
跡

地
等

利
用

事
業

費
（
本

庁
舎

跡
地

利
用

検
討

市
民

委
員

会
支

援
業

務
委

託
）

笠
原

地
域

普
通

財
産

管
理

費
（
旧

診
療

所
等

）
（
不

動
産

鑑
定

業
務

委
託

）

た
め

池
整

備
県

工
事

負
担

金
（
金

山
た

め
池

）

た
め

池
等

整
備

事
業

費
（
た

め
池

等
整

備
工

事
（
下

沢
の

池
）
）

橋
り

ょ
う
長

寿
命

化
事

業
費

（
無

名
橋

修
繕

工
事

（
滝

呂
町

）
）

番
号

事
　

　
　

　
　

　
　

業
　

　
　

　
　

　
　

　
名

金
　

　
額

1
0
,0

2
1

1
,6

0
0

財
源

内
訳

5
4
6

1
6
,2

6
0

8
,9

0
0

4
0
,0

0
0

（
 単

位
：
千

円
 ）

5
4
0

2
,5

0
0

5
,1

0
4

旧
勤

労
青

少
年

ホ
ー

ム
施

設
関

係
費

(旧
勤

労
青

少
年

ホ
ー

ム
建

物
解

体
工

事
)

5
9
,5

5
4

7
,0

0
0

9
,7

0
0

7
,4

0
0

1
0
8
,0

0
0

繰
越

明
許

費
の

追
加

市
道

3
1
4
3
0
0
線

改
良

事
業

費
（
小

名
田

線
補

償
調

査
業

務
委

託
）
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国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他
一

般
財

源

1
6

2
4
,0

7
5

1
7

1
0
,0

0
0

1
8

1
8
,4

1
4

1
9

1
1
,5

0
1

2
0

5
,5

5
0

5
,5

0
0

4
7
2

事
　

　
　

　
　

　
　

業
　

　
　

　
　

　
　

　
名

金
　

　
額

防
災

関
係

費
（
ト
イ

レ
カ

ー
購

入
事

業
）

浸
水

対
策

事
業

費
（
浸

水
対

策
工

事
（
笠

原
町

）
）

1
8
,4

1
4

1
1
,5

0
1

（
都

）
音

羽
小

田
線

道
路

改
良

事
業

費
（
公

共
）

（
測

量
設

計
試

験
委

託
料

）

1
1
,5

2
2

2
4
,0

7
5

道
路

問
題

対
策

関
連

事
業

費
（
道

路
問

題
対

策
検

討
業

務
委

託
）

1
0
,0

0
0

（
 単

位
：
千

円
 ）

番
号

財
源

内
訳

繰
越

明
許

費
の

追
加

項
目

市
営

住
宅

施
設

整
備

費
（
美

坂
団

地
１
棟

解
体

工
事

）
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特
別

会
計

の
主

な
事

業
内

容

議
 第

 1
1
 号

（
単

位
：千

円
）

国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他
繰

越
金

1
南

姫
財

産
区

基
金

積
立

金
事

務
職

員
人

件
費

繰
出

金
の

増
及

び
30

区
運

営
助

成
費

繰
出

金
の

減
に

伴
う

積
立

金
の

増
額

29

2
事

務
職

員
人

件
費

繰
出

金
職

員
人

件
費

の
確

定
に

伴
う

一
般

会
計

へ
の

繰
出

金
の

増
額

51

3
3
0
区

運
営

助
成

費
繰

出
金

地
域

行
事

の
減

額
確

定
に

伴
う

一
般

会
計

へ
の

繰
出

金
の

減
額

△
 8

0 0

議
 第

 1
2
 号

（
単

位
：千

円
）

国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他
繰

越
金

土
地

取
得

事
業

特
別

会
計

（
補

正
第

２
号

）
1

土
地

開
発

基
金

繰
出

金
第

１
期

高
田

テ
ク

ノ
パ

ー
ク

の
一

部
（
持

分
19

分
の

２
）
の

一
般

会
計

へ
の

売
払

い
に

伴
う

基
金

へ
の

繰
出

金
の

増
額

2
0
0,

0
0
0

2
0
0,

0
0
0

議
 第

 1
3
 号

国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他
繰

越
金

1
駐

車
場

一
般

事
務

費
前

年
度

繰
越

金
の

確
定

に
伴

う
財

源
更

正
△

 7
1

71

2
駐

車
場

施
設

整
備

費
前

年
度

繰
越

金
の

確
定

に
伴

う
財

源
更

正
△

 1
5
,0

0
0

1
5
,0

0
0

3
駐

車
場

施
設

整
備

基
金

積
立

金
前

年
度

繰
越

金
の

確
定

に
伴

う
積

立
金

の
増

額
5
,7

5
4

4
一

般
会

計
繰

出
金

（人
件

費
分

）
事

務
処

理
人

件
費

負
担

分
の

確
定

に
伴

う
繰

出
金

の
増

額
7
1

△
 1

5
,0

0
0

2
0
,8

2
5

合
　

　
　

　
　

　
計

5
,8

2
5

（
 単

位
：
千

円
 ）

会
計

名
番

号
事

業
名

事
業

内
容

補
正

額
財

源
内

訳

補
正

額
財

源
内

訳

2
0
0,

0
0
0

合
　

　
　

　
　

　
計

2
0
0,

0
0
0

会
計

名
事

業
名

番
号

事
業

内
容

財
源

内
訳

南
姫

財
産

区
事

業
特

別
会

計
（

補
正

第
２

号
）

29

△
 8

0

合
　

　
　

　
　

　
計

0

会
計

名
番

号
事

業
名

事
業

内
容

補
正

額

51 71

駐
車

場
事

業
特

別
会

計
（

補
正

第
１

号
）

5
,7

5
4
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議

 第
 1

4
 号

国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他
繰

越
金

1
一

般
管

理
事

務
費

郵
便

料
の

不
用

額
の

整
理

に
伴

う
通

信
運

搬
費

等
の

減
額

1
,0

2
6

△
 7

,8
1
4

2
一

般
被

保
険

者
療

養
費

一
般

被
保

険
者

療
養

費
の

見
込

増
に

伴
う

負
担

金
の

増
額

1
,2

0
0

3
一

般
被

保
険

者
高

額
療

養
費

一
般

被
保

険
者

高
額

療
養

費
の

見
込

増
に

伴
う

負
担

金
の

増
額

2
0
,1

3
4

4
出

産
育

児
一

時
金

出
産

育
児

一
時

金
の

見
込

増
に

伴
う

負
担

金
の

増
額

保
険

料
＋

1
,0

0
0

繰
入

金
＋

2
,0

0
0

5
診

療
報

酬
審

査
手

数
料

出
産

育
児

一
時

金
の

見
込

増
に

伴
う

審
査

手
数

料
の

増
額

2

6
葬

祭
費

葬
祭

費
の

見
込

増
に

伴
う

負
担

金
の

増
額

50
0

7
一

般
被

保
険

者
医

療
給

付
費

分
保

険
料

収
入

及
び

第
三

者
納

付
金

の
見

込
確

定
に

伴
う

財
源

更
正

△
 1

4
,8

4
5

保
険

料
△

2
4
,5

4
1

繰
入

金
＋

5
3
,3

8
6

諸
収

入
△

1
4
,0

0
0

8
一

般
被

保
険

者
後

期
高

齢
者

支
援

金
等

分
保

険
料

収
入

の
見

込
確

定
に

伴
う

財
源

更
正

△
 6

,0
0
0

保
険

料
△

7
,9

0
2

繰
入

金
＋

1
3
,9

0
2

9
一

般
被

保
険

者
介

護
納

付
金

分
保

険
料

収
入

の
見

込
確

定
に

伴
う

財
源

更
正

2
,0

9
8

保
険

料
△

2
,2

4
5

繰
入

金
＋

1
4
7

10
被

保
険

者
健

診
費

脳
ド

ッ
ク

受
診

者
数

の
見

込
減

に
伴

う
負

担
金

の
減

額
△

 3
,0

0
0

11
特

定
健

康
診

査
等

事
業

費
特

定
健

康
診

査
受

診
者

数
の

見
込

減
に

伴
う

委
託

料
の

減
額

△
 5

,7
8
0

△
 6

,0
2
3

12
特

別
調

整
交

付
金

返
還

金
会

計
検

査
院

の
指

摘
に

よ
る

令
和

４
年

度
特

別
調

整
交

付
金

の
過

年
度

還
付

に
伴

う
償

還
金

の
増

額
1
,5

1
3

△
 2

,1
6
7

6
,9

2
5

（
 単

位
：
千

円
 ）

補
正

額
財

源
内

訳

国
民

健
康

保
険

事
業

特
別

会
計

（
補

正
第

４
号

）

△
 6

,7
8
8

1
,2

0
0

3
,0

0
0

△
 3

,0
0
0

△
 1

1
,8

0
3

1
,5

1
3

会
計

名
番

号
事

業
名

事
業

内
容

合
　

　
　

　
　

　
計

4
,7

5
8

2
0
,1

3
4 2

50
0
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議

 第
 1

5
 号

国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他
繰

越
金

1
介

護
保

険
シ

ス
テ

ム
等

改
修

関
係

費
介

護
保

険
シ

ス
テ

ム
法

改
正

対
応

分
の

不
用

額
の

整
理

に
伴

う
委

託
料

の
減

額
及

び
シ

ス
テ

ム
改

修
事

業
に

係
る

国
庫

補
助

金
交

付
決

定
に

伴
う

財
源

更
正

1
,1

0
0

△
 1

2
,2

2
1

2
介

護
予

防
ケ

ア
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
事

業
費

国
庫

補
助

金
（保

険
者

機
能

強
化

推
進

交
付

金
）
の

交
付

決
定

に
伴

う
財

源
更

正
△

 1
5
0

15
0

3
包

括
的

・継
続

的
ケ

ア
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
支

援
事

業
費

国
庫

補
助

金
（保

険
者

機
能

強
化

推
進

交
付

金
）
の

交
付

決
定

に
伴

う
財

源
更

正
△

 3
1
0

31
0

4
総

合
相

談
事

業
費

国
庫

補
助

金
（保

険
者

機
能

強
化

推
進

交
付

金
）
の

交
付

決
定

に
伴

う
財

源
更

正
△

 1
9
5

19
5

5
介

護
予

防
・
生

活
支

援
サ

ー
ビ

ス
事

業
費

国
庫

補
助

金
（保

険
者

努
力

支
援

交
付

金
）
の

交
付

決
定

に
伴

う
財

源
更

正
1
5
,8

8
6

△
 1

5
,8

8
6

6
予

備
費

岐
阜

県
国

民
健

康
保

険
団

体
連

合
会

か
ら

の
事

業
運

営
調

整
積

立
金

の
返

還
に

伴
う

財
源

更
正

繰
入

金
△

1
7
,9

4
2

諸
収

入
＋

1
7
,9

4
2

1
6
,3

3
1

△
 2

7
,4

5
2

議
 第

 1
6
 号

（
 単

位
：
千

円
 ）

国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他
繰

越
金

1
一

般
管

理
事

務
費

郵
便

料
の

不
用

額
の

整
理

に
伴

う
通

信
運

搬
費

の
減

額
△

 8
,9

0
0

2
後

期
高

齢
者

医
療

広
域

連
合

納
付

金
被

保
険

者
の

増
加

に
よ

る
保
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財
政
判
断
指
数
の
見
込
み

償
還
可
能
年
数

経
費
硬
直
率

財
政
調
整
基
金

経
常
収
支
比
率

実
態
収
支

（
年
）

（
％
）

充
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率
（
％
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％
）
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７
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△
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議第19号 令和７年度多治見市一般会計予算 

議第20号 令和７年度多治見市南姫財産区事業特別会計予算 

議第21号 令和７年度多治見市土地取得事業特別会計予算 

議第22号 令和７年度多治見市駐車場事業特別会計予算 

議第23号 令和７年度多治見市営住宅敷金等特別会計予算 

議第24号 令和７年度多治見市国民健康保険事業特別会計予算 

議第25号 令和７年度多治見市介護保険事業特別会計予算 

議第26号 令和７年度多治見市後期高齢者医療特別会計予算 

議第27号 令和７年度多治見市水道事業会計予算 

議第28号 令和７年度多治見市下水道事業会計予算 

議第29号 令和７年度多治見市農業集落排水事業会計予算 

議第30号 令和７年度多治見市病院事業会計予算 
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（単位：千円）

区　分　

１ 自 主 15,168,590 30.1 14,491,913 31.6 676,677 4.7

7,146,200 14.2 6,710,700 14.6 435,500 6.5

個 人 6,088,200 12.1 5,601,300 12.2 486,900 8.7

法 人 1,058,000 2.1 1,109,400 2.4 △ 51,400 △ 4.6

6,015,489 11.9 5,869,933 12.8 145,556 2.5

1,111,300 2.2 1,096,200 2.4 15,100 1.4

895,601 1.8 815,080 1.8 80,521 9.9

２ 依 存 274,908 0.6 288,880 0.6 △ 13,972 △ 4.8

194,000 0.4 207,000 0.5 △ 13,000 △ 6.3

59,000 0.1 64,000 0.1 △ 5,000 △ 7.8

21,908 0.1 17,880 0.0 4,028 22.5

３ 依 存 8,000 0.0 4,000 0.0 4,000 100.0

４ 依 存 125,000 0.3 78,000 0.2 47,000 60.3

５ 依 存 99,000 0.2 65,000 0.1 34,000 52.3

６ 依 存 224,000 0.4 184,000 0.4 40,000 21.7

７ 依 存 2,482,000 4.9 2,282,000 5.0 200,000 8.8

1,097,000 2.2 997,000 2.2 100,000 10.0

1,385,000 2.7 1,285,000 2.8 100,000 7.8

８ 依 存 48,000 0.1 48,000 0.1 0 0.0

９ 依 存 52,000 0.1 45,000 0.1 7,000 15.6

10 依 存 300 0.0 300 0.0 0 0.0

11 依 存 96,200 0.2 572,000 1.2 △ 475,800 △ 83.2

92,200 0.2 92,200 0.2 0 0.0

4,000 0.0 4,000 0.0 0 0.0

0 0.0 475,800 1.0 △ 475,800 皆減

12 依 存 6,800,000 13.5 6,330,000 13.8 470,000 7.4

6,150,000 12.2 5,680,000 12.4 470,000 8.3

650,000 1.3 650,000 1.4 0 0.0

13 依 存 8,500 0.0 9,000 0.0 △ 500 △ 5.6

14 自 主 321,743 0.6 283,386 0.6 38,357 13.5

15 自 主 1,575,968 3.1 1,447,621 3.2 128,347 8.9

16 依 存 6,551,884 13.0 4,961,697 10.8 1,590,187 32.0

17 依 存 3,080,637 6.1 2,983,608 6.5 97,029 3.3

18 自 主 295,619 0.6 281,881 0.6 13,738 4.9

19 自 主 720,050 1.4 608,050 1.3 112,000 18.4

20 自 主 4,082,503 8.1 3,942,744 8.6 139,759 3.5

2,687,385 5.3 2,476,500 5.4 210,885 8.5

505,314 1.0 580,727 1.3 △ 75,413 △ 13.0

100,000 0.2 100,000 0.2 0 0.0

205,497 0.4 151,739 0.3 53,758 35.4

584,307 1.2 633,778 1.4 △ 49,471 △ 7.8

21 自 主 700,000 1.4 700,000 1.5 0 0.0

22 自 主 1,419,198 2.8 1,153,020 2.5 266,178 23.1

23 依 存 6,285,900 12.5 5,202,900 11.3 1,083,000 20.8

0 0.0 96,000 0.2 △ 96,000 皆減

6,285,900 12.5 5,106,900 11.1 1,179,000 23.1

50,420,000 100.0 45,963,000 100.0 4,457,000 9.7

自主財源 24,283,671 48.2 22,908,615 49.8

依存財源 26,136,329 51.8 23,054,385 50.2

市 債

臨 時 財 政 対 策 債

そ の 他 の 市 債

市 債 償 還 対 策 基 金 繰 入 金

普 通 交 付 税

特 別 交 付 税

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金

分 担 金 及 び 負 担 金

使 用 料 及 び 手 数 料

国 庫 支 出 金

県 支 出 金

財 産 収 入

寄 附 金

繰 入 金

歳 入 合 計

地 域 振 興 基 金 繰 入 金

ふ る さ と 応 援 基 金 繰 入 金

そ の 他 の 繰 入 金

繰 越 金

諸 収 入

財 政 調 整 基 金 繰 入 金

地 方 交 付 税

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金

法 人 事 業 税 交 付 金

地 方 消 費 税 交 付 金

地 方 消 費 税 交 付 金

社 会 保 障 財 源 交 付 金

ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金

環 境 性 能 割 交 付 金

国有提供施設等所在市町 村助 成交 付金

地 方 特 例 交 付 金

地 方 特 例 交 付 金

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策
地 方 税 減 収 補 塡 特 別 交 付 金

定 額 減 税 減 収 補 填 特 例 交 付 金

配 当 割 交 付 金

　科　目

市 税

市 民 税

固 定 資 産 税

都 市 計 画 税

そ の 他 の 税

地 方 譲 与 税

自 動 車 重 量 譲 与 税

地 方 揮 発 油 譲 与 税

森 林 環 境 譲 与 税

利 子 割 交 付 金

令和７年度　一般会計予算歳入集計表

本 年 度 前 年 度 対前年度当初比較

当初予算額
構成比
（％）

当初予算額
構成比
（％）

増減額
増減率
（％）
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（単位：千円）

国県支出金 市債 その他 都市計画税 その他

782,835 29,459 42,100 8,035 683,966 19,275

0 0 0 0 0 0

62,193 20,000 19,100 0 22,460 633

644,247 0 0 0 626,590 17,657

76,395 9,459 23,000 8,035 34,916 985

0 0 0 0 0 0

509,373 0 0 70,000 427,334 12,039

1,292,208 29,459 42,100 78,035 1,111,300 31,314合計

令和７年度　都市計画税充当状況

事業名 事業費

財源内訳

特定財源 一般財源

　街路整備事業

　公園整備事業

　下水道事業

土地区画整理事業

公債費（都市計画事業債分）

　その他

都市計画事業

（単位：千円）

国県支出金 市債 その他 入湯税 その他

134,803 22,520 0 21,195 3,983 87,105

877,365 0 607,400 2,000 11,717 256,248

1,012,168 22,520 607,400 23,195 15,700 343,353

観光事業

消防施設整備事業

合計

令和７年度　入湯税充当状況

事業名 事業費

財源内訳

特定財源 一般財源

（単位：千円）

国県支出金 市債 その他
引上げ分の地方消費
税交付金（社会保障

財源化分）
その他

総合福祉事業 44,437 62 0 3,651 7,345 33,379

障がい者福祉事業 2,789,436 2,039,487 0 15,916 132,382 601,651

高齢者福祉事業 211,698 2,644 0 18,897 34,295 155,862

児童福祉事業 5,017,340 3,039,048 121,800 270,866 285,966 1,299,660

母子福祉事業 31,035 23,275 0 0 1,400 6,360

生活保護事業 499,721 372,630 0 3,500 22,290 101,301

生活困窮者自立支援事業 34,853 25,225 0 0 1,736 7,892

小計 8,628,520 5,502,371 121,800 312,830 485,414 2,206,105

国民健康保険事業 598,262 392,742 0 0 37,065 168,455

介護保険事業 1,398,763 71,049 0 0 239,452 1,088,262

後期高齢者医療 1,735,976 275,553 0 41,406 255,919 1,163,098

小計 3,733,001 739,344 0 41,406 532,436 2,419,815

医療給付事業 1,489,430 491,368 0 108,780 160,381 728,901

病院事業 527,909 0 0 5,916 94,141 427,852

疾病予防対策事業 505,385 7,056 0 1,935 89,524 406,870

医療提供体制確保事業 40,415 572 0 13,565 4,739 21,539

健康増進対策事業 129,143 21,447 0 5,865 18,365 83,466

小計 2,692,282 520,443 0 136,061 367,150 1,668,628

15,053,803 6,762,158 121,800 490,297 1,385,000 6,294,548

社会福祉

社会保険

保健衛生

合計

令和７年度　地方消費税交付金（引上げ分）充当状況

事業名 事業費

財源内訳

特定財源 一般財源
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（単位：千円）

１ 報 酬 1,422,671 1,222,969 199,702 16.3

２ 給 料 2,986,946 2,850,278 136,668 4.8

３ 職 員 手 当 等 2,416,800 2,357,049 59,751 2.5

４ 共 済 費 1,296,656 1,255,668 40,988 3.3

５ 災 害 補 償 費 708 408 300 73.5

６
恩 給 及 び
退 職 年 金

0 0 0 －

７ 報 償 費 438,726 521,221 △ 82,495 △ 15.8

８ 旅 費 64,016 60,136 3,880 6.5

９ 交 際 費 3,144 3,096 48 1.6

10 需 用 費 1,534,037 1,648,718 △ 114,681 △ 7.0

11 役 務 費 486,684 420,817 65,867 15.7

12 委 託 料 8,068,641 7,526,902 541,739 7.2

13
使 用 料 及 び
賃 借 料

331,536 296,753 34,783 11.7

14 工 事 請 負 費 8,200,454 6,718,947 1,481,507 22.0

15 原 材 料 費 17,263 17,982 △ 719 △ 4.0

16 公 有 財 産 購 入 費 8,851 9,985 △ 1,134 △ 11.4

17 備 品 購 入 費 1,072,599 308,550 764,049 247.6

18
負 担 金 補 助
及 び 交 付 金

5,329,120 5,092,458 236,662 4.6

19 扶 助 費 8,844,399 7,922,029 922,370 11.6

20 貸 付 金 60,000 60,000 0 0.0

21
補 償 補 填
及 び 賠 償 金

27,979 24,121 3,858 16.0

22
償 還 金 利 子
及 び 割 引 料

4,053,378 3,941,469 111,909 2.8

23
投 資 及 び
出 資 金

153,556 236,174 △ 82,618 △ 35.0

24 積 立 金 604,262 534,782 69,480 13.0

26 公 課 費 4,340 3,790 550 14.5

27 繰 出 金 2,933,234 2,868,698 64,536 2.2

28 予 備 費 60,000 60,000 0 0.0

50,420,000 45,963,000 4,457,000 9.7歳 出 合 計

令和７年度　一般会計予算節別増減一覧表

　　　　　　　　　　　　区　　分
　節

本年度
予算額

前年度
予算額

比　較
増減率
（％）
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（単位：千円）

8,073,321 7,650,882 422,439 5.5

9,825,761 8,434,156 1,391,605 16.5

326,968 348,545 △ 21,577 △ 6.2

9,775,328 9,094,600 680,728 7.5

4,470,487 4,331,730 138,757 3.2

8,836,558 7,151,136 1,685,422 23.6

補 助 事 業 費 4,348,346 2,390,200 1,958,146 81.9

単 独 事 業 費 4,408,112 4,696,936 △ 288,824 △ 6.1

県 営 事 業 80,100 64,000 16,100 25.2

0 0 0 －

3,974,038 3,868,700 105,338 2.7

604,262 534,782 69,480 13.0

153,556 236,174 △ 82,618 △ 35.0

60,000 60,000 0 0.0

4,259,721 4,192,295 67,426 1.6

60,000 60,000 0 0.0

50,420,000 45,963,000 4,457,000 9.7

扶 助 費

令和７年度　一般会計予算性質別増減一覧表

区　分　 本年度
予算額

前年度
予算額

比　較
増減率
（％）　性　質

人 件 費

物 件 費

維 持 補 修 費

貸 付 金

繰 出 金

予 備 費

歳 出 合 計

補 助 費 等

普 通 建 設 事 業 費

災 害 復 旧 事 業 費

公 債 費

積 立 金

投 資 及 び 出 資 金



 

51 

  

8,073,321 7,650,882 422,439 5.5 16.0

⑴ 報 酬 1,422,671 1,222,969 199,702 16.3 2.8

⑵ 給 料 2,986,946 2,850,278 136,668 4.8 5.9

⑶ 職 員 手 当 2,366,340 2,321,559 44,781 1.9 4.7

⑷ 共 済 費 1,296,656 1,255,668 40,988 3.3 2.6

⑸ 災 害 補 償 費 708 408 300 73.5 0.0

9,775,328 9,094,600 680,728 7.5 19.4

3,974,038 3,868,700 105,338 2.7 7.9

21,822,687 20,614,182 1,208,505 5.9 43.3

8,836,558 7,151,136 1,685,422 23.6 17.5

⑴ 補 助 事 業 費 4,348,346 2,390,200 1,958,146 81.9 8.6

⑵ 単 独 事 業 費 4,408,112 4,696,936 △ 288,824 △ 6.1 8.7

⑶ 県 工 事 負 担 金 80,100 64,000 16,100 25.2 0.2

0 0 0 - 0.0

8,836,558 7,151,136 1,685,422 23.6 17.5

9,825,761 8,434,156 1,391,605 16.5 19.5

⑴ 旅 費 63,659 59,779 3,880 6.5 0.1

⑵ 交 際 費 3,144 3,096 48 1.6 0.0

⑶ 需 用 費 1,295,813 1,411,004 △ 115,191 △ 8.2 2.6

⑷ 委 託 料 6,692,322 6,075,011 617,311 10.2 13.3

⑸ 備 品 購 入 費 979,648 142,569 837,079 587.1 1.9

⑹ そ の 他 791,175 742,697 48,478 6.5 1.6

326,968 348,545 △ 21,577 △ 6.2 0.6

⑴ 庁 舎 等 補 修 費 48 2,349 △ 2,301 △ 98.0 0.0

⑵ 消 防 施 設 補 修 費 2,482 2,468 14 0.6 0.0

⑶ 教 育 施 設 補 修 費 24,669 21,228 3,441 16.2 0.0

⑷ 道 路 橋 り ょ う 補 修 費 172,205 175,155 △ 2,950 △ 1.7 0.3

⑸ 排 水 路 等 補 修 費 19,900 54,800 △ 34,900 △ 63.7 0.0

⑹ 公 営 住 宅 補 修 費 23,123 21,000 2,123 10.1 0.0

⑺ 農 林 施 設 補 修 費 47,677 45,801 1,876 4.1 0.1

⑻ 清 掃 施 設 補 修 費 8,314 7,986 328 4.1 0.0

⑼ そ の 他 28,550 17,758 10,792 60.8 0.1

4,470,487 4,331,730 138,757 3.2 8.9

⑴ 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金 3,921,538 3,703,841 217,697 5.9 7.8

⑵ 報 償 費 438,726 515,154 △ 76,428 △ 14.8 0.9

⑶ そ の 他 110,223 112,735 △ 2,512 △ 2.2 0.2

604,262 534,782 69,480 13.0 1.2

⑴ 財 政 調 整 基 金 15,592 10,936 4,656 42.6 0.0

⑵ 市 債 償 還 対 策 基 金 9,218 4,952 4,266 86.1 0.0

⑶ 退 職 手 当 基 金 3,346 3,332 14 0.4 0.0

⑷ そ の 他 基 金 576,106 515,562 60,544 11.7 1.1

153,556 236,174 △ 82,618 △ 35.0 0.3

60,000 60,000 0 0.0 0.1

⑴ 勤 労 者 生 活 安 定 資 金 貸 付 金 5,000 5,000 0 0.0 0.0

⑵ 小 口 融 資 貸 付 金 20,000 20,000 0 0.0 0.0

⑶ 季 節 融 資 貸 付 金 35,000 35,000 0 0.0 0.1

令和7年度　一般会計予算歳出の性質別分析表

１　義務的経費 （単位：千円）

科 目
本年度
予算額

前年度
予算額

比　　較 増減率（％） 構成比（％）

構成比（％）

人 件 費

扶 助 費

公 債 費

義 務 的 経 費 計

２　投資的経費 （単位：千円）

科 目
本年度
予算額

前年度
予算額

比　　較 増減率（％）

（単位：千円）

科 目
本年度
予算額

前年度
予算額

比　　較 増減率（％） 構成比（％）

投 資 及 び 出 資 金

普 通 建 設 事 業 費

災 害 復 旧 費

投 資 的 経 費 計

３　その他経費

物 件 費

維 持 補 修 費

補 助 費 等

積 立 金

貸 付 金
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4,259,721 4,192,295 67,426 1.6 8.4

⑴ 国 民 健 康 保 険 事 業 822,892 794,145 28,747 3.6 1.6

⑵ 介 護 保 険 事 業 1,664,877 1,610,868 54,009 3.4 3.3

⑶ 後 期 高 齢 者 医 療 1,771,952 1,787,282 △ 15,330 △ 0.9 3.5

60,000 60,000 0 0.0 0.1

19,760,755 18,197,682 1,563,073 8.6 39.2

50,420,000 45,963,000 4,457,000 9.7 100.0

科 目
本年度
予算額

前年度
予算額

比　　較 増減率（％） 構成比（％）

繰 出 金

予 備 費

そ の 他 経 費 計

歳 出 合 計
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（単位：千円）

02 総　務　費 268,824 307,924

01　総務管理費 268,824 307,924

　文書収発関係事務費 2,647 0

　庁舎・庁用設備等改良関係費 0 53,966

　普通財産保全改良事業費 10,620 10,740

　自動車購入費 0 17,196

　新本庁舎建設事業費 103,375 17,774

　駅北庁舎改修事業費 10,742 0

　接続棟整備事業費 1,327 0

　自由通路改修事業費 2,387 0

　新しい働き方推進事業費 1,500 0

　駅北庁舎・庁用設備等改良関係費 46,620 0

　庁内情報化設備整備費 1,786 0

　地籍調査事業費 53 55

　交通安全啓発費 0 1,621

　文化会館施設整備費 14,075 180,808

　市民の里施設整備費 47,340 0

　地域公共交通対策関係費 242 497

　自主運行バス事業費 26,110 25,267

03 民　生　費 178,835 619,678

01　社会福祉費 7,731 78,176

　ふれあいセンター姫施設整備費 3,170 27,550

　サンホーム滝呂施設整備費 4,561 34,675

　総合福祉センター施設整備費 0 15,951

02　児童福祉費 171,104 541,502

　放課後児童健全育成事業費 500 0

　放課後児童健全育成事業施設整備費 11,400 0

　保育所施設整備費 13,457 15,277

　（仮称）笠原こども園建設事業費 128,443 486,080

　児童館施設整備費 15,804 36,555

　児童遊園地施設整備費 1,500 3,590

本年度 予算額 前年度 予算額款 項 事業の内容

令和７年度　一般会計予算の投資的経費の明細書
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04 衛　生　費 52,017 33,851

01　保健衛生費 28,887 11,531

　保健センター運営費 0 1,989

　霊園施設整備費 7,100 7,100

　旧火葬場管理費 1,275 0

　火葬場管理費 20,512 2,442

02　清　掃　費 23,130 22,320

　三の倉センター管理費 2,402 0

　自動車購入費 11,600 22,320

　可燃性廃棄物処理施設整備費 9,128 0

06 農林水産業費 116,603 36,000

01　農　業　費 57,074 25,900

　農用施設維持管理費 8,100 9,000

　県単農業用排水路整備事業費 0 2,500

　ため池整備県工事負担金 2,000 1,000

　土地改良維持管理適正化事業費 13,000 0

　ため池等整備事業費 33,974 13,400

02　林　業　費 59,529 10,100

　保健保安林整備費 49,013 2,000

　林業施設整備費 10,436 8,000

　貴重樹木等保護対策費 80 100

07 商　工　費 67,094 23,947

01　商　工　費 67,094 23,947

　安土桃山陶磁の里作陶施設整備費 0 1,298

　星ケ台収蔵庫施設整備費 0 3,895

　意匠研究所施設整備費 0 16,796

　自動車購入費 0 1,958

　地場産業技術開発費 2,054 0

　産業文化センター施設整備費 65,040 0

本年度 予算額 前年度 予算額款 項 事業の内容
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08 土　木　費 955,939 802,545

02　道路橋りょう費 704,609 533,654

　橋りょう長寿命化事業費 95,513 42,900

　道路改良事業費（単独） 245,666 144,727

　道路改良県工事負担金 75,100 57,000

　街路樹整備事業費 1,500 1,500

　主要幹線舗装整備事業費 125,000 111,200

　自歩道分離整備改良事業費 12,100 21,000

　バリアフリー化改良事業費 0 4,000

　市道３１４３００線改良事業費 4,371 15,495

　市道５２２４００線道路改良事業費（公共） 114,859 105,332

　交通安全施設整備費 30,500 30,500

03　河　川　費 79,600 128,500

　かわまちづくり事業費 0 22,000

　河川改良事業費 50,000 47,500

　急傾斜地崩壊対策県工事負担金 3,000 6,000

　浸水対策事業費 20,000 50,000

　調整池整備事業費　 6,600 3,000

04　都市計画費 85,591 109,569

　緑化推進費 18,600 23,500

　公園施設整備費 13,050 38,298

　自動車購入費 6,166 0

　喜多緑地整備事業費 4,975 4,971

　公園施設長寿命化事業費 41,500 41,500

　住吉区画整理区域内公園緑地整備事業費 1,300 1,300

05　住　宅　費 86,139 30,822

　市営住宅施設整備費 86,139 30,822

本年度 予算額 前年度 予算額款 項 事業の内容
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09 消　防　費 1,398,381 1,160,190

01　消　防　費 1,398,381 1,160,190

　消防指令業務共同運用関係費 132,528 75,808

　消防施設整備費 10,556 7,182

　自動車購入費（単独） 11,244 5,032

　非常備消防車両購入費 24,302 42,773

　高規格救急車購入費 0 36,912

　消防水利施設改良費 6,490 6,544

　北消防署移転整備事業費 651,797 650,000

　市之倉分団車庫併設詰所移転整備事業費 0 130,580

　防災無線整備費 294,602 200,038

　防災関係施設整備費 262,000 0

　防災倉庫整備事業費 4,862 5,321

10 教　育　費 5,798,865 4,167,001

01　教育総務費 0 176

　さわらび関係費 0 176

02　小学校費 4,445,956 2,447,112

　作業用自動車購入費（小学校） 0 1,568

　小学校施設改良事業費 376,682 364,019

　笠原小中学校建設事業費（単独分） 20,904 31,742

　笠原小中学校建設事業費（補助対象分） 4,048,370 2,049,783

03　中学校費 615,989 769,367

　中学校施設改良事業費 355,756 485,477

　中学校耐震補強事業費 260,233 283,890

05　幼稚園費 2,098 1,958

　幼稚園施設改良事業費 2,098 1,958

06　社会教育費 178,878 646,515

　美濃古陶購入費 5,000 5,000

　公民館施設整備費 2,047 39,561

　笠原中央公民館施設整備費 0 14,901

　養正公民館機能統合事業費 0 555,000

　学習館施設整備費 168,000 32,053

　文化財保護センター管理費 60 0

　文化財保護センター施設整備費 3,771 0

本年度 予算額 前年度 予算額款 項 事業の内容
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07　保健体育費 542,950 300,696

　体育施設整備費 18,300 0

　星ケ台運動公園整備事業費 524,650 259,576

　体育館施設整備費 0 41,120

08　学校給食費 12,994 1,177

　養正小学校近接校対応調理場施設整備費 1,450 0

　単独校調理場管理運営費 0 581

　単独校調理場改良事業費 11,544 596

8,836,558 7,151,136

本年度 予算額 前年度 予算額

合　　　計

款 項 事業の内容
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（単位：千円）
細節名 細々節名 予算額

01 01 01 議　会　費 交付金 政務活動費 5,250
（交付金　計） 5,250
（議会費　計） 5,250

02 01 01 一般管理費 交付金 多治見国際交流協会交付金 1,900
中間サーバー・プラットフォーム設置等関連事務交付金 9,179

06 企　画　費 補助金 コミュニティ助成事業補助金 10,300
改修事業補助金 13,043
施設用地借地料補助金 1,631
耐震診断事業補助金 150
特定非営利活動法人設立推進事業補助金 100
まちづくり活動補助金 6,250
ＬＥＤ防犯灯取替等事業補助金 1,500
多治見市移住支援補助金 9,200
東京圏からの移住支援事業補助金 1,300
ちょうどいいまちたじみ定住応援補助金 5,400
多治見市宅地開発支援事業補助金 5,000
多治見市土地再活用促進奨励金 7,500

交付金 入院通院補償金 300
10 自治振興費 補助金 地域力活動推進事業補助金 1,000

交付金 区長会交付金 1,035
大原区運営費交付金 17,868
第３０区運営費交付金 5,500
滝呂区運営費交付金 20,000

11 交通安全対策費 補助金 交通安全思想普及啓発事業補助金 1,400
自転車乗車用ヘルメット補助金 1,000

12 市民相談費 補助金 結婚新生活支援事業補助金 6,000
13 市制記念関係費 補助金 花火大会補助金 6,490

七夕まつり補助金 1,000
14 諸　　　費 補助金 更生保護推進活動事業補助金 300

社会を明るくする活動事業補助金 400
交付金 多治見市人権擁護委員連絡会交付金 100

犯罪被害者等見舞金 400
26 公共交通関係費 補助金 自主運行バス特別対策事業補助金 43,081

地域あいのりタクシー運行支援補助金 4,200
02 01 税務総務費 補助金 納税貯蓄組合助成事業補助金 85
05 01 統計調査総務費 交付金 多治見市統計調査員協議会交付金 405

（補助金　計） 126,330
（交付金　計） 56,687
（総務費　計） 183,017

03 01 01 社会福祉総務費 補助金 身体障害者福祉推進活動事業補助金 100
戦没者遺族福祉推進活動事業補助金 453
知的障害者福祉推進活動事業補助金 135
福祉まつり事業補助金 1,500
地域福祉推進支援事業補助金 6,150

交付金 民生児童委員協議会交付金 5,769
社会福祉協議会職員設置費交付金 25,000

04 老人福祉費 補助金 シルバー人材センターコミュニティ活性化自主事業補助金 1,056
シルバー人材センター運営費補助金 16,659
老人クラブ活動推進事業補助金 1,700
老人クラブ事業補助金 2,492
介護保険福祉サービス費補助金 240
元気高齢者拠点整備費補助金 2,000

交付金 区敬老会交付金 24,384
05 福祉医療費 交付金 福祉医療協力費交付金 8,284
11 地域生活支援事業費 補助金 成年後見制度利用支援事業による補助金 3,222

自発的活動支援補助金 500
障がい者サロン運営支援事業補助金 77
要電源児者非常用電源整備事業補助金 210

02 01 児童福祉総務費 補助金 放課後児童支援員処遇改善補助金 9,504
放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業補助金 16,910
地域イベント活動事業補助金 66
児童発達支援事業利用者負担補助金 600
ファミリーサポートセンター相互援助活動補助金 270
子ども食堂運営等支援補助金 8,190
第２子以降出産給付金 35,000
高等学校就学準備等支援給付金 30,000

02 保育所費 補助金 保育の質の向上のための研修事業補助金 420
保育対策総合支援事業費補助金 16,552
民間保育所児童健康管理事業補助金 1,740
民間保育所措置対策事業補助金 12,977
一時預かり事業補助金 14,925
延長保育対策事業補助金 14,120
障害児保育対策事業補助金 7,320

小　　　　　　　　　　計

小　　　　　　　　　　計

令和７年度　一般会計予算の補助金及び交付金科目別明細書

科目
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細節名 細々節名 予算額
03 02 02 保育所費 補助金 低年齢保育促進事業費補助金 9,688

療育支援体制強化事業費補助金 6,046
病児・病後児保育利用料補助金 100
民間保育所等施設整備事業費補助金 136,042

04 児童館費 補助金 みらい子育てクラブ活動事業補助金 600
04 01 災害救助費 交付金 罹災者見舞金 700

（補助金　計） 357,564
（交付金　計） 64,137
（民生費　計） 421,701

04 01 01 保健衛生総務費 補助金 禁煙外来治療費助成金 200
新生児聴覚検査県外受診補助金 655
妊産婦健診県外受診補助金 7,023
１か月乳児及び母子健診補助金 972
妊婦のための支援給付金 54,000
歯科保健向上推進事業補助金 180
多治見市医師会准看護師養成事業補助金 900
休日診療運営事業補助金 3,400
歯科休日在宅当番医制度事業補助金 148
夜間在宅当番医制運営費補助金 11,760
がん患者医療用補正具購入費補助金 1,200
一般不妊治療費助成金 100
骨髄等ドナー支援事業補助金 210

02 予　防　費 補助金 小児がん患者ワクチン再接種費用補助金 352
03 環境衛生費 補助金 合併浄化槽設置補助金 986

合併浄化槽設置補助金（単独） 332
06 公害対策費 補助金 新エネルギー施設導入補助金 10,000

太陽光発電設備等設置費補助金 15,200
中心市街地ミスト設置補助金 1,000

08 市民病院費 補助金 運営支援補助金 170,000
新病院建設関連補助金 24,150

02 01 清掃総務費 補助金 生ごみ減量化及び堆肥化促進事業補助金 600
02 塵芥処理場費 補助金 ごみ集積場整備事業補助金 2,100

交付金 分別収集協力交付金 9,375
（補助金　計） 305,468
（交付金　計） 9,375
（衛生費　計） 314,843

06 01 03 農業振興費 補助金 園芸・畜産技術研修事業補助金 828
新規就農者育成総合支援事業補助金 750
農業祭補助金 1,100
元気な農業産地構造改革支援事業費補助金 1,500
経営所得安定対策事務費補助金 300
機構集積協力金補助金 400
農業集落排水事業会計補助金 2,240

交付金 多面的機能支払交付金 1,871
中山間地域等直接支払交付金 1,154

02 02 林業振興費 補助金 狩猟免許取得支援補助金 60
有害鳥獣被害防止防護柵設置費補助金 500
林業就業移住支援事業補助金 600

（補助金　計） 8,278
（交付金　計） 3,025

（農林水産業費　計） 11,303
07 01 02 商工業振興費 補助金 小口融資利子補給 7,855

中小企業運転資金利子補給 527
商店街街路灯電灯料補助金 43
海外見本市事業補助金 600
海外展示会出展事業補助金 630
陶磁器上絵加工安全対策事業補助金 400
発明工夫奨励事業補助金 363
経営改善普及事業補助金 8,125
商工業振興対策事業補助金 4,146
中心市街地活性化事業補助金 5,584
美濃焼タイルＰＲ事業補助金 600
美濃焼タイル販路拡張事業補助金 10,400
「陶器の日」ＰＲ事業補助金 500
ＪＲ多治見駅連携観光イベント事業補助金 4,500
セラミックバレー振興補助金 7,000
中小企業販路開拓等支援事業費補助金 1,631
陶産地販路拡張事業補助金 1,440
美濃焼タイル施工補助金 3,000
中小企業販路開拓等支援事業費補助金（美濃焼振興協会） 5,000
美濃焼振興事業補助金 650
副業人材活用事業補助金 2,000
新商品開発支援補助金 1,000
地域経済循環創造事業補助金 1,000
たじみビジネスプランコンテストフォローアップ補助金 2,500
新事業突破支援補助金 42,000

小　　　　　　　　　　計

小　　　　　　　　　　計

小　　　　　　　　　　計

科目
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細節名 細々節名 予算額
07 01 03 観　光　費 補助金 観光事業補助金 15,000

多治見まつり補助金 2,490
陶器まつり補助金 3,105

04 意匠研究所費 補助金 セラミックバレー創作活動支援補助金 1,680
（補助金　計） 133,769
（商工費　計） 133,769

08 01 01 土木総務費 補助金 建築物等耐震化促進事業補助金 10,400
木造住宅除却工事補助金 1,200
耐震シェルター整備事業補助金 600
狭あい道路後退用地等整備経費補助金 1,150
民間建築物アスベスト対策事業補助金 250

04 01 都市計画総務費 補助金 駐車場建設奨励金 4,000
美しい風景づくりのための助成金 400
緑化事業補助金 800
空き家再生事業補助金 5,000
危険空き家除却工事補助金 2,400
老朽空き家除却工事補助金 7,200

05 01 住宅管理費 補助金 民間空き住宅活用家賃補助金 1,440
（補助金　計） 34,840
（土木費　計） 34,840

09 01 02 非常備消防費 交付金 消防団運営費交付金 13,922
消防音楽隊運営費交付金 1,500
消防音楽隊予備隊育成交付金 300
操法大会出場交付金 2,300

04 災害対策費 補助金 防災士認証取得補助金 210
防災事業補助金 2,250
自主防災組織支援事業補助金 2,400
戸別受信機設置費用補助金 187

（補助金　計） 5,047
（交付金　計） 18,022
（消防費　計） 23,069

10 01 02 事務局費 補助金 ＰＴＡ連合会活動事業費補助金 250
在日朝鮮人小中学生教育振興事業補助金 100

交付金 学校運営協議会事業費交付金 900
03 教育研究所費 交付金 教育課題推進事業交付金 300

02 01 学校管理費 交付金 教育充実推進事業費交付金 3,900
02 教育振興費 補助金 インターネット環境整備費補助金 100

小学校遠距離通学等対策事業補助金 388
03 01 学校管理費 交付金 教育充実推進事業費交付金 2,400

02 教育振興費 補助金 インターネット環境整備費補助金 120
中学校遠距離通学等対策事業補助金 570

05 01 幼稚園費 補助金 私立幼稚園副食費補足給付事業補助金 5,472
06 01 社会教育総務費 補助金 子ども会活動推進事業補助金 650

交付金 青少年まちづくり市民会議交付金 8,019
02 文化財保護費 補助金 国指定文化財保護事業補助金 723

国宝建造物防火施設管理事業補助金 286
市指定文化財保護事業補助金 1,125
地域郷土資料館活動事業費補助金 100

07 01 保健体育総務費 補助金 児童生徒選手団スポーツ派遣事業補助金 1,930
多治見市レクリエーション協会事業補助金 400
スポーツ協会選手育成強化事業補助金 7,000
スポーツ少年団育成事業補助金 400
ねんりんピック多治見市実行委員会補助金 3,764

交付金 中学校体育連盟育成強化事業交付金 1,000
スポーツ協会交付金 977

08 01 学校給食総務費 補助金 学校給食地産地消推進事業補助金 1,300
（補助金　計） 24,678
（交付金　計） 17,496
（教育費　計） 42,174
（補助金　計） 995,974
（交付金　計） 173,992
（合　　　　計） 1,169,966

合　　　　　　　　　　計
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小　　　　　　　　　　計

小　　　　　　　　　　計

小　　　　　　　　　　計
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建
設

に
関

す
る

議
論

を
進

め
る

と
と

も
に

、
新

本
庁

舎
を

見
据

え
た

議
会

D
X

を
推

進
し

ま
す

。

9
,0

1
0

9
,9

6
5

2
0

8
,9

9
0

2
議

会
費

議
会

広
報

広
聴

事
業

費

下
記

の
事

業
に

よ
り

、
市

民
に

開
か

れ
た

議
会

を
目

指
し

ま
す

。
(1

)市
民

と
議

会
と

の
対

話
集

会
を

開
催

し
、

報
告

書
を

発
行

(2
)議

会
だ

よ
り

の
発

行
(年

5
回

)
(3

)本
会

議
(一

般
質

問
)の

お
り

べ
ネ

ッ
ト
ワ

ー
ク

で
の

放
映

(年
4
回

)
(4

)本
会

議
(一

般
質

問
)の

F
M

た
じ

み
で

の
放

送
(年

1
回

)

5
,8

4
4

5
,4

8
9

2
0

5
,8

2
4

3
総

務
費

職
員

研
修

事
業

費
令

和
6
年

度
に

策
定

す
る

人
財

育
成

基
本

計
画

に
基

づ
き

、
階

層
別

研
修

、
専

門
研

修
、

実
務

研
修

等
の

各
種

研
修

を
実

施
し

ま
す

。
7
,6

1
7

8
,0

6
3

1
,5

9
8

6
,0

1
9

●
4

総
務

費
職

員
採

用
関

係
事

務
費

一
般

的
な

人
材

情
報

サ
ー

ビ
ス

の
ポ

ー
タ

ル
サ

イ
ト
に

加
え

、
公

務
員

志
望

者
に

特
化

し
た

ポ
ー

タ
ル

サ
イ

ト
も

活
用

し
、

学
生

や
転

職
活

動
者

へ
多

治
見

市
役

所
の

魅
力

・
情

報
を

発
信

し
ま

す
。

就
職

説
明

会
や

筆
記

試
験

を
オ

ン
ラ

イ
ン

で
実

施
し

、
学

生
等

が
出

席
(受

験
)し

や
す

い
環

境
を

整
え

ま
す

。

4
,1

1
0

3
,2

1
4

4
,1

1
0

●
5

総
務

費
広

報
関

係
費

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

を
全

面
リ

ニ
ュ

ー
ア

ル
し

ま
す

。
ト
ッ

プ
ペ

ー
ジ

を
シ

ン
プ

ル
に

わ
か

り
や

す
く

、
分

類
ト
ッ

プ
ペ

ー
ジ

を
導

入
し

、
市

民
の

利
便

性
を

考
慮

し
た

も
の

と
し

ま
す

。
S
N

S
等

を
活

用
し

、
幅

広
い

年
代

層
へ

市
政

情
報

を
発

信
し

ま
す

。

5
0
,6

4
9

3
0
,3

7
3

9
,9

0
0

4
,2

3
8

3
6
,5

1
1

6
総

務
費

市
民

参
加

事
務

費
地

区
懇

談
会

、
市

民
と

市
長

の
意

見
交

換
会

、
市

民
討

議
会

、
市

長
へ

の
提

言
、

パ
ブ

リ
ッ

ク
・
コ

メ
ン

ト
等

に
よ

り
、

広
聴

活
動

や
市

民
参

加
を

推
進

・
実

施
し

ま
す

。
5
6
8

2
,4

9
1

5
6
8

7
総

務
費

テ
レ

ビ
・
ラ

ジ
オ

番
組

等
制

作
費

F
M

た
じ

み
(F

M
ラ

ジ
オ

)、
お

り
べ

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

(ケ
ー

ブ
ル

テ
レ

ビ
)を

利
用

し
、

市
政

情
報

の
番

組
放

送
を

実
施

し
ま

す
。

3
0
,0

8
4

3
0
,3

9
7

3
0
,0

8
4

令
和

７
年

度
　

一
般

会
計

予
算

の
主

要
内

容

事
業

名
（
細

目
名

）
款

名
通

番
最

重
点

概
　

  
　

要
　

  
　

説
　

  
　

明
R

7
当

初
予

算
額

R
6
当

初
予

算
額

R
7
当

初
予

算
額

の
財

源
内

訳
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市
　

　
債

そ
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他
一

般
財

源

●
8

総
務

費
財

政
運

営
調

査
研

究
費

本
市

の
財

政
全

般
の

あ
り

方
に

つ
い

て
検

討
を

行
う

た
め

、
財

政
問

題
市

民
懇

話
会

を
開

催
し

ま
す

。
令

和
7
年

度
は

、
公

の
施

設
等

の
使

用
料

及
び

利
用

料
金

に
つ

い
て

、
減

免
の

見
直

し
の

年
度

で
あ

る
た

め
懇

話
会

に
諮

り
ま

す
。

2
2
1

2
2
1

2
2
1

●
9

総
務

費
会

計
管

理
事

務
費

指
定

金
融

機
関

に
よ

る
納

入
済

通
知

書
読

取
委

託
料

ほ
か

各
課

や
会

計
課

で
使

用
す

る
財

務
帳

票
の

印
刷

製
本

費
、

コ
ピ

ー
機

使
用

料
、

消
耗

品
費

等
、

会
計

事
務

に
関

す
る

費
用

で
す

。
令

和
6
年

1
0
月

1
日

か
ら

指
定

金
融

機
関

に
よ

る
公

金
振

込
手

数
料

が
有

料
と

な
っ

て
い

ま
す

。
令

和
7
年

1
0
月

1
日

に
、

指
定

金
融

機
関

を
(株

)十
六

銀
行

か
ら

東
濃

信
用

金
庫

に
交

替
し

ま
す

。

4
8
,1

3
2

3
8
,7

6
7

4
8
,1

3
2

●
10

総
務

費
新

本
庁

舎
建

設
事

業
費

基
本

設
計

及
び

実
施

設
計

を
実

施
し

ま
す

。
地

質
調

査
や

埋
蔵

文
化

財
発

掘
調

査
な

ど
の

建
設

準
備

を
実

施
し

ま
す

。
埋

蔵
文

化
財

調
査

の
実

施
の

た
め

、
前

年
度

か
ら

継
続

し
て

新
庁

舎
建

設
予

定
地

西
側

市
道

の
改

修
を

進
め

ま
す

。

1
2
1
,2

5
8

2
8
6
,6

5
9

2
8
,9

0
0

9
2
,3

5
8

11
総

務
費

新
し

い
働

き
方

推
進

事
業

費

A
B

W
(ア

ク
テ

ィ
ビ

テ
ィ

・
ベ

ー
ス

ド
・
ワ

ー
キ

ン
グ

)に
対

応
し

た
執

務
空

間
構

築
の

経
費

で
す

。
現

在
の

本
庁

舎
の

一
部

で
試

験
的

に
パ

イ
ロ

ッ
ト
オ

フ
ィ

ス
を

実
施

し
ま

す
。

駅
北

庁
舎

の
執

務
空

間
を

、
A

B
W

に
対

応
し

た
も

の
と

す
る

た
め

基
本

設
計

を
実

施
し

ま
す

。

2
6
,8

6
5

2
6
,8

6
5

●
12

総
務

費
人

口
対

策
戦

略
関

係
費

第
3
次

人
口

対
策

中
期

戦
略

の
2
年

目
で

す
。

多
治

見
市

へ
の

移
住

定
住

を
促

進
す

る
た

め
、

3
つ

の
新

支
援

制
度

を
ス

タ
ー

ト
し

ま
す

。
ま

た
、

「
く

ま
の

が
っ

こ
う

」
子

育
ち

応
援

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト
の

活
用

な
ど

、
シ

テ
ィ

プ
ロ

モ
ー

シ
ョ
ン

を
一

層
強

化
し

、
市

の
魅

力
・
知

名
度

を
高

め
、

本
市

へ
の

移
住

定
住

に
つ

な
げ

ま
す

。
(1

)【
新

規
】
多

治
見

市
宅

地
開

発
支

援
事

業
補

助
金

に
よ

る
支

援
(2

)【
新

規
】
多

治
見

市
土

地
再

活
用

促
進

奨
励

金
に

よ
る

支
援

(3
)【

新
規

】
ち

ょ
う

ど
い

い
ま

ち
た

じ
み

定
住

応
援

補
助

金
に

よ
る

支
援

(4
)東

京
等

フ
ェ

ア
出

展
や

「
く

ま
の

が
っ

こ
う

」
子

育
ち

応
援

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト
を

活
用

し
た

シ
テ

ィ
プ

ロ
モ

ー
シ

ョ
ン

の
強

化

3
1
,2

2
3

2
0
,1

6
7

1
1
,0

9
1

4
,0

1
7

1
6
,1

1
5

事
業

名
（細

目
名

）
款

名
通

番
最

重
点

概
　

  
　

要
　

  
　

説
　

  
　

明
R

7
当

初
予

算
額

R
6
当

初
予

算
額

R
7
当

初
予

算
額

の
財

源
内

訳
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1
3

総
務

費
高

校
生

S
D

G
sア

イ
デ

ア
コ

ン
テ

ス
ト

事
業

費

多
治

見
市

在
住

高
校

生
等

が
S
D

G
sの

学
び

を
通

し
て

広
く

世
界

と
つ

な
が

る
こ

と
を

目
的

に
高

校
生

S
D

G
sア

イ
デ

ア
コ

ン
テ

ス
ト
を

開
催

し
ま

す
。

(1
)コ

ン
テ

ス
ト
企

画
運

営
委

託
　

　
　

　
2
,0

0
0
千

円
(2

)優
秀

者
へ

の
副

賞
（
研

修
旅

行
）
　

 1
,8

0
0
千

円

3
,8

0
0

3
,8

0
0

1
4

総
務

費
情

報
化

技
術

調
査

研
究

費
職

員
研

修
や

デ
ジ

タ
ル

化
の

調
査

研
究

に
係

る
費

用
で

す
。

令
和

７
年

度
で

は
、

タ
ブ

レ
ッ

ト
端

末
を

用
い

た
ペ

ー
パ

ー
レ

ス
会

議
シ

ス
テ

ム
の

利
用

に
つ

い
て

検
証

し
、

運
用

に
向

け
推

進
し

ま
す

。
2
,1

4
8

1
,1

1
6

2
,1

4
8

●
1
5

総
務

費
庁

内
情

報
化

設
備

整
備

費

情
報

シ
ス

テ
ム

等
の

導
入

・
更

新
に

係
る

費
用

で
す

。
庁

舎
D

X
を

推
進

す
る

う
え

で
必

要
と

な
る

庁
舎

無
線

L
A

N
の

整
備

に
着

手
し

、
職

員
の

働
き

方
や

働
く

場
所

の
柔

軟
性

・
利

便
性

を
向

上
し

、
業

務
の

効
率

化
と

ペ
ー

パ
ー

レ
ス

化
の

取
組

を
進

め
ま

す
。

出
先

施
設

と
の

情
報

イ
ン

フ
ラ

設
備

等
の

更
新

に
よ

り
、

デ
ジ

タ
ル

技
術

を
用

い
た

サ
ー

ビ
ス

が
提

供
で

き
る

環
境

を
整

備
し

ま
す

。

1
3
0
,9

7
4

3
6
,0

7
4

1
3
0
,9

7
4

1
6

総
務

費
庁

内
情

報
化

施
策

推
進

費

情
報

シ
ス

テ
ム

の
運

用
・
維

持
管

理
、

機
器

保
守

料
や

ラ
イ

セ
ン

ス
更

新
等

に
係

る
費

用
で

す
。

自
治

体
D

X
推

進
の

重
点

事
項

で
あ

る
自

治
体

シ
ス

テ
ム

標
準

化
に

関
わ

る
シ

ス
テ

ム
構

築
・
移

行
作

業
を

行
い

、
標

準
準

拠
シ

ス
テ

ム
を

稼
働

さ
せ

ま
す

。

7
7
4
,3

0
5

3
0
0
,5

1
0

4
4
6
,1

7
0

3
2
8
,1

3
5

1
7

総
務

費
市

有
施

設
整

備
調

査
研

究
費

公
共

施
設

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト
を

推
進

し
ま

す
。

(1
)第

2
次

多
治

見
市

公
共

施
設

適
正

配
置

計
画

に
基

づ
く

公
共

施
設

の
統

合
①

市
之

倉
地

区
の

地
区

事
務

所
移

管
に

係
る

支
援

及
び

施
設

の
長

寿
命

化
等

②
小

泉
保

育
園

・
北

野
保

育
園

統
合

等
に

つ
い

て
関

係
課

の
調

整
等

支
援 (2

)笠
原

中
学

校
跡

地
活

用
準

備
事

業
(R

6
-
8
継

続
費

)
①

敷
地

の
境

界
確

定
②

分
筆

登
記

③
土

地
建

物
に

係
る

不
動

産
鑑

定

1
2
,1

1
6

2
4
6

1
2
,1

1
6

1
8

総
務

費
地

籍
調

査
事

業
費

国
土

の
開

発
・
保

全
及

び
地

籍
の

明
確

化
を

図
る

た
め

、
国

土
調

査
法

に
基

づ
く

地
籍

調
査

を
行

い
ま

す
。

(令
和

6
年

度
ま

で
の

調
査

完
了

見
込

み
9
.4

9
％

)
(1

)神
戸

2
・
平

園
1
(Ⅲ

)地
区

の
誤

り
修

正
、

認
証

及
び

登
記

へ
向

け
た

作
業

の
実

施
(2

)神
戸

2
・
平

園
1
(Ⅳ

)地
区

の
一

筆
地

測
量

、
地

積
測

定
の

実
施

(3
)多

治
見

1
－

3
(Ⅰ

)地
区

の
現

地
立

会
い

(4
)多

治
見

1
－

3
(Ⅱ

)地
区

の
地

籍
調

査
票

及
び

地
籍

調
査

図
素

図
の

作
成

3
3
,7

5
0

3
6
,3

4
1

1
7
,6

2
0

1
2
3

1
6
,0

0
7

事
業

名
（
細

目
名

）
款

名
通

番
最

重
点

概
　

  
　

要
　

  
　

説
　

  
　

明
R

7
当

初
予

算
額

R
6
当

初
予

算
額

R
7
当

初
予

算
額

の
財

源
内
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19
総

務
費

男
女

共
同

参
画

社
会

推
進

事
業

費

多
治

見
市

男
女

共
同

参
画

推
進

条
例

制
定

2
0
周

年
を

記
念

し
、

講
演

会
を

開
催

し
ま

す
。

第
3
次

た
じ

み
男

女
共

同
参

画
プ

ラ
ン

後
期

計
画

(令
和

5
年

度
～

令
和

9
年

度
)に

沿
っ

た
施

策
事

業
を

推
進

し
ま

す
。

1
,4

7
6

1
,0

0
9

3
4
4

1
,1

3
2

20
総

務
費

地
区

事
務

所
管

理
費

市
内

1
0
箇

所
の

地
区

事
務

所
及

び
高

田
郵

便
局

に
お

い
て

、
戸

籍
及

び
住

民
基

本
台

帳
に

係
る

事
務

を
中

心
と

し
た

窓
口

サ
ー

ビ
ス

を
行

い
ま

す
。

令
和

7
年

度
は

、
市

之
倉

事
務

所
を

廃
止

し
、

市
之

倉
郵

便
局

へ
業

務
委

託
を

行
い

ま
す

。

5
,9

4
9

5
,4

5
5

5
,9

4
9

21
総

務
費

自
治

組
織

関
係

費

自
治

会
へ

の
加

入
率

改
善

を
目

指
し

、
自

治
会

役
員

の
負

担
軽

減
や

若
者

の
加

入
を

促
す

施
策

等
を

展
開

し
ま

す
。

(1
)自

治
会

活
動

に
関

す
る

Ｑ
＆

Ａ
や

自
治

会
の

役
割

を
伝

え
る

チ
ラ

シ
な

ど
の

作
成

・
配

布
(2

)不
動

産
会

社
を

通
し

て
自

治
会

加
入

を
促

進
(3

)デ
ジ

タ
ル

回
覧

板
の

導
入

5
2
,2

0
4

5
1
,6

1
5

4
1
8

4
0
,0

0
1

1
1
,7

8
5

●
22

総
務

費
地

域
力

向
上

推
進

事
業

費

共
助

に
よ

る
安

心
・
安

全
な

ま
ち

づ
く

り
を

進
め

る
組

織
と

し
て

、
地

域
力

を
支

援
・
推

進
し

ま
す

。
(1

)庁
内

地
域

力
向

上
推

進
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
チ

ー
ム

に
よ

る
サ

ポ
ー

ト
体

制
の

充
実

(2
)地

域
力

組
織

へ
の

市
政

業
務

委
託

の
開

始
(3

)地
域

力
活

動
推

進
事

業
補

助
金

の
交

付

4
,7

4
8

4
,3

3
6

3
,0

0
0

1
,7

4
8

23
総

務
費

市
民

相
談

関
係

費

こ
れ

ま
で

の
市

民
相

談
に

加
え

、
以

下
の

相
談

業
務

を
拡

充
し

ま
す

。
(1

)1
8
歳

以
上

の
若

者
の

相
談

窓
口

を
設

置
(2

)外
国

籍
の

市
民

の
相

談
窓

口
を

設
置

ま
た

、
3
0
歳

と
な

る
方

を
対

象
に

三
十

路
式

を
実

行
委

員
会

形
式

で
開

催
し

ま
す

。

1
7
,4

4
5

1
8
,0

0
4

5
,3

4
2

1
8

1
2
,0

8
5

24
総

務
費

市
民

の
里

施
設

整
備

費
三

の
倉

市
民

の
里

を
民

間
事

業
者

へ
譲

渡
す

る
こ

と
に

伴
い

、
必

要
な

改
修

工
事

、
土

地
測

量
等

を
実

施
し

ま
す

。
7
1
,9

1
4

7
1
,9

1
4

事
業

名
（細

目
名

）
款

名
通

番
最

重
点

概
　

  
　

要
　

  
　

説
　

  
　

明
R

7
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初
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算
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R
6
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初
予

算
額

R
7
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算
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●
25

総
務

費
地

域
公

共
交

通
対

策
関

係
費

多
治

見
市

地
域

公
共

交
通

計
画

に
基

づ
き

、
公

共
交

通
の

ニ
ー

ズ
を

捉
え

、
既

存
の

公
共

交
通

機
関

を
広

く
周

知
し

、
利

用
促

進
や

運
行

を
維

持
す

る
た

め
の

支
援

を
行

い
ま

す
。

(1
)高

齢
者

公
共

交
通

機
関

利
用

促
進

助
成

事
業

(バ
ス

チ
ケ

ッ
ト
6
5
)の

実
施 (2

)自
動

運
転

レ
ベ

ル
4
実

現
に

向
け

た
調

査
及

び
実

証
実

験
(レ

ベ
ル

2
)

1
5
3
,2

5
5

2
7
,8

6
0

1
1
9
,0

2
8

2
0
,2

6
0

1
3
,9

6
7

26
総

務
費

地
域

内
交

通
運

行
支

援
事

業
費

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

型
コ

ン
パ

ク
ト
シ

テ
ィ

を
形

成
す

る
拠

点
内

を
快

適
に

移
動

す
る

た
め

の
交

通
を

支
援

し
ま

す
。

(1
)あ

い
の

り
タ

ク
シ

ー
の

利
用

拡
大

に
向

け
た

周
知

・
利

用
促

進
の

た
め

の
地

元
提

案
の

実
施

等
(2

)デ
マ

ン
ド

型
バ

ス
等

の
地

域
内

交
通

に
対

す
る

支
援

及
び

運
行

区
域

拡
大

の
検

討

4
,2

3
6

4
,5

5
1

2
,0

0
0

2
,2

3
6

●
27

総
務

費
賦

課
徴

収
事

務
費

納
税

通
知

書
の

発
送

、
納

税
相

談
、

滞
納

処
分

、
シ

ス
テ

ム
保

守
な

ど
に

関
す

る
費

用
で

す
。

(収
納

率
(現

年
度

)　
令

和
5
年

度
：
9
9
.1

5
％

、
令

和
4
年

度
：
9
9
.1

3
％

、
令

和
3
年

度
：
9
9
.0

8
％

)

9
1
,9

4
8

9
7
,0

1
0

5
5
,4

0
2

1
7
,4

3
3

1
9
,1

1
3

28
総

務
費

地
価

鑑
定

委
託

事
業

費

令
和

9
年

度
評

価
替

え
に

関
す

る
費

用
で

す
。

(1
)令

和
6
～

8
年

度
の

継
続

事
業

(3
年

間
)

土
地

の
評

価
替

え
に

向
け

た
資

料
の

更
新

業
務

　
令

和
6
年

度
　

評
価

基
礎

調
査

　
令

和
7
年

度
　

評
価

基
礎

調
査

、
評

価
要

因
解

析
、

路
線

価
評

価
　

令
和

8
年

度
　

路
線

価
評

価
、

鉄
軌

道
デ

ー
タ

・
図

面
作

成
、

　
　

　
　

　
　

　
　

  
航

空
写

真
撮

影
等

(2
)令

和
9
年

度
評

価
替

に
必

要
な

標
準

宅
地

の
地

価
鑑

定
評

価
を

実
施

ま
た

、
標

準
宅

地
4
7
0
地

点
の

鑑
定

評
価

額
に

係
る

地
価

の
変

動
率

の
調

査
を

実
施

し
ま

す
。

(毎
年

)

5
2
,2

8
1

1
9
,0

0
6

5
2
,2

8
1

●
29

総
務

費
戸

籍
住

民
基

本
台

帳
関

係
事

務
費

戸
籍

法
の

一
部

改
正

に
伴

い
戸

籍
に

振
り

仮
名

を
記

載
す

る
た

め
、

本
市

に
本

籍
を

置
く

者
に

対
し

、
通

知
書

を
発

送
し

ま
す

。
氏

名
の

振
り

仮
名

の
修

正
及

び
登

録
の

届
出

を
受

付
し

、
戸

籍
に

振
り

仮
名

を
記

載
し

ま
す

。
5
0
,4

0
7

3
0
,1

2
4

1
6
,1

6
5

3
4
,2

4
2

事
業

名
（細

目
名

）
款

名
通

番
最

重
点

概
　

  
　

要
　

  
　

説
　

  
　

明
R

7
当

初
予

算
額

R
6
当

初
予

算
額

R
7
当

初
予

算
額
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財
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30
総

務
費

参
議

院
議

員
通

常
選

挙
執

行
費

令
和

7
年

執
行

予
定

の
、

任
期

満
了

に
伴

う
参

議
院

議
員

通
常

選
挙

に
要

す
る

経
費

で
す

。
(令

和
7
年

7
月

2
8
日

任
期

満
了

)
5
2
,9

9
1

3
5
,2

4
6

1
7
,7

4
5

●
31

総
務

費
国

勢
調

査
費

令
和

7
年

実
施

予
定

の
国

勢
調

査
に

要
す

る
経

費
で

す
。

統
計

法
に

基
づ

く
基

幹
統

計
調

査
を

実
施

し
ま

す
。

(5
年

ご
と

の
実

施
)

6
1
,2

0
6

6
1
,2

0
6

32
総

務
費

監
査

事
務

費
定

期
監

査
、

財
政

援
助

団
体

等
監

査
、

住
民

監
査

請
求

に
基

づ
く

監
査

、
例

月
現

金
出

納
検

査
、

決
算

審
査

、
健

全
化

判
断

比
率

審
査

、
資

金
不

足
比

率
審

査
等

に
関

す
る

費
用

で
す

。
1
,9

7
3

1
,7

7
2

1
,9

7
3

33
民

生
費

後
期

高
齢

者
保

健
・
介

護
予

防
一

体
的

事
業

費

高
齢

者
の

心
身

の
多

様
な

課
題

に
対

応
し

、
き

め
細

か
な

支
援

を
実

施
す

る
た

め
、

保
険

部
門

・
介

護
部

門
・
衛

生
部

門
が

連
携

し
、

介
護

保
険

の
地

域
支

援
事

業
や

国
民

健
康

保
険

の
保

健
事

業
と

一
体

的
に

実
施

し
ま

す
。

高
齢

者
の

健
康

診
査

(す
こ

や
か

健
診

)及
び

歯
科

健
診

(さ
わ

や
か

口
腔

健
診

)の
結

果
を

活
用

し
、

保
健

師
及

び
歯

科
衛

生
士

な
ど

の
、

医
療

専
門

職
に

よ
る

保
健

指
導

及
び

高
齢

者
を

対
象

と
し

た
健

康
教

育
と

フ
レ

イ
ル

予
防

事
業

を
実

施
し

ま
す

。

1
,0

9
7

1
,1

0
8

1
,0

9
7

34
民

生
費

障
害

者
計

画
策

定
事

業
費

第
9
期

障
害

者
計

画
、

第
8
期

障
害

福
祉

計
画

及
び

第
4
期

障
害

児
福

祉
計

画
(計

画
期

間
令

和
9
～

1
1
年

度
)の

策
定

に
あ

た
り

、
障

が
い

者
等

の
現

状
や

意
向

を
調

査
す

る
た

め
、

計
画

策
定

委
員

会
を

開
催

し
、

市
民

ア
ン

ケ
ー

ト
を

行
い

ま
す

。

1
,7

3
2

1
,7

3
2

35
民

生
費

介
護

保
険

事
業

会
計

介
護

給
付

費
繰

出
金

介
護

保
険

事
業

を
運

営
す

る
た

め
一

般
会

計
か

ら
特

別
会

計
へ

繰
り

出
す

費
用

で
す

。
1
,2

9
9
,0

8
1

1
,2

4
5
,3

1
4

1
,2

9
9
,0

8
1

36
民

生
費

高
齢

者
見

守
り

事
業

費

高
齢

者
の

見
守

り
強

化
(救

急
医

療
キ

ッ
ト
の

配
布

)、
孤

立
死

ゼ
ロ

/
虐

待
死

ゼ
ロ

の
ま

ち
協

力
隊

の
活

動
を

更
に

推
進

し
、

高
齢

者
と

そ
の

家
族

が
安

心
・
安

全
に

住
み

慣
れ

た
地

域
で

生
活

を
継

続
す

る
た

め
の

支
援

を
行

い
ま

す
。

2
2
7

2
2
6

2
2
7

事
業

名
（細

目
名

）
款

名
通

番
最

重
点

概
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R
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●
37

民
生

費
子

ど
も

医
療

給
付

事
業

費
(市

単
)

子
ど

も
医

療
費

の
1
8
歳

ま
で

無
償

化
に

伴
う

給
付

費
で

す
。

安
心

し
て

子
育

て
が

で
き

、
子

ど
も

が
健

や
か

に
育

つ
よ

う
、

出
産

前
か

ら
子

育
て

の
切

れ
目

の
な

い
支

援
を

充
実

さ
せ

る
た

め
、

現
行

の
子

ど
も

医
療

費
助

成
の

対
象

年
齢

の
上

限
を

1
5
歳

か
ら

1
8
歳

に
引

き
上

げ
ま

す
。

4
1
0
,7

3
7

2
9
3
,9

1
2

6
7
,8

7
4

3
4
2
,8

6
3

38
民

生
費

自
立

支
援

給
付

費

障
害

者
の

日
常

生
活

及
び

社
会

生
活

を
総

合
的

に
支

援
す

る
た

め
の

法
律

に
基

づ
く

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

(居
宅

介
護

、
療

養
介

護
、

生
活

介
護

、
短

期
入

所
、

施
設

入
所

支
援

、
就

労
移

行
支

援
等

)に
要

す
る

経
費

で
す

。

2
,5

0
3
,9

6
0

2
,4

4
4
,9

0
6

1
,8

7
7
,9

7
0

6
2
5
,9

9
0

●
39

民
生

費
地

域
生

活
支

援
拠

点
等

関
係

事
業

費

障
が

い
の

重
度

化
・
高

齢
化

や
親

亡
き

後
に

備
え

、
障

が
い

者
が

住
み

慣
れ

た
地

域
で

安
心

し
て

暮
ら

す
こ

と
が

で
き

る
体

制
を

令
和

3
年

度
に

東
濃

5
市

共
同

で
整

備
し

、
令

和
4
年

度
に

運
用

開
始

し
ま

し
た

。
障

害
者

総
合

支
援

法
に

定
め

る
地

域
生

活
支

援
拠

点
等

の
5
つ

の
機

能
((

1
)相

談
、

(2
)緊

急
時

の
受

入
・
対

応
、

(3
)体

験
の

機
会

・
場

、
(4

)専
門

的
人

材
の

確
保

・
養

成
、

(5
)地

域
の

体
制

づ
く

り
)の

う
ち

、
「
(2

)緊
急

時
の

受
入

・
対

応
」
に

係
る

費
用

で
す

。

4
2
7

7
1
2

4
2
7

40
民

生
費

地
域

子
育

て
支

援
ネ

ッ
ト
ワ

ー
ク

づ
く

り
事

業
費

子
育

て
支

援
関

係
機

関
と

の
連

携
や

子
育

て
支

援
情

報
の

発
信

の
他

、
子

育
て

世
帯

が
楽

し
く

参
加

で
き

る
た

じ
み

こ
ど

も
フ

ェ
ス

タ
、

子
育

ち
子

育
て

応
援

大
使

関
連

事
業

な
ど

の
イ

ベ
ン

ト
を

実
施

し
ま

す
。

5
,4

8
0

4
,0

7
2

4
,3

3
2

1
,0

0
0

1
4
8

41
民

生
費

家
庭

支
援

事
業

費
フ

ァ
ミ

リ
ー

サ
ポ

ー
ト
セ

ン
タ

ー
事

業
費

フ
ァ

ミ
リ

ー
サ

ポ
ー

ト
セ

ン
タ

ー
事

業
の

援
助

会
員

確
保

の
た

め
に

、
新

た
に

援
助

会
員

へ
の

活
動

支
援

補
助

を
実

施
し

ま
す

。
ま

た
、

よ
り

支
援

を
必

要
と

す
る

子
育

て
家

庭
に

は
、

虐
待

リ
ス

ク
を

未
然

に
防

ぐ
目

的
で

、
「
子

育
て

世
帯

訪
問

支
援

事
業

」
を

実
施

し
、

子
育

て
環

境
の

整
備

を
促

し
ま

す
。

3
,6

3
4

8
,0

9
2

0
7
,9

2
2

2
,4

2
2

5
,2

1
4

1
,2

1
2

2
,8

7
8

42
民

生
費

病
児

・
病

後
児

保
育

事
業

費
病

児
・
病

後
児

保
育

の
委

託
費

と
補

助
金

で
す

。
令

和
7
年

度
中

に
新

規
1

事
業

者
へ

病
児

保
育

事
業

業
務

委
託

を
行

い
、

受
け

入
れ

枠
を

拡
大

す
る

予
定

で
す

。
9
,9

8
3

1
5
9

6
,6

3
8

3
,3

4
5

事
業

名
（細

目
名

）
款

名
通

番
最

重
点

概
　

  
　

要
　

  
　

説
　

  
　

明
R

7
当

初
予

算
額

R
6
当

初
予

算
額

R
7
当

初
予

算
額

の
財

源
内

訳



 

70 

  
国

県
支

出
金

市
　

　
債

そ
の

他
一

般
財

源

●
43

民
生

費
(仮

称
)笠

原
こ

ど
も

園
建

設
事

業
費

笠
原

保
育

園
と

笠
原

幼
稚

園
を

統
合

し
、

現
在

の
笠

原
保

育
園

の
園

舎
を

活
用

し
、

幼
保

連
携

型
認

定
こ

ど
も

園
「
笠

原
こ

ど
も

園
」
を

整
備

す
る

た
め

の
経

費
で

す
。

令
和

7
年

度
は

、
引

き
続

き
増

築
部

分
、

仮
設

園
舎

の
建

築
工

事
を

進
め

る
ほ

か
、

既
存

園
舎

の
改

修
工

事
を

行
い

ま
す

。

1
7
8
,7

1
9

5
6
2
,9

8
0

1
1
3
,5

0
0

5
,1

4
9

6
0
,0

7
0

●
44

民
生

費
第

2
子

保
育

料
無

償
化

事
業

費
第

2
子

以
降

の
3
歳

未
満

児
の

保
育

料
無

償
化

実
施

に
要

す
る

費
用

で
す

。
6
6
,4

4
2

5
5
,1

9
7

1
1
,2

4
5

45
民

生
費

生
活

保
護

扶
助

費
生

活
保

護
法

に
基

づ
く

被
保

護
世

帯
の

生
活

費
等

に
要

す
る

経
費

で
す

。
4
9
9
,6

1
2

4
8
4
,6

5
1

3
7
2
,5

4
8

3
,5

0
0

1
2
3
,5

6
4

46
衛

生
費

健
康

づ
く

り
推

進
事

業
費

「
第

3
次

た
じ

み
健

康
ハ

ッ
ピ

ー
プ

ラ
ン

」
(令

和
6
年

度
開

始
)に

基
づ

き
、

3
つ

の
優

先
課

題
に

つ
い

て
、

関
係

機
関

と
連

携
し

取
組

を
継

続
し

ま
す

。
(1

)食
生

活
：
野

菜
摂

取
と

減
塩

に
つ

い
て

、
幅

広
い

年
代

層
へ

の
啓

発
を

継
続

(2
)運

動
：
主

に
青

壮
年

期
を

対
象

と
し

て
、

官
民

連
携

に
よ

る
健

康
マ

イ
レ

ー
ジ

の
ア

プ
リ

化
を

実
施

(3
)喫

煙
対

策
：
加

熱
式

タ
バ

コ
等

を
含

め
た

受
動

喫
煙

対
策

や
タ

バ
コ

の
害

に
係

る
啓

発
活

動
及

び
「
多

治
見

市
望

ま
な

い
タ

バ
コ

の
被

害
か

ら
市

民
を

守
る

条
例

」
の

周
知

・
啓

発

6
,9

2
3

9
,5

8
8

3
5
8

5
,8

1
4

7
5
1

●
47

衛
生

費
母

子
保

健
事

業
推

進
費

妊
娠

期
か

ら
乳

幼
児

期
の

切
れ

目
な

い
支

援
を

組
織

強
化

を
活

か
し

充
実

し
ま

す
。

(1
)1

か
月

児
健

診
・
新

生
児

聴
覚

検
査

(確
認

検
査

)の
費

用
助

成
を

開
始

(2
)産

後
安

心
し

て
子

育
て

が
で

き
る

支
援

体
制

の
確

保
の

た
め

、
産

後
ケ

ア
事

業
の

利
用

枠
等

を
拡

大

1
1
7
,5

5
2

9
3
,3

0
3

2
0
,9

9
2

9
6
,5

6
0

48
衛

生
費

歯
科

衛
生

指
導

費

生
涯

を
通

じ
た

切
れ

目
の

な
い

歯
科

健
診

の
実

現
に

向
け

て
、

令
和

7
年

度
か

ら
、

節
目

歯
科

健
診

の
対

象
年

齢
を

2
0
歳

か
ら

7
0
歳

ま
で

の
5
歳

毎
に

拡
大

し
ま

す
(令

和
6
年

度
ま

で
は

4
0
歳

か
ら

7
0
歳

ま
で

の
1
0
歳

毎
)。

受
診

に
か

か
る

自
己

負
担

額
は

無
料

と
し

ま
す

。

9
,2

3
9

8
,7

0
1

1
,5

4
0

5
4
0

7
,1

5
9

事
業

名
（細

目
名

）
款

名
通

番
最

重
点

概
　

  
　

要
　

  
　

説
　

  
　

明
R

7
当

初
予

算
額

R
6
当

初
予

算
額

R
7
当

初
予

算
額

の
財

源
内
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49
衛

生
費

予
防

接
種

費
令

和
7
年

度
か

ら
、

帯
状

疱
疹

ワ
ク

チ
ン

の
定

期
接

種
を

開
始

し
ま

す
。

6
5

歳
・
7
0
歳

・
7
5
歳

・
8
0
歳

・
8
5
歳

・
9
0
歳

・
9
5
歳

の
方

を
対

象
と

し
て

、
1
0
0
歳

以
上

の
方

は
令

和
7
年

度
に

限
り

全
員

を
対

象
と

し
ま

す
。

3
7
3
,1

5
6

3
1
6
,4

3
4

1
2
8

3
7
3
,0

2
8

50
衛

生
費

総
合

環
境

学
習

事
業

関
係

費

地
域

の
環

境
団

体
や

民
間

事
業

者
と

連
携

・
協

力
し

、
市

民
の

環
境

学
習

機
会

の
提

供
と

環
境

団
体

間
の

連
携

を
支

援
す

る
費

用
で

す
。

子
ど

も
た

ち
の

自
然

環
境

体
験

学
習

、
お

と
な

向
け

の
環

境
講

座
で

あ
る

「
た

じ
み

エ
コ

カ
レ

ッ
ジ

」
を

開
催

し
、

将
来

の
指

導
者

や
自

然
保

護
活

動
を

担
う

人
財

育
成

を
目

指
し

ま
す

。
ま

た
、

市
民

団
体

の
相

互
交

流
と

活
動

発
表

を
目

的
と

し
た

「
環

境
フ

ェ
ア

」
を

開
催

し
ま

す
。

2
,5

3
7

2
,5

1
1

2
,0

8
5

4
5
2

51
衛

生
費

地
球

温
暖

化
対

策
地

域
推

進
計

画
関

係
費

新
エ

ネ
ル

ギ
ー

導
入

促
進

な
ど

環
境

基
本

計
画

・
地

球
温

暖
化

対
策

実
行

計
画

(区
域

施
策

編
)を

推
進

す
る

た
め

の
経

費
で

す
。

住
宅

へ
の

太
陽

光
発

電
、

蓄
電

池
等

の
設

置
費

用
補

助
、

エ
コ

カ
レ

ン
ダ

ー
の

作
成

な
ど

を
行

い
ま

す
。

2
6
,4

9
1

4
4
,8

1
8

1
5
,2

3
8

1
0
,9

6
0

2
9
3

●
52

衛
生

費
東

濃
西

部
3
市

広
域

ご
み

焼
却

施
設

建
設

関
係

費

令
和

6
年

度
ま

で
東

濃
西

部
広

域
行

政
事

務
組

合
で

進
め

て
き

た
、

東
濃

西
部

3
市

ご
み

焼
却

施
設

建
設

の
協

議
に

つ
い

て
、

多
治

見
市

環
境

課
が

事
務

局
と

な
る

新
た

な
協

議
会

で
行

う
に

あ
た

り
、

必
要

な
経

費
を

計
上

す
る

も
の

で
す

。

9
,8

7
8

3
,5

2
4

5
,7

7
1

4
,1

0
7

53
農

林
水

産
業

費
保

健
保

安
林

整
備

費
利

用
者

が
快

適
に

す
ご

せ
る

自
然

公
園

施
設

の
整

備
を

行
い

ま
す

。
令

和
7
年

度
は

、
潮

見
公

園
内

に
あ

る
老

朽
化

し
た

旧
薬

草
園

の
汲

取
式

ト
イ

レ
を

建
て

替
え

、
だ

れ
も

が
使

用
し

や
す

い
ト
イ

レ
を

整
備

し
ま

す
。

4
9
,0

1
3

5
,4

6
4

4
0
,5

0
0

8
,5

1
3

54
農

林
水

産
業

費
有

害
鳥

獣
捕

獲
事

業
費

イ
ノ

シ
シ

の
個

体
削

減
を

目
指

し
、

箱
わ

な
を

増
設

す
る

等
、

有
害

鳥
獣

被
害

対
策

を
強

化
し

ま
す

。
(1

)イ
ノ

シ
シ

用
箱

わ
な

を
新

規
に

1
0
基

購
入

(2
)有

害
鳥

獣
捕

獲
業

務
委

託
料

を
増

額
し

、
猟

友
会

に
よ

る
箱

わ
な

管
理

数
を

増
加

(3
)木

酢
液

等
イ

ノ
シ

シ
対

策
用

忌
避

剤
を

購
入

し
活

用

7
,7

2
6

6
,4

1
8

4
,0

9
5

3
,6

3
1

概
　

  
　

要
　

  
　

説
　

  
　

明
R

7
当

初
予

算
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R
6
当

初
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算
額

R
7
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予

算
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財

源
内

訳
事
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名
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名
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通
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●
55

商
工

費
き

業
展

関
係

費

企
業

間
の

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

構
築

の
場

と
し

て
、

契
約

獲
得

、
業

務
提

携
、

企
業

P
R
、

物
販

、
求

人
を

積
極

的
に

行
え

る
場

と
し

て
第

2
3
回

「
き

」
業

展
を

実
施

し
ま

す
。

(1
)参

加
企

業
の

ビ
ジ

ネ
ス

チ
ャ

ン
ス

の
参

考
と

な
る

講
演

会
を

開
催

(2
)企

画
イ

ベ
ン

ト
「
企

業
P
R
コ

ン
テ

ス
ト
」
の

グ
レ

ー
ド

ア
ッ

プ

8
,3

5
9

7
,5

2
9

1
,8

0
0

6
,5

5
9

●
56

商
工

費
企

業
お

見
合

い
関

係
費

参
加

企
業

が
1
対

1
で

商
談

す
る

密
度

の
濃

い
商

談
会

「
企

業
お

見
合

い
」

を
実

施
し

ま
す

。
(1

)海
外

か
ら

の
発

注
企

業
を

招
く

こ
と

に
よ

り
、

海
外

展
開

を
目

指
す

企
業

を
支

援
(2

)積
極

的
な

営
業

に
よ

る
参

加
企

業
の

増
加

3
,6

5
5

2
,6

8
5

3
,6

5
5

●
57

商
工

費
た

じ
み

ビ
ジ

ネ
ス

プ
ラ

ン
コ

ン
テ

ス
ト

事
業

費

第
8
回

た
じ

み
ビ

ジ
ネ

ス
プ

ラ
ン

コ
ン

テ
ス

ト
を

実
施

し
、

市
内

で
の

起
業

を
支

援
し

ま
す

。
(1

)第
5
回

フ
ァ

イ
ナ

リ
ス

ト
に

対
し

伴
走

型
の

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
補

助
を

実
施

(2
)審

査
員

特
別

賞
の

創
設

1
2
,5

6
7

1
4
,3

0
7

2
,0

0
0

5
0
0

1
0
,0

6
7

58
商

工
費

企
業

誘
致

総
務

事
務

費

令
和

1
0
年

度
以

降
の

第
1
期

多
治

見
高

田
テ

ク
ノ

パ
ー

ク
分

譲
に

向
け

、
継

続
的

な
企

業
誘

致
活

動
を

実
施

し
ま

す
。

ま
た

、
新

た
な

テ
ク

ノ
パ

ー
ク

に
関

す
る

調
査

研
究

を
行

う
と

と
も

に
、

進
出

企
業

の
ニ

ー
ズ

に
応

じ
た

き
め

細
か

な
ア

フ
タ

ー
フ

ォ
ロ

ー
を

実
施

し
ま

す
。

1
,6

8
6

1
,9

6
2

1
,6

8
6

●
59

商
工

費
観

光
宣

伝
事

業
費

急
速

に
回

復
中

の
観

光
需

要
を

捉
え

た
国

内
外

の
観

光
誘

客
を

実
行

し
ま

す
。

(1
)外

国
人

観
光

客
向

け
の

パ
ン

フ
レ

ッ
ト
増

刷
や

S
N

S
配

信
な

ど
で

情
報

発
信

を
行

う
と

と
も

に
、

外
国

語
の

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

ガ
イ

ド
派

遣
や

民
泊

施
設

整
備

補
助

金
な

ど
で

受
け

入
れ

体
制

を
強

化
、

イ
ン

バ
ウ

ン
ド

を
推

進
(2

)中
部

経
済

産
業

局
な

ど
と

連
携

し
、

大
阪

・
関

西
万

博
や

ツ
ー

リ
ズ

ム
E
X

P
O

ジ
ャ

パ
ン

に
出

展
、

国
内

外
の

観
光

誘
客

を
促

進

6
3
,5

4
6

5
5
,0

8
0

2
2
,5

2
0

7
3
3

4
0
,2

9
3
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60
商

工
費

人
財

育
成

事
業

費

国
内

外
問

わ
ず

、
や

き
も

の
に

魅
力

を
感

じ
て

い
る

若
者

を
募

集
し

、
産

業
と

文
化

の
両

面
か

ら
美

濃
焼

を
担

う
「
人

財
」
を

育
成

し
ま

す
。

設
備

の
充

実
、

指
導

職
員

の
ス

キ
ル

ア
ッ

フ
ﾟに

よ
り

、
研

修
環

境
を

整
え

、
よ

り
多

く
の

優
秀

な
人

財
を

輩
出

し
て

い
き

ま
す

。
(1

)活
躍

す
る

修
了

生
の

作
品

展
(i
sh

o
ke

n
 g

al
le

ry
)等

に
よ

る
情

報
発

信
(2

)外
国

人
研

究
生

受
入

等
国

際
交

流
の

推
進

(3
)産

地
の

特
性

を
生

か
し

た
所

外
活

動
、

公
開

講
義

等
を

通
し

た
市

民
と

の
交

流

1
3
,2

9
1

1
2
,4

6
0

1
3
,2

9
1

●
61

商
工

費
意

匠
研

究
所

調
査

研
究

費

IA
C

国
際

陶
芸

学
会

総
会

開
催

の
可

能
性

調
査

及
び

そ
の

関
連

情
報

や
、

他
産

地
の

市
場

状
況

や
製

品
の

技
術

的
課

題
等

の
情

報
を

収
集

し
、

そ
の

情
報

発
信

や
業

務
へ

の
フ

ィ
ー

ド
バ

ッ
ク

を
行

い
ま

す
。

そ
の

ほ
か

、
邛

崍
市

・
景

徳
鎮

市
と

の
交

流
を

進
め

ま
す

。
(1

)I
A

C
国

際
陶

芸
学

会
総

会
に

関
す

る
情

報
収

集
(各

地
の

会
員

等
訪

問
)及

び
同

学
会

を
活

用
し

た
情

報
発

信
(2

)陶
磁

器
産

地
に

所
在

す
る

試
験

場
等

を
訪

問
。

情
報

収
集

及
び

相
談

業
務

、
施

設
整

備
計

画
へ

の
活

用
実

施

1
,2

0
6

1
,5

0
0

1
,2

0
6

62
土

木
費

耐
震

診
断

促
進

事
業

費

建
築

物
の

地
震

に
対

す
る

安
全

性
の

向
上

を
図

る
た

め
、

民
間

建
築

物
の

耐
震

化
を

支
援

し
ま

す
。

根
本

小
校

区
に

お
い

て
、

戸
別

訪
問

に
よ

る
耐

震
啓

発
ロ

ー
ラ

ー
作

戦
を

実
施

し
ま

す
。

(1
)木

造
住

宅
の

無
料

耐
震

診
断

(4
5
件

)
(2

)木
造

住
宅

以
外

の
建

築
物

の
耐

震
診

断
経

費
補

助
(1

件
)

(3
)木

造
住

宅
の

耐
震

改
修

工
事

経
費

補
助

(8
件

)
(4

)木
造

住
宅

の
除

却
工

事
経

費
補

助
(4

件
)

(5
)耐

震
シ

ェ
ル

タ
ー

整
備

費
補

助
(2

件
)

1
5
,9

1
3

9
,5

9
2

1
1
,8

8
3

4
,0

3
0

●
63

土
木

費
中

央
自

動
車

道
跨

道
橋

撤
去

事
業

費

中
央

自
動

車
道

跨
道

橋
の

撤
去

を
実

施
し

ま
す

。
(令

和
6
～

1
0
年

度
)

中
日

本
高

速
道

路
(株

)の
助

成
金

を
活

用
し

て
、

令
和

7
年

度
は

長
瀬

橋
を

撤
去

す
る

も
の

で
す

。
(1

)令
和

7
年

度
：
中

日
本

高
速

道
路

(株
)へ

の
負

担
金

1
4
8
,0

0
0

3
7
0
,0

0
0

3
9
,9

0
0

1
0
3
,6

0
0

4
,5

0
0
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●
64

土
木

費
橋

り
ょ

う
長

寿
命

化
事

業
費

橋
り

ょ
う

の
老

朽
化

対
策

を
実

施
し

ま
す

。
(1

)明
和

町
横

断
歩

道
橋

(明
和

町
)、

無
名

橋
(光

ケ
丘

)の
長

寿
命

化
修

繕
工

事
及

び
旭

ケ
丘

歩
道

橋
の

修
繕

設
計

業
務

委
託

9
5
,5

1
3

4
8
,5

0
0

4
8
,4

0
0

3
5
,6

0
0

1
1
,5

1
3

●
65

土
木

費
市

道
5
2
2
4
0
0
線

道
路

改
良

事
業

費
(公

共
)

市
道

5
2
2
4
0
0
線

(根
本

道
路

)の
道

路
改

良
事

業
を

推
進

し
ま

す
。

(令
和

5
～

9
年

度
)

9
6
,3

0
0

8
5
,0

0
0

4
7
,0

0
0

4
2
,3

0
0

7
,0

0
0

66
土

木
費

市
道

5
2
2
4
0
0
線

道
路

改
良

事
業

費
(公

共
)

市
道

5
2
2
4
0
0
線

他
(根

本
道

路
)の

道
路

改
良

事
業

の
た

め
の

用
地

を
取

得
し

ま
す

。
(根

本
町

9
丁

目
、

1
2
丁

目
地

内
)

1
8
,9

5
2

2
0
,4

3
2

8
,5

0
0

7
,6

0
0

2
,8

5
2

67
土

木
費

か
わ

ま
ち

づ
く

り
事

業
費

か
わ

ま
ち

づ
く

り
協

議
会

と
し

て
、

多
目

的
空

間
を

は
じ

め
と

す
る

土
岐

川
河

川
敷

で
社

会
実

験
(実

証
実

験
)を

行
い

、
結

果
を

利
活

用
方

法
・
推

進
体

制
に

反
映

し
ま

す
。

8
,4

9
5

3
7
,5

1
9

8
,4

9
5

●
68

土
木

費
都

市
計

画
基

礎
事

業
費

多
治

見
駅

周
辺

地
区

の
低

未
利

用
地

に
対

す
る

高
度

利
用

需
要

調
査

を
実

施
し

ま
す

。
ネ

ッ
ト
ワ

ー
ク

型
コ

ン
パ

ク
ト
シ

テ
ィ

形
成

に
向

け
た

都
市

計
画

に
よ

る
規

制
・

誘
導

推
進

の
た

め
、

マ
ス

タ
ー

プ
ラ

ン
及

び
都

市
計

画
定

期
見

直
し

を
実

施
し

ま
す

。
(1

)岐
阜

県
の

「
都

市
計

画
区

域
マ

ス
タ

ー
プ

ラ
ン

」
の

中
間

改
訂

(2
)多

治
見

市
の

「
第

3
次

都
市

計
画

マ
ス

タ
ー

プ
ラ

ン
」
の

中
間

改
訂

(3
)区

域
区

分
及

び
用

途
地

域
の

見
直

し
(軽

易
な

変
更

)

1
2
,4

2
6

1
3
,8

0
5

1
,5

0
0

1
0
,9

2
6

●
69

土
木

費
道

路
問

題
対

策
関

係
事

業
費

市
内

の
慢

性
的

な
渋

滞
を

緩
和

す
る

た
め

、
関

係
部

局
と

連
携

し
た

対
応

策
を

検
討

し
ま

す
。

(1
)市

内
渋

滞
箇

所
対

策
案

の
作

成
及

び
そ

の
効

果
予

測
(2

)多
治

見
市

交
通

対
策

協
議

会
(3

回
)を

開
催

し
、

学
識

者
、

道
路

管
理

者
、

交
通

事
業

者
等

に
よ

る
渋

滞
対

策
を

研
究

(3
)県

、
東

濃
西

部
3
市

の
連

携
に

よ
る

東
濃

西
部

都
市

間
連

絡
道

路
事

業
推

進

8
,1

9
3

1
0
,4

7
5

8
,1

9
3
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●
70

土
木

費
空

き
家

対
策

事
業

費
老

朽
空

き
家

等
対

策
関

係
費

令
和

6
年

度
改

定
の

多
治

見
市

空
家

等
対

策
計

画
に

基
づ

き
、

空
き

家
対

策
を

実
施

し
ま

す
。

(1
)空

き
家

に
関

す
る

相
談

体
制

の
充

実
(無

料
相

談
会

・
セ

ミ
ナ

ー
の

実
施

、
定

期
的

な
相

談
窓

口
の

開
設

)及
び

通
報

空
き

家
等

へ
の

ア
プ

ロ
ー

チ
・
継

続
対

応
(2

)空
き

家
に

係
る

補
助

金
（
再

生
・
老

朽
・
危

険
）
の

交
付

(3
)相

続
財

産
清

算
人

の
選

出
に

よ
る

処
理

困
難

空
き

家
の

解
消

6
,6

8
8

1
1
,8

3
9

9
,7

0
5

1
0
,3

1
9

1
,5

0
0

6
,4

0
0

5
,1

8
8

5
,4

3
9

71
土

木
費

緑
化

推
進

費

緑
豊

か
な

生
活

環
境

の
実

現
を

目
指

し
、

市
内

の
公

共
用

地
に

緑
を

増
や

し
ま

す
。

令
和

7
年

度
は

中
心

市
街

地
等

の
緑

地
整

備
を

実
施

し
ま

す
。

〈
潮

見
の

森
園

路
：
桜

植
栽

、
虎

渓
公

園
：
桜

植
栽

、
喜

多
緑

地
：
サ

ル
ス

ベ
リ

、
や

す
ら

ぎ
の

森
(市

之
倉

町
)：

桜
植

栽
〉

2
5
,7

0
0

2
8
,6

0
0

2
3
,0

0
0

1
,2

0
0

1
,5

0
0

●
72

土
木

費
公

園
施

設
長

寿
命

化
事

業
費

令
和

3
年

度
に

策
定

し
た

『
公

園
施

設
長

寿
命

化
計

画
』
に

基
づ

き
、

施
設

の
長

寿
命

化
工

事
を

実
施

し
ま

す
。

(共
栄

公
園

他
3
公

園
)

4
1
,5

0
0

4
1
,5

0
0

2
0
,0

0
0

1
8
,0

0
0

3
,5

0
0

73
土

木
費

市
営

住
宅

施
設

整
備

費
市

営
住

宅
の

入
居

者
が

良
好

な
住

環
境

の
中

で
生

活
で

き
る

よ
う

、
高

根
団

地
中

層
住

宅
、

物
置

・
駐

輪
場

の
大

規
模

改
修

、
バ

リ
ア

フ
リ

ー
改

修
、

風
呂

設
置

等
の

工
事

を
実

施
し

ま
す

。
8
6
,1

3
9

3
0
,8

2
2

2
3
,5

5
2

6
2
,5

8
7

74
消

防
費

応
急

手
当

普
及

関
係

費

市
民

に
よ

る
救

急
蘇

生
法

の
効

果
を

高
め

、
一

層
の

救
命

率
向

上
を

目
指

し
ま

す
。

(1
)e

-
ラ

ー
ニ

ン
グ

や
リ

モ
ー

ト
講

習
の

推
進

(2
)社

会
に

出
る

ま
で

の
間

に
、

A
E
D

の
使

用
方

法
を

含
む

救
急

蘇
生

法
を

習
得

さ
せ

る
た

め
、

小
学

校
6
年

生
、

中
学

校
2
年

生
、

高
校

1
年

生
に

対
し

て
救

急
講

習
の

実
施

ま
た

、
A

E
D

を
適

正
に

維
持

管
理

し
突

然
の

心
停

止
に

対
す

る
救

命
率

向
上

を
目

指
し

ま
す

。
(1

)2
4
時

間
使

用
可

能
な

設
置

場
所

へ
の

見
直

し
(令

和
6
年

1
0
月

3
1
日

現
在

　
設

置
率

8
9
％

)

6
,6

8
8

7
,0

0
3

6
,6

8
8
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75

消
防

費
消

防
指

令
業

務
共

同
運

用
関

係
費

現
在

、
多

治
見

市
、

中
津

川
市

、
瑞

浪
市

、
恵

那
市

及
び

土
岐

市
が

各
市

で
実

施
し

て
い

る
消

防
通

信
指

令
事

務
に

つ
い

て
、

5
市

が
共

同
で

消
防

指
令

セ
ン

タ
ー

を
整

備
し

令
和

8
年

度
の

運
用

開
始

を
目

指
し

ま
す

。
令

和
7
年

度
は

消
防

指
令

セ
ン

タ
ー

建
物

の
建

築
工

事
・
指

令
シ

ス
テ

ム
の

整
備

工
事

を
行

い
ま

す
。

3
3
6
,5

1
9

2
2
0
,5

2
5

3
3
6
,3

0
0

2
1
9

76
消

防
費

消
防

団
員

募
集

啓
発

事
業

費
消

防
団

員
の

加
入

促
進

を
目

的
と

し
て

、
P
R
用

パ
ン

フ
レ

ッ
ト
を

消
防

団
員

と
協

力
し

て
作

成
し

、
消

防
団

員
の

条
例

定
数

に
対

す
る

充
足

率
の

向
上

を
図

り
ま

す
。

7
2
1

5
4
1

7
2
1

●
77

消
防

費
北

消
防

署
移

転
整

備
事

業
費

老
朽

化
し

た
北

消
防

署
庁

舎
の

移
転

整
備

事
業

を
進

め
、

消
防

体
制

の
充

実
強

化
を

図
り

ま
す

。
令

和
7
年

度
は

、
建

築
工

事
(令

和
6
年

か
ら

の
継

続
事

業
)等

を
完

了
し

、
供

用
開

始
準

備
を

行
い

ま
す

。
供

用
開

始
予

定
日

：
令

和
8
年

4
月

1
日

6
9
9
,6

0
6

6
6
3
,2

0
8

5
6
0
,6

0
0

2
,0

0
0

1
3
7
,0

0
6

78
消

防
費

防
災

無
線

整
備

費

防
災

行
政

無
線

の
設

備
更

新
事

業
の

2
年

目
で

す
。

現
設

備
の

老
朽

化
対

応
と

し
て

、
地

方
債

を
活

用
し

て
設

備
を

更
新

し
ま

す
。

更
新

に
伴

い
、

文
字

入
力

放
送

機
能

や
他

の
情

報
発

信
媒

体
(緊

急
メ

ー
ル

、
市

H
P
、

L
IN

E
)と

の
連

動
一

括
放

送
機

能
を

追
加

し
、

屋
外

子
局

の
停

電
時

非
常

電
源

を
増

幅
す

る
等

、
設

備
機

能
を

強
化

し
て

平
時

及
び

有
事

の
情

報
伝

達
体

制
の

さ
ら

な
る

充
実

を
図

り
ま

す
。

2
9
4
,6

0
2

2
0
0
,0

3
8

2
9
4
,5

0
0

1
0
2

●
79

消
防

費
防

災
関

係
施

設
整

備
費

地
方

債
を

活
用

し
て

避
難

所
に

指
定

さ
れ

て
い

る
陶

都
中

学
校

及
び

小
泉

小
学

校
の

体
育

館
に

空
調

機
を

設
置

し
ま

す
。

既
に

空
調

整
備

済
み

の
感

謝
と

挑
戦

の
T

Y
K

体
育

館
(総

合
体

育
館

)と
整

備
中

の
笠

原
小

中
学

校
体

育
館

と
と

も
に

人
口

集
積

エ
リ

ア
に

お
け

る
拠

点
避

難
所

と
し

て
避

難
所

生
活

環
境

を
充

実
さ

せ
、

近
年

の
大

規
模

災
害

で
課

題
視

さ
れ

て
い

る
災

害
関

連
死

等
の

避
難

生
活

に
起

因
す

る
二

次
災

害
の

防
止

対
策

を
推

進
し

ま
す

。

2
6
2
,0

0
0

2
6
2
,0

0
0

事
業

名
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目
名
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款

名
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番
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概
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R
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80
消

防
費

個
別

避
難

計
画

関
係

費

令
和

6
年

度
に

続
き

避
難

行
動

要
支

援
者

の
個

別
避

難
計

画
の

作
成

を
進

め
ま

す
。

避
難

行
動

要
支

援
者

名
簿

登
載

者
の

う
ち

災
害

危
険

区
域

に
お

住
ま

い
の

方
を

優
先

作
成

対
象

者
と

し
、

令
和

7
年

度
中

の
完

了
を

目
指

し
ま

す
。

個
別

避
難

計
画

の
実

効
性

を
確

保
す

る
た

め
、

作
成

作
業

を
対

象
者

が
居

住
す

る
自

治
会

(区
)に

委
託

し
、

有
事

の
み

な
ら

ず
平

時
か

ら
「
共

助
」
が

効
果

的
に

作
用

す
る

質
の

高
い

計
画

作
成

を
目

指
し

ま
す

。

6
,0

2
5

5
,9

7
6

6
,0

2
5

81
教

育
費

不
登

校
児

童
生

徒
適

応
指

導
関

係
費

不
登

校
の

未
然

防
止

や
学

級
に

復
帰

し
や

す
い

環
境

を
つ

く
る

た
め

、
所

属
学

級
以

外
で

学
習

が
で

き
る

よ
う

に
校

内
教

育
支

援
室

を
充

実
さ

せ
、

学
習

支
援

員
4
名

を
ト
ラ

イ
サ

ポ
ー

タ
ー

と
し

て
増

員
し

ま
す

。
所

属
学

級
以

外
の

居
場

所
と

な
る

よ
う

校
内

教
育

支
援

室
の

環
境

を
整

え
る

経
費

(2
校

分
）

で
す

。

8
,7

0
9

8
,8

8
0

1
0
0

8
,6

0
9

82
教

育
費

イ
ン

ク
ル

ー
シ

ブ
教

育
推

進
事

業
費

「
イ

ン
ク

ル
ー

シ
ブ

教
育

推
進

た
じ

み
プ

ラ
ン

」
を

推
進

す
る

た
め

の
経

費
で

す
。

点
検

・
評

価
を

行
う

委
員

（
学

識
経

験
者

、
医

師
等

）
、

特
別

支
援

教
育

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

研
修

会
等

の
講

師
、

医
療

的
ケ

ア
児

に
関

わ
る

指
導

医
及

び
医

療
的

ケ
ア

運
営

協
議

会
の

委
員

の
報

償
費

で
す

。
支

援
が

必
要

な
児

童
生

徒
に

は
デ

ジ
タ

ル
教

科
書

を
使

用
し

て
い

ま
す

。

2
,2

4
1

1
,2

4
3

2
,2

4
1

83
教

育
費

小
中

一
貫

教
育

校
調

査
研

究
費

笠
原

小
中

学
校

の
開

校
に

関
連

し
た

経
費

で
す

。
笠

原
小

中
学

校
の

閉
校

式
(講

演
会

等
)に

関
わ

る
費

用
と

校
旗

作
成

に
要

す
る

費
用

で
す

。
2
,3

2
5

1
,1

9
0

2
,3

2
5

84
教

育
費

習
慣

向
上

推
進

事
業

費
子

ど
も

の
運

動
習

慣
・
学

習
習

慣
・
生

活
習

慣
の

向
上

を
図

り
、

習
慣

向
上

推
進

委
員

会
の

開
催

、
た

じ
っ

子
い

き
い

き
通

信
の

発
行

、
幼

保
の

い
き

い
き

遊
び

、
た

じ
っ

子
チ

ャ
レ

ン
ジ

、
た

じ
っ

子
C

it
yC

u
p
等

を
実

施
し

ま
す

。
2
1
6

4
3
2

2
1
6

事
業

名
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目
名

）
款

名
通

番
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重
点

概
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R
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R
6
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R
7
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85
教

育
費

土
曜

学
習

講
座

実
施

事
業

費
「
ふ

る
さ

と
多

治
見

」
に

つ
い

て
学

ぶ
機

会
を

提
供

し
、

豊
か

な
体

験
活

動
を

通
し

て
休

日
を

有
意

義
に

過
ご

す
と

と
も

に
、

郷
土

に
愛

着
を

感
じ

る
児

童
生

徒
を

育
成

す
る

た
め

、
土

曜
学

習
講

座
の

充
実

を
図

り
ま

す
。

1
,2

3
8

1
,0

9
3

8
5
1

3
8
7

●
86

教
育

費
キ

ャ
リ

ア
教

育
実

施
事

業
費

将
来

の
夢

や
目

標
を

育
む

キ
ャ

リ
ア

教
育

の
充

実
を

目
指

し
、

地
元

企
業

等
と

連
携

し
た

職
場

体
験

、
職

業
講

話
、

様
々

な
職

業
の

人
と

関
わ

り
将

来
の

夢
や

希
望

を
育

む
オ

ン
ラ

イ
ン

キ
ャ

リ
ア

教
育

を
実

施
し

ま
す

。
2
,4

3
0

2
,5

6
5

2
,4

3
0

●
87

教
育

費
笠

原
小

中
学

校
建

設
事

業
費

令
和

8
年

4
月

の
開

校
を

目
指

し
、

昨
年

度
に

引
き

続
き

、
笠

原
小

中
学

校
の

建
設

工
事

を
進

め
ま

す
。

4
,3

8
0
,5

5
9

2
,1

2
4
,6

3
8

4
9
1
,3

4
7

2
,7

1
3
,5

0
0

2
0
,0

0
0

1
,1

5
5
,7

1
2

●
88

教
育

費
小

学
校

IC
T

整
備

事
業

費
中

学
校

IC
T

整
備

事
業

費

次
期

学
習

用
タ

ブ
レ

ッ
ト
端

末
を

岐
阜

県
の

共
同

調
達

(一
括

購
入

)に
よ

り
更

新
し

ま
す

。
(1

)小
学

校
：
児

童
分

、
教

職
員

分
、

予
備

分
　

5
,2

4
8
台

(2
)中

学
校

：
生

徒
分

、
教

職
員

分
、

予
備

分
　

3
,1

3
0
台

　
計

8
,3

7
8
台

※
前

回
は

、
令

和
2
年

度
に

整
備

し
、

翌
年

度
か

ら
使

用
開

始
(整

備
台

数
8
,6

7
7
台

)

6
6
6
,1

3
7

2
8
6
,6

6
0

3
7
9
,4

7
7

●
89

教
育

費
教

科
用

図
書

及
び

指
導

書
購

入
事

業
費

(中
学

校
)

中
学

校
の

教
科

書
採

択
替

え
(令

和
7
年

度
～

)に
よ

り
、

新
た

に
教

師
用

デ
ジ

タ
ル

指
導

書
、

教
師

用
教

科
書

を
購

入
す

る
費

用
で

す
。

デ
ジ

タ
ル

指
導

書
は

大
型

モ
ニ

タ
ー

に
教

科
書

を
映

し
た

り
、

書
き

込
ん

だ
り

で
き

、
豊

富
な

映
像

資
料

を
も

と
に

理
解

を
深

め
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

ま
た

、
教

員
の

教
材

準
備

の
時

間
を

削
減

し
ま

す
。

2
4
,7

2
8

5
2

2
4
,7

2
8

90
教

育
費

文
化

財
保

護
普

及
啓

発
費

指
定

文
化

財
や

埋
蔵

文
化

財
、

民
俗

資
料

等
を

活
用

し
て

、
市

民
や

学
校

等
に

対
す

る
展

示
や

授
業

、
刊

行
物

の
発

刊
な

ど
を

行
い

ま
す

。
ま

た
、

文
化

財
保

護
セ

ン
タ

ー
に

お
い

て
企

画
展

を
年

2
回

開
催

し
、

文
化

財
に

親
し

む
場

の
提

供
や

保
護

意
識

の
醸

成
を

図
り

ま
す

。

2
,2

1
7

1
,9

9
6

1
2
,2

1
6
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R
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91
教

育
費

市
内

遺
跡

発
掘

調
査

等
事

業
費

埋
蔵

文
化

財
発

掘
調

査
業

務
を

公
益

財
団

法
人

多
治

見
市

文
化

振
興

事
業

団
に

委
託

し
て

行
い

ま
す

。
2
1
,1

2
9

1
7
,8

2
0

1
,0

0
5

2
9
5

1
9
,8

2
9

92
教

育
費

文
化

財
保

護
セ

ン
タ

ー
施

設
整

備
費

文
化

財
保

護
セ

ン
タ

ー
の

倉
庫

及
び

建
物

の
改

修
整

備
を

行
い

ま
す

。
改

修
整

備
の

内
容

は
以

下
の

と
お

り
で

す
。

(1
)第

4
倉

庫
の

壁
の

改
修

(2
)文

化
財

保
護

セ
ン

タ
ー

正
面

玄
関

ス
ロ

ー
プ

の
改

修

3
,7

7
1

3
,7

7
1

93
教

育
費

全
国

健
康

福
祉

祭
ぎ

ふ
大

会
開

催
関

係
費

岐
阜

県
で

開
催

さ
れ

る
全

国
健

康
福

祉
祭

ぎ
ふ

大
会

(ね
ん

り
ん

ピ
ッ

ク
岐

阜
2
0
2
5
)に

お
い

て
パ

ド
ル

テ
ニ

ス
交

流
大

会
を

開
催

し
ま

す
。

3
,7

6
4

1
,2

0
0

3
,7

6
4

●
94

教
育

費
星

ケ
台

運
動

公
園

整
備

事
業

費

星
ケ

台
運

動
公

園
の

大
規

模
整

備
事

業
を

令
和

5
年

度
か

ら
令

和
7
年

度
に

か
け

て
行

い
ま

す
。

(令
和

7
年

度
上

期
に

整
備

完
了

)
(1

)テ
ニ

ス
コ

ー
ト
の

増
設

、
多

目
的

広
場

の
整

備
、

管
理

棟
の

新
設

(2
)運

動
広

場
の

整
備

、
ト
イ

レ
棟

の
新

設
(3

)競
技

場
に

照
明

設
備

を
設

置

5
2
6
,3

7
2

2
7
1
,1

7
6

4
7
2
,1

0
0

5
4
,2

7
2

●
95

教
育

費
学

校
給

食
調

査
研

究
費

食
育

セ
ン

タ
ー

見
学

や
食

育
講

座
を

通
じ

、
食

育
を

推
進

し
ま

す
。

ま
た

、
食

物
ア

レ
ル

ギ
ー

の
園

児
、

児
童

及
び

生
徒

に
対

す
る

給
食

に
つ

い
て

調
査

研
究

を
行

い
、

学
校

給
食

ア
レ

ル
ギ

ー
対

応
を

推
進

し
ま

す
。

2
,1

5
2

2
,3

4
1

2
,1

5
2

96
教

育
費

学
校

給
食

地
産

地
消

推
進

事
業

費

市
内

農
家

や
関

係
機

関
と

調
整

を
行

い
、

学
校

給
食

に
お

け
る

市
内

農
産

物
を

使
用

し
た

「
た

じ
っ

こ
給

食
」
を

実
施

し
ま

す
。

ま
た

、
地

元
農

家
と

連
携

し
た

小
学

生
向

け
の

農
業

体
験

を
実

施
し

、
食

育
を

推
進

し
ま

す
。

1
,4

5
6

1
,3

3
8

6
5
0

8
0
6

事
業

名
（細

目
名

）
款

名
通

番
最

重
点

概
　

  
　

要
　

  
　

説
　

  
　

明
R

7
当

初
予

算
額

R
6
当

初
予

算
額

R
7
当

初
予

算
額

の
財

源
内

訳
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特
別

会
計

国
県

支
出

金
市

　
　

債
そ

の
他

一
般

財
源

1
南

姫
財

産
区

事
業

特
別

会
計

3
0
区

運
営

助
成

費
繰

出
金

3
0
区

の
福

利
厚

生
を

目
的

と
し

て
各

種
団

体
の

育
成

、
地

域
振

興
の

た
め

の
助

成
費

を
繰

出
し

、
そ

の
活

動
を

支
援

し
ま

す
。

5
,5

0
0

5
,3

6
5

5
,5

0
0

2
土

地
取

得
事

業
特

別
会

計
公

共
用

地
先

行
取

得
事

業
費

公
共

用
地

の
先

行
取

得
の

た
め

に
必

要
な

土
地

購
入

費
や

そ
れ

に
伴

う
諸

経
費

で
す

。
6
3
3
,0

0
0

6
3
3
,0

0
0

6
3
3
,0

0
0

3
駐

車
場

事
業

特
別

会
計

駐
車

場
一

般
事

務
費

多
治

見
駅

北
立

体
駐

車
場

、
豊

岡
駐

車
場

、
多

治
見

駅
南

ロ
ー

タ
リ

ー
駐

車
場

、
多

治
見

駅
北

ロ
ー

タ
リ

ー
駐

車
場

等
に

つ
い

て
、

適
切

な
管

理
や

運
営

を
行

っ
て

い
き

ま
す

。
9
,1

5
8

8
,7

3
3

9
,1

5
8

4
返

還
基

金
積

立
金

新
し

い
入

居
者

の
敷

金
収

入
を

積
立

て
る

も
の

で
す

。
1
,2

0
0

1
,8

0
0

1
,2

0
0

5
退

居
者

敷
金

返
還

金
退

居
者

に
対

し
て

敷
金

を
返

還
す

る
も

の
で

す
。

3
,0

0
0

3
,0

0
0

3
,0

0
0

6
一

般
管

理
事

務
費

マ
イ

ナ
ン

バ
ー

カ
ー

ド
と

健
康

保
険

証
の

一
体

化
に

伴
い

、
健

康
保

険
証

が
廃

止
と

な
っ

た
た

め
、

マ
イ

ナ
保

険
証

の
周

知
・
啓

発
に

努
め

ま
す

。
ま

た
、

令
和

7
年

7
月

及
び

1
1
月

の
資

格
確

認
書

、
資

格
情

報
の

お
知

ら
せ

へ
の

年
次

更
新

を
円

滑
に

実
施

し
ま

す
。

4
5
,1

1
8

4
8
,5

7
7

5
5

4
5
,0

6
3

7
保

険
料

賦
課

徴
収

事
務

費
保

険
料

の
収

入
確

保
の

た
め

、
収

納
率

高
率

維
持

に
努

め
ま

す
。

(令
和

5
年

度
現

年
収

納
率

:9
7
.0

1
%
)

1
8
,3

0
1

1
6
,5

5
2

1
8
,3

0
1

8
特

定
健

康
診

査
等

事
業

費
生

活
習

慣
病

の
発

症
や

重
症

化
を

予
防

の
た

め
、

4
0
歳

か
ら

7
4
歳

の
被

保
険

者
に

、
特

定
健

診
・
特

定
保

健
指

導
を

実
施

し
ま

す
。

(特
定

健
診

受
診

率
　

目
標

：
4
5
%
　

令
和

5
年

度
受

診
率

：
3
9
.3

％
)

8
9
,4

3
4

9
5
,4

8
9

3
1
,8

2
2

5
7
,6

1
2

令
和

７
年

度
　

特
別

会
計

予
算

の
主

要
内

容

市
営

住
宅

敷
金

等
特

別
会

計

国
民

健
康

保
険

事
業

特
別

会
計

 (
単

位
：
千

円
)

細
目

名
概

　
  

　
要

　
  

　
説

　
  

　
明

R
7
当

初
予

算
額

最
重

点
通

番
会

計
名

R
6
当

初
予

算
額

R
7
当

初
予

算
額

の
財

源
内

訳
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国

県
支

出
金

市
　

　
債

そ
の

他
一

般
財

源

●
9

介
護

サ
ー

ビ
ス

利
用

者
調

査
事

業
費

第
1
0
期

(令
和

9
年

度
～

令
和

1
1
年

度
)多

治
見

市
高

齢
者

保
健

福
祉

計
画

を
策

定
し

ま
す

。
令

和
7
年

度
か

ら
令

和
8
年

度
に

か
け

て
策

定
し

、
令

和
7
年

度
は

日
常

生
活

圏
域

調
査

業
務

及
び

給
付

分
析

等
推

計
業

務
を

実
施

し
ま

す
。

5
,6

6
4

5
,6

6
4

●
10

介
護

予
防

ケ
ア

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

事
業

費

高
齢

者
人

口
の

増
加

に
伴

う
要

支
援

者
(事

業
対

象
者

を
含

む
)の

ケ
ア

プ
ラ

ン
件

数
増

加
に

よ
り

、
業

務
量

が
増

大
し

て
い

る
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
に

対
し

予
算

を
増

額
し

業
務

負
担

を
軽

減
し

ま
す

。
4
4
,8

9
8

3
4
,0

9
8

2
9
,4

2
9

1
5
,4

6
9

●
11

一
般

介
護

予
防

事
業

費

高
齢

者
を

対
象

と
し

た
、

介
護

予
防

に
関

す
る

知
識

の
普

及
・
啓

発
や

、
地

域
サ

ロ
ン

等
の

介
護

予
防

に
資

す
る

地
域

の
自

主
的

な
活

動
の

育
成

・
支

援
事

業
を

行
い

ま
す

。
ま

た
、

高
齢

者
の

引
き

こ
も

り
対

策
や

介
護

予
防

と
し

て
、

健
康

麻
雀

を
普

及
す

る
た

め
、

地
域

福
祉

協
議

会
に

対
し

、
新

た
に

、
健

康
麻

雀
用

備
品

購
入

の
補

助
を

実
施

し
ま

す
。

3
3
,7

6
2

3
3
,0

9
4

1
1
,7

6
0

2
2
,0

0
2

12
後

期
高

齢
者

医
療

特
別

会
計

一
般

管
理

事
務

費

マ
イ

ナ
ン

バ
ー

カ
ー

ド
と

健
康

保
険

証
の

一
体

化
に

伴
い

、
健

康
保

険
証

が
廃

止
と

な
っ

た
た

め
、

マ
イ

ナ
保

険
証

の
周

知
・
啓

発
に

努
め

ま
す

。
ま

た
、

令
和

7
年

7
月

の
資

格
確

認
書

、
資

格
情

報
の

お
知

ら
せ

の
年

次
一

斉
更

新
を

円
滑

に
実

施
し

ま
す

。

9
,0

0
9

2
2
,6

9
4

9
,0

0
9

介
護

保
険

事
業

特
別

会
計

細
目

名
概

　
  

　
要

　
  

　
説

　
  

　
明

R
7
当

初
予

算
額

最
重

点
通

番
会

計
名

R
6
当

初
予

算
額

R
7
当

初
予

算
額

の
財

源
内

訳
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企
業

会
計

国
県

支
出

金
市

　
　

債
そ

の
他

一
般

財
源

1
上

下
水

道
事

業
経

営
審

議
会

水
道

事
業

、
下

水
道

事
業

及
び

農
業

集
落

排
水

事
業

の
適

正
か

つ
効

率
的

な
経

営
を

図
る

た
め

、
料

金
改

定
他

、
経

営
に

関
す

る
重

要
事

項
を

上
下

水
道

事
業

経
営

審
議

会
に

諮
問

し
ま

す
。

2
3
7

1
2
0

2
3
7

●
2

オ
ー

ト
メ

ッ
セ

ー
ジ

・
シ

ス
テ

ム
導

入

S
M

S
(シ

ョ
ー

ト
メ

ッ
セ

ー
ジ

)を
活

用
し

、
水

道
料

金
の

お
支

払
い

等
を

案
内

す
る

サ
ー

ビ
ス

を
開

始
し

ま
す

。
ま

た
、

効
果

を
検

証
し

、
全

庁
的

な
取

り
組

み
と

し
て

、
横

展
開

を
検

討
し

ま
す

。
1
,5

3
6

1
,5

3
6

●
3

(補
助

事
業

)
岐

阜
県

生
活

基
盤

施
設

耐
震

化
等

交
付

金
事

業

旭
ケ

丘
配

水
区

に
お

い
て

、
旭

ケ
丘

第
1
配

水
池

か
ら

重
要

給
水

施
設

で
あ

る
基

幹
病

院
等

ま
で

の
非

耐
震

管
で

あ
る

配
水

管
を

耐
震

性
能

を
有

す
る

配
水

管
に

整
備

し
ま

す
。

(1
)旭

ケ
丘

　
口

径
2
5
0
～

3
0
0
m

m
　

延
長

9
6
0
m

　
(延

長
計

　
9
6
0
m

)

2
0
0
,0

0
0

1
1
,0

0
0

5
0
,0

0
0

1
5
0
,0

0
0

●
4

老
朽

管
布

設
替

事
業

事
故

や
災

害
に

備
え

水
道

水
を

安
定

的
に

供
給

で
き

る
よ

う
に

老
朽

管
更

新
工

事
を

行
い

耐
震

化
を

促
進

し
ま

す
。

(1
)明

和
町

4
丁

目
　

口
径

7
5
～

1
5
0
m

m
　

延
長

1
,1

5
0
m

(2
)大

畑
町

西
仲

根
　

口
径

5
0
～

1
0
0
m

m
　

延
長

7
8
0
m

(3
)市

之
倉

1
3
丁

目
　

口
径

5
0
～

1
0
0
m

m
　

延
長

9
0
0
m

(4
)そ

の
他

市
内

一
円

　
口

径
5
0
～

1
5
0
m

m
　

延
長

7
,1

3
0
m

　
(延

長
計

9
,9

6
0
m

)

8
6
6
,4

5
0

7
4
1
,6

5
0

3
1
2
,5

0
0

5
5
3
,9

5
0

令
和

７
年

度
　

企
業

会
計

予
算

の
主

要
内

容

水
道

事
業

会
計

 (
単

位
：
千

円
)

最
重

点
通

番
会

計
名

細
目

名
概

　
  

　
要

　
  

　
説

　
  

　
明

R
7
当

初
予

算
額

R
6
当

初
予

算
額

R
7
当

初
予

算
額

の
財

源
内

訳
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国

県
支

出
金

市
　

　
債

そ
の

他
一

般
財

源

5
上

下
水

道
事

業
経

営
審

議
会

水
道

事
業

、
下

水
道

事
業

及
び

農
業

集
落

排
水

事
業

の
適

正
か

つ
効

率
的

な
経

営
を

図
る

た
め

、
料

金
改

定
他

、
経

営
に

関
す

る
重

要
事

項
を

上
下

水
道

事
業

経
営

審
議

会
に

諮
問

し
ま

す
。

1
1
9

4
0
0

1
1
9

6
(補

助
・
起

債
事

業
)

管
渠

長
寿

命
化

事
業

虎
渓

町
及

び
本

町
地

内
に

お
い

て
下

水
道

管
渠

の
長

寿
命

化
工

事
を

行
い

ま
す

。
ま

た
、

高
田

町
・
東

町
地

内
に

設
置

さ
れ

て
い

る
マ

ン
ホ

ー
ル

ポ
ン

プ
の

更
新

工
事

を
行

い
ま

す
。

3
2
8
,0

0
0

4
1
0
,0

0
0

1
3
0
,0

0
0

1
7
2
,5

0
0

2
5
,5

0
0

7
(補

助
・
起

債
事

業
)

地
震

対
策

事
業

指
定

避
難

所
の

う
ち

、
バ

ロ
ー

文
化

ホ
ー

ル
(多

治
見

市
文

化
会

館
)及

び
笠

原
交

流
セ

ン
タ

ー
の

2
箇

所
に

マ
ン

ホ
ー

ル
ト
イ

レ
を

設
置

し
ま

す
。

ま
た

、
大

畑
町

他
の

管
渠

耐
震

化
工

事
並

び
に

池
田

下
水

処
理

場
内

の
分

流
滅

菌
棟

及
び

放
流

渠
の

耐
震

診
断

を
行

い
ま

す
。

1
4
0
,8

1
7

3
8
,7

9
0

6
9
,4

0
9

4
0
,1

0
0

3
1
,3

0
8

●
8

(補
助

・
起

債
事

業
)

処
理

場
長

寿
命

化
事

業

池
田

下
水

処
理

場
の

長
寿

命
化

工
事

(合
流

系
監

視
設

備
更

新
等

)を
行

い
ま

す
。

ま
た

、
機

械
設

備
調

査
及

び
電

気
設

備
更

新
詳

細
設

計
を

行
い

ま
す

。
6
4
0
,1

3
4

4
8
9
,4

2
7

2
4
3
,1

5
0

3
5
9
,4

0
0

3
7
,5

8
4

9
農

業
集

落
排

水
事

業
会

計
汚

水
処

理
場

費
廿

原
地

区
の

農
業

集
落

排
水

施
設

に
お

け
る

汚
水

処
理

に
要

す
る

経
費

で
す

。
3
,7

2
8

3
,6

2
5

3
,7

2
8

10
そ

の
他

医
業

費
用

指
定

管
理

者
が

救
急

医
療

、
保

健
衛

生
事

業
、

小
児

医
療

、
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

医
療

等
政

策
的

医
療

を
実

施
す

る
た

め
の

経
費

を
一

部
負

担
し

ま
す

。
将

来
を

見
据

え
た

長
期

安
定

的
な

病
院

運
営

の
た

め
、

市
民

病
院

の
医

師
確

保
対

策
及

び
不

採
算

部
門

の
経

費
の

一
部

の
補

助
な

ど
継

続
的

な
運

営
支

援
を

行
い

ま
す

。

3
7
2
,6

3
0

3
5
6
,7

8
0

3
7
2
,6

3
0

11
固

定
資

産
購

入
費

電
子

カ
ル

テ
シ

ス
テ

ム
を

導
入

し
ま

す
。

ま
た

、
耐

用
年

数
が

経
過

し
た

医
療

機
器

に
つ

い
て

、
順

次
更

新
を

行
い

ま
す

。
5
8
5
,0

0
0

3
8
5
,0

0
0

5
8
5
,0

0
0

下
水

道
事

業
会

計

病
院

事
業

会
計

最
重

点
通

番
会

計
名

細
目

名
概

　
  

　
要
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一般会計 （単位：人）

款 項 目 目 名 特別職 一般職
再任用
(常勤）

再任用
（短時間）

第１種会計年度
任用職員

第２種会計年度
任用職員 嘱託 計

1 1 1 議会費 5 2 7

2 1 1 一般管理費 2 87 1 1 37 33 161

2 2 1 税務総務費 34 1 1 5 20 61

2 3 1 戸籍住民基本台帳費 14 1 27 11 53

2 4 1 選挙管理委員会費 4 4

2 5 1 統計調査総務費 1 1 10 12

2 5 2 受託統計調査費 1 1

2 6 1 監査委員費 1 1

3 1 1 社会福祉総務費 17 13 5 35

3 1 4 老人福祉費 13 13

3 1 7 国民年金費 2 2 4

3 2 1 児童福祉総務費 18 1 12 8 39

3 2 2 保育所費 116 1 1 150 268

3 3 1 生活保護総務費 6 3 1 10

4 1 1 保健衛生総務費 33 9 7 3 52

4 2 1 清掃総務費 5 5

4 2 2 塵芥処理場費 28 2 2 12 44

4 2 3 し尿処理場費 0

6 1 1 農業委員会費 1 1 1 3

6 1 2 農業総務費 4 1 5

6 2 1 林業総務費 1 4 5

7 1 1 商工総務費 22 3 1 26

7 1 4 陶磁器意匠研究所費 9 4 13

8 1 1 土木総務費 28 2 7 2 39

8 2 1 道路橋りょう総務費 22 2 1 1 26

8 3 1 河川総務費 2 2

8 4 1 都市計画総務費 20 2 2 3 27

8 5 1 住宅管理費 4 1 5

9 1 1 常備消防費 113 1 7 1 122

10 1 2 事務局費 1 23 1 26 12 63

10 1 3 教育研究所費 3 3

10 2 1 学校管理費 2 8 108 118

10 3 1 学校管理費 2 1 11 45 59

10 5 1 幼稚園費 28 2 31 61

10 6 1 社会教育総務費 1 1

10 6 9 文化財保護センター費 2 1 2 5

10 7 1 保健体育総務費 3 1 2 6

10 8 1 学校給食総務費 5 2 7

10 8 2 学校給食調理場費 10 2 42 54

3 689 17 8 185 514 4 1,420

国民健康保険事業特別会計 （単位：人）

款 項 目 目 名 特別職 一般職
再任用
(常勤）

再任用
（短時間）

第１種会計年度
任用職員

第２種会計年度
任用職員 嘱託 計

1 1 1 一般管理費 15 9 2 26

0 15 0 0 9 2 0 26

介護保険事業特別会計 （単位：人）

款 項 目 目 名 特別職 一般職
再任用
(常勤）

再任用
（短時間）

第１種会計年度

任用職員

第２種会計年度

任用職員
嘱託 計

1 1 1 一般管理費 14 13 2 2 31

0 14 0 0 13 2 2 31

（単位：人）

3 718 17 8 207 518 6 1,477

令和７年度　人件費計上人員一覧表

合 計

合 計

合 計

合 計
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議第31号 市政監察契約の締結について 

多治見市職員による公益通報に関する条例（平成18年条例第53号）に基づく市政

監察契約について、國光 健宏（くにみつ たけひろ）弁護士が令和７年３月31日

に契約期間満了となるため、同氏と引き続き市政監察契約を締結する。 

１ 契約の目的 市政監察契約 

２ 契約の方法 随意契約 

３ 契約金額 次に掲げる額（消費税等の額を含まない。） 

(１) 基本額 月額20,000円 

(２) 実績額 次のア及びイの合計額 

ア 公益通報に基づく調査１件につき30,000円 

イ 公益通報に基づく調査１時間につき15,000円。ただし、１時間に満たな

い時間については、30分未満は7,500円とし、30分以上は15,000円とする。 

４ 契約の相手方 多治見市栄町３丁目39番地 

國光 健宏 

５ 契約期間 令和７年４月１日から令和10年３月31日まで 

 

議第32号 工事請負契約の変更について 

  令和５年12月20日議第115号をもって議決を経た星ケ台運動公園整備工事に係る

大日本・井戸・新興特定建設工事共同企業体との工事請負契約の一部を次のとおり

変更する。 

変更点 １ 契約金額 〔変更後〕一金 980,025,200円 

          〔変更前〕一金 948,200,000円 

      ２ 変更理由  

(１) 造成に伴う立木の伐採量が確定したため。 

(２) テニスコート観客席シェルターの構造を変更したため。 

(３) 急激な物価変動に伴う対応として契約約款第25条第６項に定め

るインフレスライド条項を適用するため。 

 

議第33号 多治見市固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 大坪 弘典（おおつぼ ひろのり）委員が令和７年３月25日に任期満了となるた

め、後任として加藤 洋司（かとう ようじ）氏を新たに選任する。 

【参考】 

委員数：３人 

委員会の目的：固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定する。 

（地方税法（昭和25年法律第226号）第423条第１項） 

 

議第34号 多治見市子どもの権利擁護委員の選任について 

 藤田 聖典（ふじた きよのり）委員が令和７年３月31日に任期満了となるため、

同氏を引き続き選任する。 

【参考】 

委員数：３人 
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職 務： 

(１) 子どもの権利侵害について相談に応じ、その子どもの救済や回復のため

に、助言や支援をすること。 

(２) 子どもの権利侵害にかかわる救済の申立てを受けて、また、必要がある

ときには自らの判断で、その子どもの救済や回復にむけて調査、調整、勧告、

是正要請をすること。 

(３) 前号の勧告、是正要請を受けてとられた措置の報告を求めること。 

（多治見市子どもの権利に関する条例（平成15年条例第27号）第14条） 
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議第35号 市道路線の廃止及び認定について 

区分 市道の名称 起点と終点 延長 

廃止 015200線 
多治見市 東町１丁目９番14 

同  市 東町４丁目９番１ 

地先から 

地先まで 
2,231.90m 

認定 015200線 
多治見市 東町１丁目57番２ 

同  市 東町４丁目６番10 

地先から

地先まで 
1,588.30m 

＜議第35号理由＞ 

市道と県道肥田下石線で認定が重複している箇所について、市道の一部を廃止す

るもの。 

 

議第36号 市道路線の廃止及び認定について 

区分 市道の名称 起点と終点 延長 

廃止 211940線 
多治見市 白山町１丁目32番３ 

同  市 音羽町１丁目70番１ 

地先から 

地先まで 
85.00m 

認定 211940線 
多治見市 音羽町１丁目230番 

同  市 音羽町１丁目234番 

地先から

地先まで 
52.80m 

＜議第36号理由＞ 

将来に渡って公共施設を適正に管理するため、現在の道路認定の見直しを行った

もの。 

 

議第37号 市道路線の廃止及び認定について 

区分 市道の名称 起点と終点 延長 

廃止 315400線 
多治見市 小名田町東谷20番６ 

同  市 東山２丁目42番 

地先から 

地先まで 
1,086.40m 

認定 315400線 
多治見市 小名田町東谷20番６ 

同  市 高田町長湫１番２ 

地先から 

地先まで 
1,444.60m 

廃止 315434線 
多治見市 東山１丁目36番１ 

同  市 高田町長湫１番２ 

地先から 

地先まで 
1,017.30m 

廃止 315435線 
多治見市 東山１丁目37番４ 

同  市 東山１丁目30番１ 

地先から 

地先まで 
121.70m 

認定 315435線 
多治見市 東山１丁目26番２ 

同  市 東山２丁目11番９ 

地先から 

地先まで 
440.60m 

＜議第37号理由＞ 

現況に合わせるため、認定の見直しを行ったもの。 

 

議第38号 市道路線の廃止及び認定について 

区分 市道の名称 起点と終点 延長 

廃止 522139線 
多治見市 赤坂町２丁目42番22 

同  市 赤坂町２丁目42番20 

地先から 

地先まで 
41.60m 

認定 522139線 多治見市 赤坂町２丁目42番22 地先から 142.40m 
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同  市 赤坂町２丁目62番40 地先まで 

＜議第38号理由＞ 

  民間事業者が実施した土地開発事業により新設された道路が市に移管されたため、

現在の道路認定を廃止し、現況に合わせて新たに認定するもの。 

 

議第39号 市道路線の廃止及び認定について 

区分 市道の名称 起点と終点 延長 

廃止 632101線 
多治見市 松坂町４丁目１番１ 

同  市 松坂町４丁目１番１ 

地先から 

地先まで 
101.60m 

認定 632101線 
多治見市 松坂町４丁目１番13 

同  市 松坂町４丁目４番14 

地先から 

地先まで 
231.50m 

＜議第39号理由＞ 

民間事業者が実施した土地開発事業により新設された道路が市に移管されたため、

現在の道路認定を廃止し、現況に合わせて新たに認定するもの。 

 

議第40号 市道路線の認定について 

区分 市道の名称 起点と終点 延長 

認定 513441線 
多治見市 小泉町５丁目161番４ 

同  市 小泉町５丁目159番１ 

地先から 

地先まで 
50.80m 

認定 513442線 
多治見市 小泉町５丁目87番１ 

同  市 小泉町５丁目158番１ 

地先から 

地先まで 
49.20m 

＜議第40号理由＞ 

民間事業者が実施した土地開発事業により新設された道路が市に移管されたため、

新たに認定するもの。 

 

議第41号 市道路線の認定について 

区分 市道の名称 起点と終点 延長 

認定 513443線 
多治見市 小泉町４丁目215番４ 

同  市 小泉町４丁目217番２ 

地先から 

地先まで 
60.60m 

＜議第41号理由＞ 

民間事業者が実施した土地開発事業により新設された道路が市に移管されたため、

新たに認定するもの。 

 

議第42号 市道路線の認定について 

区分 市道の名称 起点と終点 延長 

認定 522336線 
多治見市 根本町４丁目31番５ 

同  市 根本町４丁目31番10 

地先から 

地先まで 
72.50m 

認定 522337線 
多治見市 根本町４丁目31番11 

同  市 根本町４丁目31番13 

地先から 

地先まで 
25.70m 

＜議第42号理由＞ 
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民間事業者が実施した土地開発事業により新設された道路が市に移管されたため、

新たに認定するもの。 

 

議第43号 市道路線の認定について 

区分 市道の名称 起点と終点 延長 

認定 632102線 
多治見市 松坂町４丁目１番６ 

同  市 松坂町４丁目４番14 

地先から 

地先まで 
198.80m 

認定 632103線 
多治見市 松坂町４丁目１番７ 

同  市 松坂町４丁目４番19 

地先から 

地先まで 
77.00m 

＜議第43号理由＞ 

民間事業者が実施した土地開発事業により新設された道路が市に移管されたため、

新たに認定するもの。 

 

議第44号 市道路線の認定について 

区分 市道の名称 起点と終点 延長 

認定 632104線 
多治見市 松坂町４丁目１番９ 

同  市 松坂町４丁目２番33 

地先から 

地先まで 
86.90m 

認定 632105線 
多治見市 松坂町４丁目２番31 

同  市 松坂町４丁目２番20 

地先から 

地先まで 
84.70m 

認定 632106線 
多治見市 松坂町４丁目２番14 

同  市 松坂町４丁目２番８ 

地先から 

地先まで 
76.30m 

認定 632107線 
多治見市 松坂町４丁目２番７ 

同  市 松坂町４丁目２番40 

地先から 

地先まで 
138.60m 

＜議第44号理由＞ 

民間事業者が実施した土地開発事業により新設された道路が市に移管されたため、

新たに認定するもの。 

 

議第45号 市道路線の認定について 

区分 市道の名称 起点と終点 延長 

認定 711013線 
多治見市 滝呂町10丁目32番１ 

同  市 滝呂町10丁目32番５ 

地先から 

地先まで 
46.30m 

＜議第45号理由＞ 

民間事業者が実施した土地開発事業により新設された道路が市に移管されたため、

新たに認定するもの。
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議第35号関係 
Ｓ＝１：８０００ 

東町一丁目 

東町四丁目 

多治見市美濃焼 
ミュージアム 

安土桃山陶磁の里公園 

セラミックパーク MINO 

【廃止】市道 015200 線(2231.90m) 

【認定】市道 015200 線(1588.30m) 
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議第36号関係 

白山町一丁目 音羽町一丁目 

虎渓用水広場 

多治見市役所 
駅北庁舎 

多治見駅北自転車等駐車場 

JR 多治見駅 

駅北第 2 公園 

【廃止】市道 211940 線(85.00m) 

【認定】市道 211940 線(52.80m) 
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議第37号関係 

高田町長湫 

東山町一丁目 

東山町二丁目 

高田テクノパーク 

小名田町東谷 

【認定】市道 315400 線(1444.60m) 

【廃止】市道 315434 線(1017.30m) 

【廃止】市道 315435 線(121.70m) 

Ｓ＝１：１００００ 

【廃止】市道 315400 線(1086.40m) 

【認定】市道 315435 線(440.60m) 
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議第38号関係 

赤坂町二丁目 

中央自動車道 

【廃止】市道 522139 線(41.60m) 

【認定】市道 522139 線(142.40m) 
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議第39号関係 

松坂第 4 児童遊園 

松坂第 6 児童公園 

松坂西公園 

松坂第 8 町内会集会所 

松坂町四丁目 

【認定】市道 632101 線(231.50m) 

【廃止】市道 632101 線(101.60m) 
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議第40号関係 

 

御陣屋橋 

小泉町五丁目 

大原町 7 丁目児童遊園 

【認定】市道 513442 線(49.20m) 

【認定】市道 513441 線(50.80m) 

大原児童遊園 

小泉ヶ丘団地 
大原東児童遊園 
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議第41号関係 

小泉町四丁目 

小泉中学校 

【認定】市道 513443 線(60.60m) 
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議第42号関係 

根本町四丁目 

根本 5 丁目児童遊園 

根本グリーンビレッジ 

【認定】市道 522336 線(72.50m) 

【認定】市道 522337 線(25.70m) 
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議第43号関係 

松坂第 4 児童遊園 

松坂第 6 児童公園 

松坂西公園 

松坂第 8 町内会集会所 

松坂町四丁目 

【認定】市道 632102 線(198.80m) 

【認定】市道 632103 線(77.00m) 
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松坂第 4 児童遊園 

松坂第 6 児童公園 

松坂第 8 町内会集会所 

松坂町四丁目 

【認定】市道 632104 線(86.90m) 

【認定】市道 632105 線(84.70m) 

【認定】市道 632106 線(76.30m) 

【認定】市道 632107 線(138.60m) 

議第44号関係 
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議第45号関係 

滝呂郵便局 

滝呂中央公園 

滝呂中央橋 

森前橋 

滝呂町十丁目 

【認定】市道 711013 線(46.30m) 


